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第２編  基本計画 
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                             第１章 防災体制                              
                                                                                 
 奥尻町は、災害に際し、防災機能を発揮するため、人員の動員、配備体制、資機材が必 
要であることから、その機能の持続的維持、強化に努め、必要とする施策を行うものとす 
る。                                                                             
                                                                                 

 第１節 組織計画                                                        
 災害の予防、応急対策及び、復旧対策等の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害大 
綱の総合的運営を図るため、本章において防災に関する組織及びその運営、災害に関する 
通信情報、気象予警報の収集伝達、災害時における広報活動等に関する事項を定め、災害 
対策の実施体制の確立を図るものである。                                           
                                                                                 
１．組織の体系                                                                   

北海道防災会議 
（基本法第 14 条） 

 

 

 

奥尻町防災会議 
（基本法第１６条） 

                                                                             
 

北海道災害対策（連絡）本部 
（基本法第 23 条、防災計画） 

                                                  
                                                  
                                                   

 
 
 

檜山振興局地域災害対策連絡協議会 
（北海道防災会議議決） 

 行政機関・ 
公共機関 

          

 
 

行政機関・ 
公共機関 

災害対策本部 

            
            
            
            

                                                                               
  
 

北海道災害対策檜山地方（連絡）本部 
(条例第４号、防災計画） 

 奥尻町災害対策本部 
（基本法第２３条） 

 
※注 本図における表示は、次のとおり                                             

                  命令系統                                                      
                   指示勧告又は相互連絡協力系統  
 
      条例   ・・・北海道災害対策本部条例                                     
   防災計画 ・・・北海道地域防災計画                                         
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２．防災会議                                                                    
  基本法第１６条第５項の規定に基づき、奥尻町防災会議を設置し、その構成及び運営 
 は次のとおりである。                                                          
 （１）構成                                                                    
    奥尻町防災会議は、町長を会長とし奥尻町防災会議条例第３条第５項の規定によ 
   り、町長が任命したものを委員として組織し、その構成は次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）運営                                                                      
   奥尻町防災会議条例（昭和３８年条例第４号）の定めるところによる。          
 
 
３．災害対策本部 
  町長は本町区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害活 
動の推進を図るため必要があると認めるときは、基本法第２３条の規定に基づき、災害 
対策本部を設置し、災害対策本部長として防災の推進を図るものとする。 

  ただし、町長は緊急に災害対策本部の設置を必要と認めるときは、防災会議の意見を 
 求めることはなく災害対策本部を設置することができるが、本部を設置した場合には、 
 速やかにこれを防災会議に報告するものとする。 

(奥尻町長) 

町 長 部 局 会 長 

北 海 道 警 察 江 差 警 察 署 奥 尻 駐 在 所 長 

檜山振興局地域創生部危機対策室主幹 北 海 道 

指定地方行政機関 

奥 尻 町 教 育 委 員 会 教 育 長 

檜山広域行政組合奥尻消防署長 

檜山広域行政組合奥尻町消防団長 

指 定 公 共 機 関 

陸上自衛隊第 11 旅団第 28 普通科連隊長 

航 空 自 衛 隊 第 2 9 警 戒 隊 長 

奥 尻 高 等 学 校 長 

奥 尻 町 赤 十 字 奉 仕 団 委 員 長 

奥 尻 町 内 会 連 合 会 長 

奥 尻 郵 便 局 長 

ハートランドフェリー(株)奥尻支店長 

奥 尻 町 副 町 長 

奥 尻 町 国 民 健 康 保 険 病 院 長 

奥 尻 空 港 管 理 事 務 所 長 

江 差 海 上 保 安 署 長 

渡島総合振興局函館建設管理部奥尻出張所 

檜山森林管理署奥尻森林事務所森林官 

函 館 地 方 気 象 台 次 長 

函館開発建設部江差港湾事務所長 
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  また、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、適切な
対応がとれるよう努めるとともに、災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとす
る。 

 
 
（１）設置 
   ア 設置時期 
    ① 大規模災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 
    ② 災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき。 
     ③ 気象、地象及び水象についての情報又は警報、特別警報を受け、非常配備 
     体制をとることが必要と認められたとき。 
    ④ 大量の油等が流出し、漁業や環境に被害が発生したとき、又は発生が予想さ 
     れるとき。 
    ⑤ 船舶の事故により、人命の救助救出、被害者対策の対策が必要とするとき。 
      また、生活物資輸送等に影響が生じ、対策を要するとき。 
    ⑥ 航空機事故で人的被害が発生したとき。 
    ⑦ 林野火災で消火活動の難航が予想され、家屋・施設や人的被害の発生する恐 
     れがあり、さらに被害の拡大が予想されるとき。 
   イ 廃止時期 
     対策本部長の判断に基づき、災害の危険が解消し、又は災害発生後における応 
    急措置が完了したと認められたときに本部の廃止を行う。 
   ウ 設置及び廃止の公表 
      災害対策本部を設置したときは、速やかに本部員、奥尻町防災会議構成機関、 
       檜山振興局、所轄警察署、消防機関及び地域住民に対し、広報無線及び広報車又 
    は電話及びファクシミリ等適宜な方法により周知及び公表するとともに、本部の 
    表示を本部設置場所に掲示する。 
         なお、廃止した場合の公表についても設置の場合に準ずるものとする。 
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奥尻町災害対策本部組織機構図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政 策 推 進 班 

情 報 防 災 班 

 
戸 籍 班 

住 民 生 活 班 

税 務 班 

国 保 年 金 班 

福 祉 介 護 班 

保 健 指 導 班 

包 括 支 援 班 

居 宅 介 護 班 

管 理 班 

水 道 班 

水 産 班 

農 林 班 

養 殖 振 興 班 

商 工 観 光 班 

 

バ ス 運 行 班 

自 動 車 整 備 班 

発 電 班 

運 転 班 

 

管 理 班 

管 理 班 

運 航 班 

ゼロカーボン推進班 

環 境 セ ン タ ー 班 

学 校 教 育 班 

社 会 教 育 班 

子 ど も 支 援 班 

高 校 事 務 班 

医 事 管 理 班 

出 納 室 班 

議 会 事 務 局 班 

農業委員会事務局班 

総 務 班 

管 財 班 

 

地 域 政 策 対 策 部 長 

( 地 域 政 策 課 長 ) 

住 民 対 策 部 長 

( 住 民 課 長 ) 

( く ら し 安 心 課 長 ) 

(包括支援センター所長) 

(居宅介護支援事業所長) 

建 設 水 道 対 策 部 長 

( 建 設 水 道 課 長 ) 

総 務 対 策 部 長 

( 総 務 課 長 ) 

産 業 振 興 対 策 部 長 

( 産 業 振 興 課 長 ) 

(あわび種苗育成センター所長) 

整 備 交 通 対 策 部 長 

( 整 備 交 通 課 長 ) 

発 電 対 策 部 長 

( 発 電 課 長 ) 

支 所 対 策 部 長 

( 青 苗 支 所 長 ) 

空 港 管 理 対 策 部 長 

(空港管理事務所長 ) 

ゼロカーボン推進対策部長 

(ゼロカーボン推進課長) 

教 育 対 策 部 長 

( 教 育 長 ) 

医 療 対 策 部 長 

( 病 院 長 ) 

予 備 対 策 部 長 

会 計 管 理 者 

議 会 事 務 局 長 

農業委員会事務局長 

本部連絡員 

町 長 

副 町 長 

各 部 長 

本部員会議 

本
部
長(
町
長)

 

副
本
部
長(

副
町
長)

 

財 務 対 策 部 長 

( 財 務 課 長 ) 

財 務 班 

出 納 

班 
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 （２）運営 
   ア 本部役員会議 
     本部員会議は、本部長、副本部長及び各部長で構成し、災害対策に必要な基本 
    的事項について協議するものとする。 

①  本部員会議の開催 
     ａ 本部員会議は、本部の職務遂行上の重要事項を協議するため本部長が必要 
      と認めた場合に開催する。 
     ｂ 本部員会議は、それぞれの所掌事項について、会議に必要な資料を提出し 
      なければならない。 
     ｃ 本部員は、それぞれの所掌事項について、会議に出席することができる。 
     ｄ 本部員は必要により所属の職員を伴って会議に出席することができる。  
     ｅ 本部員は会議の招集を必要と認めるときは、地域政策対策部長にその旨を 

申し出るものとする。 
     ｆ 本部長は、災害の規模及び状態により、職務遂行上特に必要と認めた本部 
      員により会議を開催することができる。 
    ② 本部員会議の報告事項 
      本部長は、本部員会議に次の事項について報告するものとする。 
      ａ 気象警報又は災害情報 
      ｂ 配備体制 
     ｃ 各対策部の措置命令 
    ③ 本部員会議の協議事項 
      ａ 災害応急対策及び予防対策への指示 
      ｂ 各対策部間の調整事項の指示 
     ｃ 自衛隊災害派遣要請の要否 
     ｄ 他の市町村応援要請の要否 
     ｅ 災害救助法適用申請の要否 
     ｆ 被害状況視察隊編成の決定 
     ｇ 被害者に対する見舞金給付の決定 
     ｈ 次回本部員会議の開催予定日時の決定 
    ④ 会議決定事項の周知 
      本部員会議の決定事項のうち、本部長又は各本部員は、所属の職員に周知す 
     る必要があると認めた事項については、速やかにその周知を図るものとする。 
   イ 本部連絡員 

① 本部連絡員は、対策本部に常駐し、災害応急対策について積極的に相互協力を 
行い、被害状況及び災害応急対策に関する全般の資料の収集整理・報告・連絡 
調整にあたるものとする。 

② 地域政策対策部長は、あらかじめ本部連絡員を指名し、本部長に通知するもの 
とする。 

   ウ 各対策部長及び各班の分担業務 
     災害対策本部の業務分担は、別表第１による。 
    ① 各対策本部長は、本部長の指示に従い、あらかじめ班員の責任分担に基づく 
     配備計画を地域政策対策部長に提出するものとする。 
   エ 対策本部の配備体制 
     予想される災害の規模又は災害が発生した場合の災害規模及び様態によって対 
    策本部に配備体制を整えるものとし、その配備基準は次のとおりとする。なお、 
    本部が設置されない場合にあっても、災害の規模及び特性に応じて、臨機に非常 
    配備の体制をとる。 
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 オ 本部の非常配備に関する基準                                                 

 

 配備 
 区分 

 

配  備  時  期 

 

 

配  備  内  容 

 

 

担当対策部 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

第
一
非
常
配
備 

 

１．気象情報等により災害 
の発生が予想されるとき。 
２．その他本部長が必要と 
認めたとき。 

 

 

 

 

 情報収集・伝達・報告及
び連絡なく調整活動等が
円滑に行える体制とし、災
害の発生が予想される地
域の監視を行い、状況によ
り更に次の第２次配備に
移行し得る体制を整えて
おくこととする。 

 

・地域政策対策部 
・建設水道対策部 
・産業振興対策部 

 

 

 

第
二
非
常
配
備 

 

１．局地的に災害の発生が 
予想される場合又は、 災害
が発生したとき。 
２．その他本部長が必要と 
認めたとき。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 災害の発生とともに関
係対策部の部員が速やか
に、災害応急活動が開始で
きる体制とする。 

 

 

 

 

 

 

・総務対策部 
・財務対策部 
・ゼロカーボン推進

対策部 
・地域政策対策部 
・住民対策部 
・建設水道対策部 
・産業振興対策部 
・整備交通対策部 
・発電対策部 
・支所対策部 
・空港管理対策部 
・医療対策部 
・教育対策部 

第
三
非
常
配
備 

 

１．広域にわたり災害の発 
生が予想される場合及び 
被害が甚大であると予想 
されるとき、あるいは災 害
が発生したとき。 
２．予想されない重大な災 
害が発生したとき。 

 

 

 災害対策本部職員全員
をもって迅速にそれぞれ
の災害応急活動ができる
体制とし、応急処置を講じ
災害の拡大を防ぐととも
に、被災者の救護を実施す
る。 

 

 

・全対策部 
 
 （全職員） 

 

 

 

（注）災害の規模・様態により、担当対策部については本部長、担当班については各担   

  当対策部長が適宜増減することができる。                                       
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 別表第１                                                                       
                              災害対策本部業務分担表                            
                                                                                
 
  

 
部 
名 

 
班名 

 
対  策  任  務 

 
災 害 救 助 法 に 
 基づく救助業務 

 
総 
務 
対 
策 
部 

 
総務班 
 
 
 
管財班 
 

 

 
１．職員の動向に関すること。 
２．被災職員に関すること。 
３．動員職員の出動状況の記録に関すること。 
４．動員職員の寝具、被服に関すること。 
５．町有財産の警防及び応急対策に関すること。 
６．町有財産の被害調査及び復旧対策に関すること。 
７．公用車の集中管理及び緊急輸送に関すること。 
８．その他各班に属しない事項に関すること。 
９．その他災害に関する所掌事項に関すること。 
 

 
 
 
 

 

 
財 
務 
対 
策 
部 
 

 
財政班 
 

 
１．災害の予算及び決算に関すること 
２．災害応急及び復旧対策に要する資金調達に関すること。 
３．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 

 
地 
 

域 
 

政 
 

策 
 
対 
 

策 
 
部 
 
 

 
政策推
進班 
 
 
情報防
災班 

 

 

 
１．被災者からの陳情等の処理に関すること。 
２．国、道及び関係機関への災害復旧の要望に関すること。 
３．被災地視察及び災害見舞い者の対応に関すること 
４．災害時における通信の管理及び確保に関すること。 
５．報道機関の対応に関すること。 
６．被災者被災地への搬送及び救護活動員の輸送に関するこ

と。 
７．災害対策等に要する資材・物品の購入及び経理に関する

こと。 
８．本部の庶務に関すること。 
９．本部員会議に関すること。 
10．防災会議、その他関係機関との連絡調整に関すること。 
11．災害情報、指定避難所の開設及び被害者の収容に関する

こと。 
12．警察、その他防災関係機関及び団体の出動要請に関する

こと。 
13．特別警報、災害発生の可能性が高い気象情報等の周知に

関すること。 
14．災害の状況及び措置概要等の収集整理と、その報告に関

すること。 
15．各班の連絡調整に関すること。 
16．災害日誌、記録に関すること。 
17．自衛隊の災害派遣要請に関すること。 
18．気象等警報・注意報等の受理に関すること。 
19．海上輸送及びヘリコプター輸送に関すること。 
20．災害広報及び公聴の企画及び実施に関すること。 
21．災害対策本部の災害応急対策について広報活動を行うこ

と。 
22．災害報道記事及び災害写真等の収集に関すること。 
23．被災地の巡回公聴会活動に関すること。 
24．防災行政無線による緊急避難等の周知に関すること。 
25．災害による行方不明者の捜索に関すること。 
26．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 
○救助法業務に関
すること。 
 
 
 
○指定避難所の開
設に関すること。 
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部 
名 

班名 
 

対  策  任  務 

 
災 害 救 助 法 に  

基づく救助業務 

 
 
住 
 
民 
 
対 
 
策 
 
部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
戸籍班 
 
住民生
活班 
 

 
 

 
税務班 
 
 
国保年
金班 
 
 
福祉介
護班 
 
 
保健指
導班 
 
 
包括支
援班 

 
 

居宅介
護班 

 

 
１．罹災証明書の発行に関すること。 
２．安否確認に関すること。 
３．災害時の生活物資の、物価対策及び流通対策に関するこ
と。 

４．災害時の労務供給計画及びその実施に関すること。 
５．被災地の防疫等、環境衛生保持に関すること。 
６．遺体の処理及び埋葬に関すること。 
７．罹災証明の発行に伴う被害調査に関すること。 
８．被災者台帳の作成及び台帳情報に関すること。 
９．社会福祉施設の被害調査及び応急対策、復旧対策に関す
ること。 

10．救援物資の調達並びに義援金の受付、配分及び輸送に関
すること。 

11．被災者の収容施設の受け入れに関すること。 
12．被災者に対する炊き出し、給食計画及び実施に関するこ
と。 

13．支援団体・ボランティアの受け入れ窓口（団体名、人数、
支援内容等）、受け入れ状況把握と記録 

14．被災地域の老人世帯、身障世帯及び母子世帯の援護に関
すること。 

15．被災者に対する生活支援・相談に関すること。 
16．被災者の心のケアに関すること。 
17．被災者の税の減免についての資料の収集に関すること。 
18． 日本赤十字社に対する協力要請及び連絡調整に関する

こと。 
19．感染症の予防に関すること 
20．災害時の医薬品、その他衛生材料の供給及び確保に関す
ること。 

21．保健所及び医療機関との災害関係の連絡調整に関するこ
と。 

22．その他災害に関する所掌事項に関すること。 
 

 

○遺体の処理及び
埋葬に関するこ
と。 

 
○被服寝具、その

他生活必需品の
供与、又は貸与
に関すること。 

 
○炊き出し、その

他による食品の
給与に関するこ
と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
建 
 
設 
 
水 

 
道 
 
対 

 
策 

 
部 

 

管理班 
 
 
水道班 

 

１．道路、橋梁、河川等土木関係の被害調査及びその 応急
対策、復旧対策に関すること。 

２．災害時の河川の水位、雨量等の情報収集に関すること。 
３．災害時における一般車両及び土木建設用機械等の調達、
運用計画に関すること。 

４．災害応急資材の調達、配分、備蓄計画の作成及び実施に
関すること。 

５．交通不能箇所の調査及び通行路線の決定に関すること。 
６．市街地の浸水対策及び障害物等の除去に関すること。 
７．被災地の住宅対策及び住宅建築指導に関すること。 
８．指定避難所、応急仮設住宅等の確保保全に関すること。 
９．災害時の建築用材の需給計画に関すること。 
10．住宅金融公庫の特別融資及び災害住宅融資の斡旋に関す
ること。 

11．水道施設及び下水道施設の被害調査及び応急対策、普及
対策に関すること。 

12．指定避難所及び断水地域の給水に関すること。 
13．飲料水確保のための緊急浄水処理及び水質管理に関する
こと。 

14．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

○障害物の除去に
関すること。 
 
○応急仮設住宅の
供与に関するこ
と。 
○被災住宅の応急
修理に関するこ
と。 
 
○被災世帯調査に
関すること。 
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部 
名 

班名 
 

対  策  任  務 

 
災 害 救 助 法 に 

基づく救助業務 

 

 
産 
 

業 
 

振 
 

興 
 
対 
 
策 
 
部 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

水産班 
 
 
養殖振
興班 
 
 
農林班 
 
 
商工観
光班 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１．水産施設の被害調査及び応急対策、復旧対策に関 するこ
と。 

２．港湾、漁港、海岸の被害調査、及び応急対策、復旧対策
に関すること。 

３．魚家及び漁船、漁具の被害調査に関すること。 
４．漁場の被害調査及び応急対策に関すること。 
５．漁業災害補償に関すること。 
６．関係資金の融資に関すること。 
７．農地、農業施設、農作物等の災害調査及び応急対策、復

旧対策に関すること。 
８．被災農家の資金斡旋、農業被害補償、営農指導等の援護

に関すること。 
９．被災地の廃棄物処理、病害虫対策、防疫に関すること。 
10．救農事業等の企画、実施に関すること。 
11．畜産、林業施設及び家畜、林野・林道の災害調査及び応

急対策、復旧対策に関すること。 
12．関係資金の斡旋、森林保険に関すること 
13．死亡獣畜の処理、被災家畜の防疫に関すること。 
14．家畜飼料の確保に関すること。 
15．被災林野の防疫に関すること。 
16．林野火災に関すること。 
17．治山に関すること。 
18．商工業、観光施設、被災企業の災害調査及び応急対策に

関すること。 
19．被災商工観光業者への災害融資等の対策に関する こと。 
20．災害時における火薬類、油類、及び高圧ガスの管 理、保

安に関すること。 
18．その他災害に関する所掌事項に関すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
整
備
交
通
対
策
部 

 

バス運
行班 
 
 
自動車
整備班 

 

１．輸送機関の被害調査及び応急対策、復旧対策に関するこ
と。 

２．災害対策従事車両及び応援車両の整備に関すること。 
３．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 

 

 

 

 

発 
電 
対 
策 
部 
 

 

発電班 
 
運転班 
 

 

１．災害時おける電力の確保に関すること。 
２．発電関連施設の被害調査に関すること。 
３．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 

 

 

 

 

支 
所 
対 
策 
部 
 

 

管理班 

 

 

 

１．南部地域における災害情報の収集及び応急対策、復旧対
策に係る対策本部各班との連絡調整に関すること。 

２．その他災害に係わる所掌事項に関すること。 
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部 
名 

班名 
 

対  策  任  務 

 
災 害 救 助 法 に 

基づく救助業務 

 
空 
港 
管 
理 
対 
策 
部 

 
管理班 
 
 

 

 

 
１．空港施設の警防及び災害時の応急対策、並びに復 旧対策

に関すること。 
２．航空機の運航確保に関すること。 
３．救助捜索に係るヘリコプターの運航確保に関すること。 
４．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 

 

 

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
推
進 
対 
策 
部 

 

 

ゼロカ
ーボン
推進班 
 
 
環境セ
ンター
班 
 
 

 

 

１．環境衛生処理施設など衛生関係の被害調査及び応急対策
・復旧対策に関すること。 

２．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
教 
 

育 
 

対 
 
策 
 
部 

 

 
総務班 
 
学校教
育班 
 
社会教
育班 
 
子ども
支援班 
 
高校事
務班 

 
１．文教施設の被害調査及び応急対策、復旧対策に関するこ

と。 
２．被災児童生徒の救護及び応急教育対策に関すること。 
３．被災児童生徒の医療防疫及び学用品の供与に関すること。 
４．災害時における児童生徒の避難方法、誘導方法の指導に

関すること。 
５．文教施設及び文化財の保全に関すること。 
６．幼稚園児の保護に関すること。 
７．子供支援及び支援拠点に関することに関すること。 

８．その他災害に関する所掌事項に関すること。 

 

 
医 
 
療 
 
対 
 
策 
 
部 
 

 
医事管
理班 
 

 
１．災害時における救急医療体制の計画を作成し実施するこ 

と。 
２．災害時において医療班を編成し、出動要請に対する医療

活動及び巡回による医療及び助産の救護を実施すること。 
３．医療、応急救護所設置時における診療運営に関すること。 
４．その他災害に関する所掌事項に関すること。 
５．医療施設の警防並びに応急及び復旧対策に関すること。 
６．医療班の出動等医療活動を実施した際の救急医療活動報

告書作成に関すること。 
７．その他災害に関する所掌事項に関すること。 
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部 
名 

 

班名 

 

対  策  任  務 

 

 災害救助法に 
 基づく救助業務 

 
予 
備 
対 
策 
部 

 

 

 

 

出納室

班 
 
議会事
務局班 
 
農業委
員会事
務局班 

 

 
１．議会との連絡調整に関すること。 
２．各対策班への必要に応じた協力に関すること。 
３．その他災害に関する所掌事項に関すること。 
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 第２節 動員計画 
 
 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、災害応急対策活動に必要な人員を早急に
召集し、必要な災害応急対策措置を迅速かつ的確に実施するため動員の系統、方法、及び
人数等は、本計画に定めるところによる。 
 
１．配備体制 
  災害の規模及び状況により、配備動員数等は別表１のとおりとする。ただし、本部長 
がその必要性を判断したときは、関係対策部及びその動員数を増減するものとする。 

 
２．動員の伝達系統 
  平常執務時における、伝達及び夜間休日における伝達系統は別表２のとおりとする。 
 
３．伝達の方法 
  平常執務時においては、町内放送及び電話等で行い、夜間休日においては電話等ある 
いは防災無線により行うものとし、この細部にわたる方法、順序等は各対策部長が定め 
ておくところにする。 

 
４．職員の責務 
 （１）職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、テレビ・ラジオ、 
   メール、インターネット等によりその災害の状況、気象警報の情報を知るように努 
   めなければならない。 
 （２）職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに 
   所属長に連絡をとり指示を受けるものとする。 
 （３）職員は、動員命令を受けたとき、被災その他の事情により所定の場所に集合でき 
   ないときは、所属長の指示を受けるものとする。 
 （４）職員は、大規模災害が発生し、上記（３）による指示を受けることが出来ない場 
   合若しくは大津波警報（特別警報）が発表された場合、電話及び携帯電話の回線の 
   輻輳などにより、所属長の指示を受けることが困難な場合で登庁時に道路の寸断や 
   津波災害により著しく危険が伴う場合は、職員初動対応マニュアルに基づき、初動 
   時における対応を迅速に行うものとする。 
 
５．職員の非常登庁 
   災害対策本部職員は、勤務時間外において登庁の指示を受けたとき、又は災害が発

生もしくは発生のおそれがある情報を察知したとき、並びに災害状況により所属の長
と連絡し、あるいは自らの判断により登庁もしくは、常に登庁体制を整えるものとす
る。 

   なお、上記４．（４）の状況下においては、同様の対応とする。 
 
６．職員の派遣 
   町は、災害応急対策の実施のため必要があるときは、地方自治法（昭和２２年法律 
  第６７号）第２５２条の１７（職員の派遣）、もしくは災害対策基本法第２９条（職 
  員の派遣の要請）の規定に基づき、国又は公共団体から技術職員の派遣を求め、災害 
  対策の万全を期するものとする。この場合の宿泊施設は、町の施設を利用する。 
 
７．災害の応急措置の対応に関する町長の権限について 
   災害発災時、町長が島外へ出張等により不在の場合、携帯電話等での連絡を取るこ

とが不能で指示を受けることが困難な時は、副町長に権限を有するものとする。 
  なお、副町長が不在の場合、次に地域政策課長とし、以下、同様にけん制順とする。 
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別表１                                                                          
配備の基準別各対策本部の動員数                                                  

配備基準 出動する対策部 人 員 内           容 

第一配備 
(準備体制) 

 地 域 政 策 部 3 地域政策課長、防災情報係長・主査 

 建設水道対策部 3 建設水道課長、主幹 

産業振興対策部 3 産業振興課長、水産係長、農林係長 

計 9  

第二配備 
(警戒体制) 

 総 務 対 策 部 2 総務課長、参事 

財 務 対 策 部 1 財務課長 

ゼロカーボン推進
対策部 1  

 住 民 対 策 部 2 住民課長、くらし安心課長 

 建設水道対策部 3 建設水道課長、主幹 

 産業振興対策部 3 産業振興課長、水産係長、農林係長 

 整備交通対策部 1 整備交通課長 

 発 電 対 策 部 1 発電課長 

支 所 対 策 部 1 次長 

 医 療 対 策 部 1 事務長 

 教 育 対 策 部 1 事務局長 

計 16  

第三配備 
(非常体制)  全 対 策 部  職員全員 
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                                 動員配備系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 部 長 

(町 長) 

副 本 部 長 

(副町長) 

各 班 員 

平常勤務時間の場合 

庁
内
放
送 

電
話 

地域政策対策部長 

(地域政策課長) 

各 対 策 部 長 

夜間・休日の場合 

本 部 長 

(町 長) 

副 本 部 長 

(副町長) 

各 班 員 

各 対 策 部 長 

電話 

防災無線 

庁
内
放
送 

電
話 

当直者･夜警員 

電
話 

電
話 

電
話 

地域政策対策部長 

(地域政策課長) 
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 第３節 災害対策・行政機能維持計画                                
                                                                                 
 大規模災害においては、町は速やかに災害対策本部を設置し、本章に基づく対応を行わ 
なければならないが、耐震改修が未実施の施設では、地震による倒壊、損壊のおそれや、 
海抜高が低い施設では、津波災害による被害が発生する可能性があり、災害対策本部機能 
が失われ、初動対応が遅れることが懸念される。                                     
 本節では、災害対策本部の機能維持のため、必要な事項を整理し、対処するものである。 
 また、災害時においても住民の生活に必要不可欠な行政サービスの機能維持について、 
本計画に定めるものとする。                                                       
                                                                                 
１．平常時の対策                                                                 
 （１）庁舎電源の確保                                                           
    地震・津波等の災害により、商用電源の確保が著しく困難な場合に備え、可搬型 
   発動発電機を活用するとともに整備増強を図るものとする。                     
                                                                                 
   ・可搬型発動発電機の保有、保管状況                                         

保管場所 発電機能力 
(kVA) 数 燃料種別 主な用途 

 奥尻町役場 

4.2 
3.8 
0.9 
2.8 

1 
1 
1 
1 

ｶﾞｿﾘﾝ 
ｶﾞｿﾘﾝ 
ｶﾞｽ 
ｶﾞｿﾘﾝ 

照明、事務機器(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、FAX 等) 
照明、事務機器(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、FAX 等) 
事務機器(PC) 
北海道総合行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ専用 

 海洋研修センター 
      35 

2.8 
1 
1 

ｶﾞｿﾘﾝ 
ｶﾞｿﾘﾝ 

照明等 
照明、事務機器(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、FAX 等) 

 青苗支所       4.2 1 ｶﾞｿﾘﾝ 照明、事務機器(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、FAX 等) 

  

（２）業務の電子化の推進                                                       
   ア システムを構築している業務については、被災しても早期に業務復帰を可能にす 
      るため、台帳データ等、重要なデータを被災の受けにくい箇所にバックアップを保 
      管するなど、対策を講ずるよう努めるものとする。                             
       なお、紙媒体によるものは、被災の受けにくい施設に保管や電子化に努めるもの 
   とする。                                                                   
  （３）災害対策本部要員の飲料水、食料の確保                                    
     災害対策本部機能維持のため、要員の活動に必要な飲料水、食料の備蓄を計画的 
   に実施し、必要数の確保に努めるものとする。                                 
  （４）災害発生時、早期復帰が必須の業務の選定                                   
     災害が発生した場合、罹災証明の発行、被災宅地危険度判定等の災害発生時に特 
    有の業務の他、住民の生活に必須の業務について、早期に回復させる必要がある。 
     各課においては、住民の生活に必須の業務の選定、優先度を取り決め、業務回復 
    手順を定めるものとする。                                                   
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２．緊急時                                                                       
  （１）災害対策本部の設置施設の選定                                             
     災害対策本部の設置は、原則、役場庁舎内に設置するものとするが、地震による 
    倒壊等により、設置が困難な場合は、次の施設から選定する。                   
     なお、次の施設は、各種災害により被災を受ける可能性があることから、発生し 
    た災害に応じて、選定するものとし、最も安全性が高い施設とする。             
     また、被害の状況がより深刻な状況である場合は、高台にある指定避難所に災害

対策部を設置することも検討する。                                          
                                                                          

  ・役場庁舎被災時、代替候補施設                                                
   

 

 

施   設 構  造 施設が被災を受ける可能性が高い災害   
  
  
  
  
   

奥尻町議会 木造２階 土砂災害、地震 

海洋研修センター 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 津波、土砂災害 

青苗支所 木造ﾓﾙﾀﾙ 地震 

 
  （２）通信機器(電話、ＦＡＸ)、事務機器 
      ア 被害情報の収集、関係機関への情報共有、応援要請などの重要通信の確保につ 
       いては、第２編第３章第１節災害通信の運用計画に定めるよるものとする。 
      イ 庁内ＬＡＮ 
        電源、機器の異常等を速やかに点検し、早期に復帰できるよう行うものとする。 
       なお、サーバー等の機器が使用不可能な状態であるときは、他の通信機器を活 
       用するものとする。 
  （３）職員の配備 
       緊急時においては、本章に基づき、参集し体制を取ることとしているが、大規模 
      災害発生時、役場までの登庁に危険が伴う場合、職員自身の安全確保や住民、家族 
      の高台への避難誘導を優先するものとし、災害対策本部は、限られた職員のみによ 
   り設置することが想定されることから、次の体制を基本とし、迅速に対応すること 
   とする。 
      ア 災害応急対策を指揮する者 
        町長、副町長 
         ただし、通信が途絶し、連絡が取れない(被災した)場合、参集した職員の   
     中で課長職にある者とする。(課長職が複数名の場合は、序列順) 
      イ 役割分担 
        限られた人員数においても対処可能な体制とし、少なくとも次の班編制を組み、 
    人命救助、避難所を最優先とする。 
        ①総括班 
        ②災害対策本部設備設置・維持班 
        ③被害情報収集班 
        ④防災関係機関連絡班 
        ⑤避難所状況確認班 
        ⑥記録班 
  （４）体制の移行 
     災害発生から時間経過とともに行うべき業務が変化することから、必要に応じて 
   体制の変更を検討する。 
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 第４節 気象業務に関する計画                                        
                                                                                 
 暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮、波浪等による災害を未然に防止し、また、そ 
の被害を軽減するため、気象、地象及び水象等の特別警報・警報・注意報並びに情報等の
伝達方法及びこれらの異常現象発見者の通報義務等に関する組織、業務等は次に定めると
ころによる。 
 なお、避難指示等の発令基準に活用する風水害に関する防災気象情報を警戒レベルとの
関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難
判断等を促すものとする。 
                                                                                 
１．気象業務組織                                                                 
 （１）予報区                                                               
   ア 予報区は、わが国全域を対象とする全国予報区（気象庁本庁担当）と全国 
    予報区を１１に分割した地方予報区、地方予報区を更に５６に分割した府県予報 
    区から成っている。                                                       
        北海道においては全域を対象とする北海道地方予報区（札幌管区気象台担当） 
    と７つの府県予報区に分かれており、本町の予報区担当官署は、函館地方気象台

である。 
   イ 予報区及び警報・注意報に用いる細分区域名は次のとおり                   
    ①一次細分区域                                                           
     府県天気予報を定常的に細分して行う区域。気象特性、災害特性及び地理的特 
     性により府県予報区を分割して設定する。                                  

③ 二次細分区域                                                           
     警報・注意報の発表に用いる区域。市町村を原則とするが、一部市町村を分割

して設定している場合がある。二次細分区域において、海に面する区域にあっ
ては、沿岸の海域を含むものとする。 

④ 市町村等をまとめた地域 
二次細分区域ごとに発表する警報・注意報の発表状況を地域的に概観するため 
に、災害特性や都道府県の防災関係機関等の管轄範囲などを考慮してまとめた 
区域。 

府県予報区担当官署 一次細分 
区域名 

市町村等をま
とめた地域 二次細分区域名 

 
 
 
  

函館地方気象台 
（檜山振興局管内） 

檜山地方 

檜山北部 せたな町、八雲町熊石、今金町 

檜山南部 江差町、乙部町、厚沢部町、上ノ国町 

檜山奥尻島 奥尻町 

                                                                                
 （２）海上予報区                                                               
        海上予報区は、全般海上予報区（気象庁本庁担当）と全般海上予報区を１２に分 
   割した地方海上予報区から成っており、そのうち以下の担当区域を札幌管区気象台 
   が担当する。                                                               

地方海上予報海域名 細  分  区  域  
 
  日本海北部及びオホーツク海南部 

※１ 

サハリン西方海上 

宗谷海峡 
北海道西方海上 
サハリン東方海上 
網走沖 

北海道南方及び東方海上 

※２ 

北海道東方海上 

釧路沖 
日高沖 
津軽海峡 
檜山津軽沖 

※１ 茂津多岬の突端から270度に引いた線以北及び知床岬の突端から90度に引いた線以 
  北並びに千島列島以北の海岸線から300海里以内の海域で5つの海域に細分している。 
※２ 尻屋崎から 110 度に引いた線以北及び青森県と秋田県の境界線から 315度に引いた
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線以北並びに茂津田岬の突端から270度に引いた線及び知床岬の突端から90度に引い
た線以南並びに千島列島以南の海岸線から 300 海里以内の海域で 5つの海域に細分し
ている。 

２．予報区担当官署の業務内容                                                    
  気象官署は、前述のように気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等を発 
表する担当区域を異にしており、またその業務内容も官署によって異なっている。      

   気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等は府県予報区担当気象官署及び 
分担気象官署、地方海上予報や警報は、札幌管区気象台が担当する。 

  気象官署別の気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等の種類は、次のと
おりである。 

担当官署 予報警報等の種類 回   数 

 

札幌管区気象台 
(地方予報区担当官署) 

 

 

 

 

 

地方天気予報（地方天気分布予報） 
地方週間天気予報 
地方季節予報 
 早期天候情報 
 １ヶ月予報 
 ３ヶ月予報 
 暖候期予報 
 寒候期予報 
地方気象情報 

 

毎日 3 回(05、11、17 時） 
毎日 2 回(11、17 時） 
 
原則毎週 2回(月・木) 
毎週 1 回(木） 
毎月 1 回 
毎年 1 回(2 月） 
毎年 1 回(9 月） 
随時 

 

函館地方気象台 
(府県予報区担当官署) 

 

 

府県天気予報 
地域時系列予報 
府県週間天気予報 
気象等に関する特別警報･警報･注意報 
府県気象情報 

 

毎日 3 回（05、11、17 時） 
毎日 3 回（05、11、17 時）
毎日 2 回（11、17 時） 
随時 
随時 

 

札幌管区気象台 
（地方海上予報区担当
官署） 

 

 

地方海上予報 
地方海上警報 
地方海氷情報 

 

毎日 2 回（07、19 時） 
随時 
随時 

 

３．気象等に関する特別警報・警報・注意報及び火災気象通報 
   気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに火災気象通報の発表、伝達等は、気象 
  業務法(昭和 27 年 6 月 2日 法律第 165 号)、水防法(昭和 24 年 6 月 4日 法律第 193 号)、  
  及び消防法(昭和 23 年 7月 24日 法律第 186 号)の規定に基づき行うもので、特別警報・
警報・注意報の種類、発表基準、発表方法、伝達方法等は次によるものとする。 

 ・気象等の特別警報・警報・注意報について、北海道、消防庁、NTT から通報を受けた
とき又は自ら知ったときは関係団体、施設管理者、町内会等に通報するとともに住民
へ周知する。 

・気象等の特別警報について通知を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに防災行政
無線等により住民へ周知する。 
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  （１）気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 
     種類及び発表基準 
      ア  気象等に関する特別警報 
          警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するお 

それが著しく高まっている場合、特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけま 
す。気象庁では以下の６種類の特別警報を発表しています。 

特別警報・警報
・注意報の種類 

概  要 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく
大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災
害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）
のように、特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫し
ている状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保
する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく
大きいときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ
が著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に加え
て「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれにつ
いても警戒が呼びかけられる。 

波浪特別警報 高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいときに発表される。 

高潮特別警報 
台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。危険な場所か
らの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

※地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発
表される。 
 

イ  気象等に関する警報 
警報とは、重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報

です。気象庁では以下の７種類の警報を発表しています。 

特別警報・警報
・注意報の種類 

概  要  
 
 
 
 
 
 
  

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸
水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事
項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所か
らの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大な災
害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象とな
る重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重
大な災害が対象としてあげられる。高齢者等は危険な場所からの避難
が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報  大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。 

暴風警報  暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。 

暴風雪警報 

 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ
れたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴
うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒
が呼びかけられる。 

波浪警報 
 高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。 

高潮警報 
 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生
するおそれがあると予想されたときに発表される。危険な場所からの
避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 
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ウ  気象等に関する注意報 
     注意報とは、災害が発生するおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報で 

す。気象庁では以下の 16種類の注意報を発表しています。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別警報・警報
・注意報の種類 概  要 

大雨注意報 
大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え
自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生
するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザードマップ
による災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が
必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報  大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表
される。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによ
る視程障害等による災害」のおそれについても注意が呼びかけられ
る。 

波浪注意報  高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が予想されたときに注意
を喚起するために発表される。高潮警報に切り替える可能性に言及
されていない場合は、ハザードマップによる災害リスクの再確認等、
避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ
る。高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は
高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相
当。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。 

雷 注 意 報 

 落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表
される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突
風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加されることもある。
急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 
 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件が予想し
た場合に発表される。 

なだれ注意報  「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。 

着氷注意報 
 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発
生するおそれのあるときに発表される。 

着雪注意報 
 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき
に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発
生するおそれのあるときに発表される。 

融雪注意報 
 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表
される。具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれ
があるときに発表される。 

霜 注 意 報 
 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ
れる。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発生するお
それのあるときに発表される。 

低温注意報 

 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表
される。具体的には、低温による農作物等への著しい被害や、冬季
の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するおそれがあるとき
に発表される。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意
報に含めて行われる。 
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◎警戒レベル 

警戒レベル 住民がとるべき行動 
住民に行動を促す情報 

避難情報等 

警戒レベル５ 
指定緊急避難場所等への立退き避難す
ることがかえって危険である場合、緊急
安全確保する。 

緊急安全確保 

※必ず発令される情報ではない 

警戒レベル４ 
危険な場所から全員避難（立退き避難又
は屋内安全確保）する。 避難指示 

警戒レベル３ 

・高齢者等は危険な場所から全員避難
（立退き避難又は屋内安全確保）する 
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤
等の外出を控えるなど普段の行動を見
合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
自主的に避難する。 

高齢者等避難 

警戒レベル２ 災害に備え自らの避難行動を確認する。 大雨・洪水・高潮注意報 

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報 

 

 

エ  水防活動用気象注意報及び気象警報 
      水防活動の利用に適合する注意報及び警報は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、

同表の右欄に掲げる注意報及び警報による代行する。                          
    その種類は次のとおりであり、伝達は、次の系統により行う。                 
                           
種類 

水防活動の

利用に適合

する警報・注

意報 

一般の利用に適合

する特別警報・警報

・注意報 

発表基準 

水防活動用 

気象警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生する

おそれが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。 

大雨警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。 

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水

し、重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。 

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

水防活動用 

高潮警報 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重

大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想

されたときに発表される。 

高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重

大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 
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水防活動用 

高潮注意報 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇が予想さ

れたときに注意を喚起するため発表される。 

水防活動用 

津波警報 

（大津波警

報の名称で

発表） 

津波特別警報 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいと予想されたとき

に発表される。 

津波警報 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

津波により沿岸部において災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。 
※一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 
 
 

別表１ 気象等の特別警報発表基準一覧表 

現象の種類 基  準 

大   雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され
る場合。 

暴   風 
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合。 

高   潮 高潮になると予想される場合。 

波   浪 高波になると予想される場合。 

暴 風 雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴
風が吹くと予想される場合。 

大   雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合。 
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別表２ 気象等の警報・注意報発表基準一覧表 

奥尻町 

府県予報区 渡島・檜山地方 

一次細分区域 檜山地方 

市町村等をまとめた地域 檜山奥尻島 

警 報 

大雨 

(浸水害) 
表面雨量指数基

準 

12 

(土砂災害) 
土壌雨量指数基

準 

107 

洪水 

 流域雨量指数基

準 

釣懸川流域=6.8，烏頭川流域=4.9，赤石川流域=5.9，青苗川

流域=10 

複合基準 ※１ － 

指定河川洪水予

報による基準 
－ 

暴風 
 

平均風速 
陸上 20m/s 

海上 25m/s 

暴風雪 
 

平均風速 
陸上 20m/s  雪による視程障害を伴う 

海上 25m/s  雪による視程障害を伴う 

大雪  降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 40cm 

波浪  有義波高 6.0m 

高潮  潮位 1.2m 

注意報 

大雨 

表面雨量指数基

準 

9 

土壌雨量指数基

準 

64 

洪水 

流域雨量指数基

準 

釣懸川流域=5.4，烏頭川流域=3.9，赤石川流域=4.7，青苗川

流域=8 

複合基準 ※１ － 

指定河川洪水予

報による基準 
－ 

強風 平均風速 
陸上 15m/s 

海上 18m/s 

風雪 平均風速 
陸上 15m/s  雪による視程障害を伴う 

海上 18m/s  雪による視程障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 25cm 

波浪 有義波高 3.0m 

高潮 潮位 0.8m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 60mm以上：24 時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 
陸上 200m 

海上 500m 

乾燥 最小湿度 35% 実効湿度 65% 

なだれ 
①24時間降雪の深さ 30cm以上 

②積雪の深さ 50cm 以上で、日平均気温 5℃以上 

低温 通年：（平均気温）平年より 5℃以上低い日が 2 日以上継続 

霜 最低気温 3℃以下 

着氷 船体着氷：水温 4℃以下 気温-5℃以下で風速 8m/s 以上 

着雪 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

※１(表面雨量指数，流域雨量指数)の組み合わせによる基準値を表しています。 

 
令和 5 年 6 月 8日現在                                                     
発表官署 函館地方気象台 
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特別警報、警報、気象予報（注意報を含む）並びに情報等伝達系統図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ  土砂災害警戒情報 
大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもお

かしくない状況となったときに、市町村長の避難情報の発令判断や住民の自主避難
の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報
で、総合振興局又は振興局と気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高
まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確
認することができる 

（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land）。 
危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 
カ  火災気象通報（林野火災気象通報を兼ねる。） 

函館地方気象台が行う火災気象通報の発表及び終了の通報は、消防法（第 22条）
の規定に基づき、札幌管区気象台から北海道に通報するものとする。 

通報を受けた北海道は、管内市町村に通報するものとし、市町村長は、この通報
を受けたとき、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたときは、火災
に関する警報を発することができる。 

なお、火災気象通報は林野火災気象通報を兼ねるものとする。 
① 通報基準 

火災気象通報の通報基準は、「乾燥注意報」若しくは「強風注意報」の基準と同
一とする。 

ただし、海上を対象とした「強風注意報」は火災気象通報の対象としない。 

北 海 道 開 発 局 
開 発 建 設 部 

北海道警察本部 

消 防 庁 

ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本 

第 一 管 区 
海 上 保 安 本 部 

ＮＨＫ札幌放送局 

札幌管区気象台 

北 海 道 
（危機対策課） 

檜 山 振 興 局 

船 舶 

一 

般 

住 

民 

※１ 

※２ 

※３ 

※１ 特別警報・警報のみ通報 
※２ J-ALERT による伝達 
※３ 特別警報は一般住民に対し防災放送よる周知、広報車巡回、消防団等による伝達等の

周知をとる 
（二重線）で囲まれている機関は、気象業務法第 15条の規定に基づく法定伝達先 

     （太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法第 15条の 2の規定に基づく通知 
もしくは周知の措置が義務付けられている伝達 

    (点線)は、放送・無線 
 
 
 
 

函館地方気象台 

自 衛 隊 

報 道 機 関 

北 海 道 運 輸 局 

北海道電力（株） 

一 般 住 民 

北 海 道 警 察 
函館方面本部 

江 差 警 察 署 
奥尻駐在所 

函館海上保安部 

NHK 函館放送局 

奥
尻
町 

函館開発建設部 
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➁ 林野火災気象通報 
林野火災気象通報は火災気象通報の一部として行い、火災気象通報の発表及び終

了をもって行うこととする。 
③ 通報時刻及び内容 
（ｱ）定時に実施する通報 

毎日５時頃に、翌日９時までの気象状況の概要を通報する。この際、火災気象通
報の通報基準に該当または該当するおそれがある場合は、見出しの冒頭部に「火災
気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加する。 

ただし、火災気象通報の対象となる地域、期間で降水（降雪含む）が予想される
場合には、火災気象通報に該当しないとして、見出しの冒頭部に明示しない場合が
ある。 

通報内容は、対象地域、要素、期間、４時の気象官署及び特別地域気象観測所の
気象実況とする。 
（ｲ）臨時に実施する通報 

先に通報した内容と異なる「乾燥注意報」または「強風注意報」の発表または
解除があった場合は、その旨を随時通報する。 

(ｳ) 火災気象通報の終了 
火災気象通報の対象となる注意報の解除をもって、火災気象通報の終了とす

る。 
キ  気象情報等 

 ① キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 
種  類 概  要 

土砂キキク
ル（大雨警報
（土砂災害）
の危険度分
布）※ 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 四方
の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。2 時間先までの雨量分布及
び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報
（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高ま
っている場所を面的に確認することができる。 
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる
警戒レベル５に相当。 
・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4
に相当。 
・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警
戒レベル３に相当。 
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難
に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 に相当。 

浸水キキク
ル（大雨警報
（浸水害）の
危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km
四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。1 時間先までの表面雨
量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）
等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認するこ
とができる。 
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる
警戒レベル５に相当。 

洪水キキク
ル（洪水警報
の危険度分
布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその
他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を
概ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。3 時間先までの流域雨量
指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表さ
れたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる
警戒レベル５に相当。 
・「非常に危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ
ベル 4 に相当。 
・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警
戒レベル 3に相当。 
・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスク等の再確認等、避
難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2に相当。 

流域雨量指
数の予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその
他河川）の上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高ま
りの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし
た時系列で示す情報。6 時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報
等）を用いて常時 10 分ごとに更新している。 
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② 早期注意情報（警報級の可能性） 
  5 日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の 2 段階で発表される。当日か
ら翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（檜山地方）
で、2日先から 5日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡
島・檜山地方）で発表される。大雨に関して、 [高]又は[中]が予想されている場合は、
災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル 1である。 
③ 北海道地方気象情報、渡島・檜山地方気象情報 

  気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、
特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場
合等に発表される情報。 
④ 台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と
防災対策の必要性を喚起することを目的として発表される情報。 

 ⑤ 記録的短時間大雨情報 
   大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が 
 観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせ
た分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、
気象庁から発表される。  

  この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水、中小河川の増水・氾濫によ
る災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険
度が高まっている場所については、キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

 
※土砂キキクル(危険度分布) ：https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 
※浸水キキクル(危険度分布) ：https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 
※洪水キキクル(危険度分布) ：https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 
 
 ⑥ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び
かける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気
予報の対象地域と同じ発表単位で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まっ
ている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺
で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報
が檜山地方に発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 
 
※雨雲の動き（降水・雷・竜巻ナウキャスト）：https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ 
 
４ 異常現象を発見した者の措置等 
（１）通報義務（基本法第 54 条第 1及び 2 項） 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその状況を町長
又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。何人もこの通報が最も迅
速に到着するように協力しなければならない。 

（２）警察官等の通報(基本法第 54 条第 3項) 
異常現象発見者から通報をうけた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに町

長に通報しなければならない。 
（３）町長の通報(基本法第 54条第 4項) 

異常現象に関する通報を受けた町長は、地域防災計画の定めるところにより、その
旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。 

通報先気象官署 電話番号 地  域 
函館地方気象台 
函館市美原 3-4-4 

函館(0138)46-2212（観測予報） 
     46-2211（防災） 

渡島総合振興局 
檜山振興局地域管内 
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５．特別警報・警報・注意報の伝達系統 
 （１）特別警報、警報、注意報等の伝達 

伝達は、次の系統図により伝達先に対して行う。この伝達は、函館地方気象台が
実施する。北海道には道内において発表されたすべての警報が伝達される。 

気象官署の法定伝達機関は、消防庁、海上保安官署、北海道、NTT 東日本・西日
本、NHK 放送局である。 

なお、気象業務法第 15 条の２に規程に基づき、気象等に関する特別警報を受け
た北海道は直ちに関係市町村に通知し、北海道からの通知を受けた市町村は直ちに
住民及び所在の官公署への周知の措置を講じなければならない（法定義務）。 

※周知の措置：スピーカーによる放送、広報車巡回、携帯メールサービス、消防団等によ
る伝達等 
 
 気象警報等伝達系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (二重線)で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先 

   (太線)は、特別警報が発表された際の気象業務法第１５条の２の規定に基づく通知もしくは周知の措置が義務付

けられている伝達 

   (点線)は、放送・無線 

 
 
 （２）特別警報・警報・注意報の収受、周知責任者                                
      ア 気象予警報、災害情報等の収受及び周知の責任者は、地域政策課長とする。 

不在の場合は、防災情報係長とする。 
      イ 地域政策課長は前項の通知を受理したときは、必要に応じ関係各課長及び 

関係機関に通知するとする。                                               
      ウ 夜間、休日等の気象予警報の取扱いは、夜警員及び当直者が収受し、直ちに周 
        知責任者に連絡し、その指示を受けるものとする。                          
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６．土砂災害警戒情報伝達系統図                                                 
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第２章 災害予防計画 

                                                                                
                                                                                
 基本法第 47条に定める災害予防責任者（指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共 
機関、指定地方公共機関、公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者）は、それぞれ 
の組織を通じて相互に協力し、災害発生の未然防止のため必要とする施策を誠実に実施し、 
災害発生原因の除去及び施設の改善に努めるとともに、科学的な知見及び過去の災害から
得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図るものとする。 
 特に、災害時においては、状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するい
とまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすく
なる。このようなことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、
お互いに平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、
「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練・研修等を通じ
て、構築した関係を持続的なものにするよう努めるものとする。 
 また、国、道、奥尻町及び防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生す
る状況を予め想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイ
ムライン）を作成するよう努めるものとし、災害対応の検証を踏まえ、必要に応じて同計
画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努
めるものとする。 
 加えて、国、道、奥尻町は、円滑な災害応急対策及び災害復旧に資するよう、物資供給
等の事業者と協定を締結しておくなど協力体制を構築するとともに、老朽化した社会資本
について、その適切な維持管理に努めるものとする。 
 

 第１節 災害危険区域及び整備計画                                   
                                                                                
 災害が予想される地域については道が現地調査し、災害危険区域の把握を行い災害を未
然に防止することを目的とし、容易に応急対策が講ぜられるようにするとともに、その地
域に対する施設の整備計画を明らかにする。 
１．災害危険区域 
  本町において発生が予想される災害の種類、地域等は次のとおりである。 
（１）水防区域 
   降雨、融雪等で河川が増水し、河川の溢流、堤防の決壊等により災害が予想され、 
  警戒を要する区域 
（２）高波・高潮・津波等危険区域 
   海岸地域で、高波・高潮・津波等により災害が予想され、警戒を要する区域 
（３）市街地における低地帯の浸水予防区域 
   大雨、河川の逆流等により市街地の低地帯で予想される区域 
（４）地すべり・がけ崩れ等予想区域 
   降雨、地質等が原因で土砂崩れ、地すべり等により災害が予想され、警戒を要する

区域 
（５）土石流危険渓流 
      降雨、地質等が原因で土石流により災害が予想され、警戒を要する区域 
 ※上記の災害危険区域の位置は、資料編に示すとおりである。 
 

 第２節 水害予防計画 
 
 本町の河川のうち、富里地区の青苗水系及び右股川の各河川は、資料編のとおり河口付
近、合流点付近で豪雨時の溢水の被害が想定されるため、災害予防のための整備がなされ
ており、水害に対して万全を期している。 
 市街地における水害としては、従前は青苗地区青苗の低地排水不良や青苗岬の冠水等が
予想されたが、北海道南西沖地震復興対策の防潮堤整備に伴う盛土造成及び部分集団移転
によって、住家、公共施設、道路等の浸水被災のおそれは解消された。 
 町内に一部残された排水路未整備については、治水計画、下水道計画に基づき、逐次改
修を実施する。 
  
１．河川施設の災害予防 
   各河川管理者は、堤防や護岸等の整備、堆積土砂の除去等により、下流機能を強化 
  するとともに河川改修に努める。 
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   また、急峻な崖に存在する小河川については、土石流災害を防止するための整備に 
  努める。 
 

 第３節 風害予防計画 
 
 本町では、強風等により建築物、工作物、農作物、水産施設、及び漁船等に被害が予想
されることから、気象等特別・警報・注意報並びに情報等を迅速に住民に伝達するものと
し、家屋その他建築物の倒壊等を防止するための緊急措置は、それぞれの施設管理者が行
い、状況に応じて町は、施設管理者に対して、看板やアンテナ等の固定など強風による落
下防止対策等の徹底を図るものとする。 

 
 第４節 高波・高潮災害予防計画 
 
 高潮・高波による災害を予防については、本計画の定めるところによる。 
 
１．海岸の現況 
  本町の海岸の延長は６７，４３３ｍであり、そのうち５６，１８３ｍが国土交通省所
管であり、その他が農林水産省所管である。海岸法第３条の規定に基づき指定された海
岸保全域の指定及び高波、高潮、津波等予想区域については、資料編に示すとおりであ
る。 

 
２．高波・高潮災害の予防対策 
  町の過去の災害記録では、必ずしも秋季の台風時の被害に限らず、冬期、春先等の異
常低気圧時に漁船・漁具や水産施設等の被害、海岸被害も若干見られる。これらについ
ては、北海道南西沖地震復興対策の中で、各漁業集落の海岸、港湾の整備が進められる
とともに、防潮堤建設及び盛土造成によって、その危険性は大幅に減少したものと考え
られるが、町は水防体制の確立を図り、水防警戒区域の指定及び水防資機材の備蓄等所
要の措置を講ずるとともに、高潮特別警報・警報等によって高潮、高波が予想される場
合には、住民や漁業関係者に対して、情報の伝達の多重化・多様化に努め、高波、高潮
等危険区域の周知を図り、被害予防対策、避難体制等の万全の措置を講ずるものとする。 

 
 

  第５節 土砂災害予防計画                                              
                                                                                 
 本町は、海岸段丘の急峻な地形の中に、多くの市街地が位置しているため、豪雨及び地 
震によってたびたび大きな被害を受けている。                                       
 豪雨又は、地震によるがけ崩れ、土石流、地すべりの被害が予想される危険区域を把握
するとともに、その情報を的確に町民に伝え、町民と行政が協力して、自然災害を回避し
た安全な土地利用を促進する。また、土地所有者、居住者等に対する保安措置及び崩壊防
止工事の実施とその指導を行うとともに、関係機関と密接な連絡を保ち、災害の未然防止
及び被害軽減のための予防対策を推進する。                                         
                                                                                  
１．災害危険区域現地調査による危険区域                                           
  土砂災害のおそれがある箇所は、調査の結果、危険度の高い区域は次のとおり。     
  なお、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12
年 5月 8日法律第 57 号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づく土砂災害警戒区域
及び土砂災害特別警戒区域の指定について、当町では、令和 5 年 6 月 1日現在で 98箇所
指定されている。 

 

区  分 箇所数                                         
                                        
                                        
                                        
                                        

急傾斜地崩壊危険区域 71 
地すべり防止区域 4 
土石流危険渓流 24 
山地災害危険地区 67 

                                                                                 
２．予防対策                                                                     
 （１）急傾斜地の崩壊（崖崩れ）等対策                                           
    本町は、災害危険区域現地調査の結果、71 箇所、確認されている。             
    急傾斜地崩壊等防災対策は、次のとおりとする。                             
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   ア 急傾斜地崩壊等に対処する治山工事等を推進する。                         
   イ  急傾斜地崩壊等危険区域に関する資料を関係住民に提供するとともに、表示板 
    等を設置して周知徹底を図る。                                             
      ウ 急傾斜地崩壊等危険地区周辺住民の警戒避難対策を確立する。               
   エ 急傾斜地崩壊等に関する情報の収集と伝達、日常の防災活動、地震及び降雨時 
    の対処等について、地域住民に周知徹底を図る。                             
 
 （２）地すべり等対策 
    本町は、災害危険区域現地調査の結果、4 箇所、確認されている。              
     地すべり等対策は、次のとおりとする。 
      ア 地すべりが予想される区域又は箇所について、系統的な調査を行い事前に把握 
    する。 
   イ 危険区域箇所については、対策事業の実施に向けた防合い区域の指定を要請す

る。 
   ウ 土地所有者に対しては、災害を誘発するおそれのある次の行為を行わないよう 
    に指導する。                                                             
 （３）土石流等対策                                                             
    本町は、災害危険区域現地調査の結果、24 箇所、確認されている。             
        土石流対策は、次のとおりとする。                                         
   ア 土石流等に対処する治山工事等を推進する。                               
   イ 土石流危険区域に関する資料を関係住民に提供するとともに、表示板等を設置 
    して周知徹底を図る。                                                     
   ウ 危険区域周辺住民の警戒避難体制を確立する。                             
   エ 土石流等に関する情報の収集と伝達、日常の防災活動、地震及び降雨時の対応 
    等について、地域住民に周知徹底を図る。                                   
 （４）山腹崩壊対策                                                             
    本町は、災害危険区域現地調査の結果、67 箇所、確認されている。             
   ア 山腹崩壊に対処する治山工事等を推進する。                               
   イ  山腹崩壊に関する資料を関係住民に提供するとともに、表示板等を設置して周 
    知徹底を図る。                                                           
   ウ  危険区域周辺住民の警戒避難体制を確立する。                             
   エ 山腹崩壊に関する情報の収集と伝達、日常の防災活動、地震及び降雨時の対応 
    等について、地域住民に周知徹底を図る。                                   
 
３．避難指示等の発令及び対象区域 
 （１）避難指示等の発令基準                                                     
    避難指示等の発令基準は、大雨警報（土砂災害）の危険度分布や北海道土砂災害

警戒システムの土砂災害危険度情報のほか、気象情報等により設定するものとし、
具体的な事項は、避難情報の発令判断・伝達マニュアルに基づいて設定・判断する
が次の場合は、住民が自発的に警戒・避難するように指示する。 

   ア 立木の裂ける音が聞こえる場合や巨礫の流れる音が聞こえた場合             
   イ 渓流の水が急に濁りだした場合や流木が混ざりはじめた場合 
   ウ 地震及び降雨が続いているのに水位が急激に減少し始めた場合（上流で土砂崩 
    壊があり、流れをせき止められたおそれがある場合） 
   エ 渓流付近の斜面崩壊が発生した場合及びその兆候があった場合               
 （２）警戒区域、避難指示等の発令対象区域                                       
    土砂災害警戒情報、土砂災害危険区域、前兆現象等の情報により、総合的に判断 
   し、区域を設定する。                                                       
 （３）情報の収集及び伝達体制                                                   
   ア 気象庁、北海道、防災情報提供機関及び報道機関が提供する気象現象等に関す 
    る情報について、電話、ＦＡＸ、インターネット、テレビ、ラジオ等により収集 
    する。                                                                   
   イ 伝達系統                                                               
     伝達系統は、第１章第４節気象業務に関する計画によるものとする。         
 （４）避難所の開設・運営・避難行動要支援者への支援                             
    避難所の開設・運営については、避難所運営マニュアルにより、対応とし、関係 
   団体の協力を得ながら対処する。                                             
 （５）住民の防災意識の向上など土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制       
 （６）土砂災害警戒区域等の周知                                                 
    土砂災害警戒区域の指定があった場合、当該区域の図書を縦覧するとともに、当 
   該区域の住民に対し、周知を図る。                                           
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 第６節 自然災害回避（アボイド）行政の推進 
 
 自然災害から町民の生命、財産を守るために、自然災害の発生する危険性が高い土地に
ついての情報を的確に町民に伝え、町民と行政が協力して自然災害を回避した安全な土地
利用を促進する。 
 
１．施策展開の方向性 
 （１）より精度の高い自然災害に関する情報の収集・整備に努め、町民や行政が利用で 
   きる災害危険情報システムを整備する。 
 （２）土地が有する自然災害発生の危険要因の調査研究を推進する。 
 （３）自然災害発生の危険性の高い地域については、土地利用の規制及び安全な土地利 
   用を誘導する。 
２．推進事業 
 （１）自然災害回避情報の提供 
    災害履歴や危険区域箇所などを地図化して町民に提供する。 
 （２）自然災害発生土地調査 
    自然災害発生の危険性が高い土地を把握するための調査事業を行う。 
 （３）安全な土地利用の誘導 
    情報提供や現行法に基づく規制制度などを活用して、安全な土地利用を誘導する。 
 
 

 第７節 建築物災害予防計画 
 
 地震動や強風は、建物の倒壊や損傷をもたらし、その被害は建物本体にとどまるだけで
なく、ブロック塀、窓ガラス及び看板の倒壊や破損落下などにわたる場合もある。 
 また、建物の倒壊は、火災の発生源となることもあるため、建築物の耐震性や防火装置
の確保の促進が重要であり、中でも公共建設の損傷、社会経済活動及び住民生活に大きな
影響を与えるばかりでなく、避難、救護・救助等の応急対策を実施する上で大きな障害と
なる。 
 このため、建築物等に係わる耐震性や防火装置の促進を基本として、災害予防の推進を
する。 
 
１．建築物防災対策の現状 
  既成市街地や集落では、木造建築物の密集、危険物等災害発生要因の増大、狭隘な道 
路幅員や公共空地の不足等により、風水害、地震、火災等の災害に対し、脆弱な地区が 
多く、平成５年（１９９３年）の北海道南西沖地震においても、大きな被害を受けた。 
それらの被災地区については、災害復興計画の中で、様々の対策事業が推進されている 
が、他の地区についても、これらの災害から建築物を防御するため、今後とも各種の都 
市計画上の既成措置、防災建築物の促進を図る必要がある。 

 
２．不燃性及び耐震性建造物の促進 
 （１）市街地の不燃化 
    本町は、国土交通省の都市計画制度指定を行っていないが、土地利用の動向を勘 
   案しつつ過密市街地の改善に努め、十分な道路幅員の確保、安全上必要な空地の確 
   保等により、市街地としての不燃化を図る。 
 
 （２）一般建造物の防災対策の推進 
      ア 本町の一般建造物は、ほとんど木造家屋を主体に構成されているので、これら 
    の木造建造物の防災診断、各種融資制度の周知を図り、防災改修の促進を図る。 
   イ 病院、旅館等、多人数が滞在する建築物や集会場、スーパー等多くの人々が集 
    まる建築物並びに工場、危険物の貯蔵施設等の火災の危険性が高い建築物は、特 
    殊建築物と定義されているものであるが、これらの特殊建築物については、建築 
    基準法及び消防法により定期報告及び維持保全計画の作成の徹底を図り、維持保 
    全に努めるものとする。 
     また、エレベータ等の昇降機についても、耐震性能の改善に努めるものとする。 
   ウ 降雪期における建築物の倒壊防止及び屋根からの落雪による事故防止のため、 
    除雪前の建築物の点検等指導を実施する。 
   エ 地震時のブロック塀等倒壊による人身事故を防止するため、通学路や避難路及 
    び人通りの多い道路面に面する既存ブロック塀等の実態調査を行い、危険箇所の 
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    把握に努めるとともに改善指導に努める。 
     また、ブロック塀等を新設又は改修しようとする設置者や関係業者に対しては、 
    建築基準法施行令における技術基準の遵守を指導するものとする。 
     オ がけ地に近接する建築物の防災対策 
     がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれがある地域において、建造物の建築制限を 
    行うとともに、既存の危険住宅については、がけ地近接危険移転事業制度を活用 
    し、安全な場所への移転促進を図るものとする。 
 （３）公共建造物の災害予防対策 
    公共建造物の建設にあたっては、敷地の選定に十分留意するとともに、不燃性及 
   び耐震性建築とするよう努めるものとする。 
    特に、地震対策の強化として新耐震基準制定（昭和 56 年）以前の公共建築物のう 
   ち、災害時の防災拠点施設（役場庁舎、消防庁舎）、避難所施設（学校校舎、体育 
   館、集会所等）や入所施設（病院、社会福祉施設など）となる建築物については、 
   計画的に耐震診断を実施し、建替、改修、補強等による耐震性能の強化に努める。 
 ３．災害危険区域及び特殊建築物の指定 
  消防機関は、町内の建造物について次の調査を行い、消防法に抵触し、かつ火災防御 
上警防計画をたてる必要があると認める場合、消防署長は、災害危険区域等の指定を行う
ものとする。  
  （１）危険物製造所等の所在地 
 （２）高圧ガス、ＬＰガス貯蔵施設の所在地 
 （３）火薬類、放射性物質等の貯蔵施設の所在地 
 （４）木造建築物密集箇所及び大規模な特殊建物 
 （５）浸水被害危険予想箇所 
 （６）その他警防上必要と認められた地域 
 
４．災害危険区域及び特殊建築物の指定 
 （１）危険区域の指定要件と設定 
   ア 道路による区域内の木造建物が密集し、予想焼失面積が拡大される地域 
   イ 火災防御上警防計画をたてておく必要があると消防署長が認めた場合 
     本町では、商工店や飲食店が密集した市街地の商店街を危険区域に設定し、火 
    災発生時の消火活動として水利選定から延焼防止拡大の防御線の選定、さらに人 
    命救助及び避難誘導対策などを網羅した警防計画を立てている。 
 （２）特殊建物の指定要件と設定 
   ア 延べ面積が 3,000 平方ﾒｰﾄﾙ以上、階数４以上の対象物 
   イ その他警防上地域の特殊性を考慮し、署長が必要と認めるもの 
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 第８節 消防計画                                                        
                                                                                 
 消防の任務は、その施設及び人員を活用して住民の生命、身体及び財産を火災から保護 
するとともに、水火災、地震等災害を防除し、その被害を軽減することにある。         
  このような任務が十分に行われているため実施すべき事項は、本計画のとおりである。 
                                                                                 
１．消防体制 
 （１）消防組織及び機構図 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
２．火災予防対策                                                                 
  市街地構造の複雑化に伴う火災等の災害に対する脆弱化と災害発生危険が増加してい 
 る現状をふまえ、消防力の充実、強化すると同時に、災害の発生箇所を排除するため消 
 防計画に基づいて各種予防対策を推進する。                                       
                                                                                 
 （１）出火防止対策                                                             
   ア 講習会、広報手段等を利用した住民に対する出火防止のための防災教育を実施 
    する。                                                                   
   イ 防火管理者講習において、地震時の防火対策について教育する。             
   ウ 防火対象物の関係者が行う、消防法に基づく点検結果の報告を通し、耐震性の 
    確保に努める。                                                           
   エ 不特定多数の者を収容する施設（防火基準適合表示制度「適マーク」対象施設） 
    を対象として、地震時の防火安全対策について、関係者に対し予防査察時に指導 
    する。                                                                   
   オ 実験室や研究室の化学薬品の混合発火防止措置について指導する。           
                                                                                 
 （２）初期消火の徹底                                                           
   ア 一般家庭への消化器の普及を促進する。                                   
   イ 民間団体による自主防災訓練を通じて、住民に消火に必要な技術を教育する。 
   ウ 事業所等の初期消火体制を充実強化する。                                 
 （３）延焼防止対策                                                            
   ア 消防組織の強化及び消防機械器具の近代化等消防力の整備強化を図る。      

檜山広域行政組合 

檜山広域行政組合 
消防本部 

檜山広域行政組合消防団 

消 防 本 部 

江 差 消 防 署 

上ノ国消防署 

厚沢部消防署 

乙 部 消 防 署 

せたな消防署 

今 金 消 防 署 

奥 尻 消 防 署 

(理事長) 

(消防長) 
庶 務 係 

管 理 係 

警 防 係 

救 急 係 

予 防 係 

危険物係 

江差町消防団 

上ノ国町消防団 

厚沢部町消防団 

乙部町消防団 

今金町消防団 
せたな町 
北檜山消防団 

奥尻町消防団 

せたな町 
大成消防団 

せたな町 
瀬棚消防団 

第 1 分団 

第 3 分団 

第 4 分団 

第 5 分団 
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   イ 消防職団員の動員体制の確立を図る。                                    
   ウ 断水時に備えて耐震性貯水槽、河川等水利体制の確立を図る。              
   エ 倒壊家屋内の住民救出及び高齢者、子供、身体不自由者の救助体制の確立を図 
    る。                                                                    
   オ 消防相互応援協定に基づき、必要に応じて他市町村の応援を求める。        
                                                                                
３．消防力の整備                                                                
      消防活動の万全を期するため、消防力の整備指針を参考に、実態に即応する消防施 
  設並びに人員の整備充実を図り、消防の対応力強化に努めるものとする。          
                                                                                
 （１）消防吏員の配置                      令和 5年 4月 1 日現在 

区 分 司令長 司 令 司令補 士 長 副士長 消防士 計         
        
        

  定員 階級別の定員数は定められていない 21 
  実員  5 4 1 5 4 19 

                                                                               
 （２）消防団員の配置（条例定数８３名）                                        
  

 

 

 

 

全   町 団本部 第１分団 第３分団 第４分団 第５分団         
        
        
        
        
        
        
        
        

 団長 1人 1人  
 

 
 

 
 

 
  副団長 1人 1人 

 分団長 4人  1人 1人 1人 1人 

 副分団長 4人  1人 1人 1人 1人 

 部長 8人  2人 2人 2人 2人 

 班長 17人  7人 2人 6人 2人 

 団員 37人  14人 6人 9人 8人 

 合計 72人 2人 25人 12人 19人 14人 

  ※全町の合計数は、条例定数で定めている人数。                                
  ※団本部及び各分団の人数は、実員数。                                        
                                                                                
 （３）消防施設の現況と整備計画                                                
   ・水利                                                                    
 
      
    

区分 消火栓 防火水槽    合計                                      
                                    
                                     

公設 8 49 57 
私設  1 1 

                                                                          
 
（４）消防施設整備計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 

基 
 
準 
 
数 

現 
 
有 
 
数 

不 
 
足 
 
分 

今
後
の
計
画 

年  次  別  計  画  数 
6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 10年度 11年度 12年度 

増
強 

更
新 

増
強 

更
新 

増
強 

更
新 

増
強 

更
新 

増
強 

更
新 

増
強 

更
新 

増
強 

更
新 

ポ ン プ 車 2 2    1  1           
タ ン ク 車 2 2                 

計 4 4    1  1           
小 型 ポ ン プ  6 6          1       
積 載 車 6 5                 

計 12 15                 
司 令 車 1 1    1             
救 急 車 1 1        1         

消防 
無線 

基地局 3 3                   
移動局 23 23                   
携帯局 - -                   

防火 
水槽 

公 設 110 49 61                  
私 設  1                 

   ※令和 10～12 年度更新予定なし 
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 ４．消防活動訓練 
消防職団員が公正明朗かつ能率的に職務を遂行し、火災またはその他の災害時におい 

て、本計画に定める諸般の行動が最も円滑にかつ、効果的に実践し得るような次の区分 
により消防活動訓練を実施するものとする。 

 （１）訓練 
   ア 一般訓練（平常時の日課として実施するもの） 
   イ 特別訓練（特別の計画に基づき実施するもの） 
   ウ 火災防御訓練（特別の計画に基づき実施する図上の訓練等） 
 （２）非常火災消防演習 
    署長及び団長は、消防職団員を非常火災及びその他の非常災害における現場行動 
   に習熟させるため、毎年１回以上非常火災等の消防演習を実施するものとする。 
 （３）消防訓練 
   ア 消防用機械器具操法訓練    ケ 林野火災防御訓練 
   イ 機械運用及び放水訓練          コ 車両火災防御訓練 
   ウ 非常召集訓練                  サ 危険物火災特殊防御訓練 
   エ 操縦訓練                      シ 自衛消防隊教養訓練 
   オ 人命救助救急訓練              ス 通信連絡訓練 
   カ 飛火警戒訓練                  セ 破壊消防訓練 
   キ 出動訓練                      ソ 災害応急対策訓練 
   ク 船舶火災防御訓練 
 
５．非常災害時における消防応急活動 
 （１）実施責任者 
   ア 町長（本部長）は、火災その他の鎮圧、被害の軽減のため、消防機関を活用し 
    て必要な応急措置を実施するものとする。 
   イ 消防機関は、町長（本部長）の命令または要請により、消防応急活動を実施す 
    るものとする。 
 （２）実施要領 
   ア 本部長の措置 

①  本部長は、災害が発生し又は発生するおそれがあって必要と認めるときは、 
消防機関の長に対し、消防機関に属する者(以下本節において「消防職団員」 
という。)の出動準備、あるいは出動を命じ、又は要請するものとする。 

②  本部長は、火災、その他の災害が発生拡大し、町の消防力をもってしては、 
災害の防御が困難と判断したときは、消防の応援協定による消防隊の応援要請 
の措置をとるものとする。 

 
６．広域消防応援体制 
    消防機関は、大規模な火災など単独では十分な災害応急対策を実施できない場合に備 
え、相互に応援できる体制を整備するとともに、災害発生時においては、必要に応じ「北 
海道広域消防応援協定」に基づき他の消防機関、他市町村に応援を要請するものとする。 

７．消防団の充実強化 
消防団は、地域防災力の中心的な役割を果たしているが、人口減少社会において、  

 消防団員の減少・高齢化など様々な課題に直面しており、本町においても防災力の低  
 下が懸念される。 
   地域防災力の向上を図り、地域住民の安全確保のため、次の事項を重点的に実施す  
 るものとする。 
  （１）安全確保のための装備品・双方向の情報伝達が可能な装備・救助活動用資機材の 
    整備方針  
       消防団の装備の基準に基づき、本町の状勢に応じた装備の充実を図るものとする。 
  （２）消防団員の加入促進 
     町内の事業所等に協力を求め、幅広い業種から消防団員の確保を図るものとする。 
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 第９節 防災情報整備計画                                               
                                                                                
 災害時には、気象、水防、地震情報及び避難情報あるいは被害情報等各種の情報量が飛 
躍的に増大する。このため、これらの各種情報を的確に把握し、処理、判断するとともに、 
関係機関及び町民に対して迅速、的確に伝達し、初動体制の確立を図る必要がある。した 
がって、情報の収集及び伝達に必要な防災情報施設並びに通信施設の整備拡充を図るもの 
とする。                                                                        
                                                                                
１．気象通報組織                                                                
  気象業務法に基づく気象等特別警報・警報・注意報及び災害情報等は、次の組織によ 
 り伝達周知される。                                                            
                                                                                
２．情報の受伝達体制 
  本町は、災害情報及びその他の情報を受信し、関係機関及び町民への伝達体制は次の 
 とおりとする。                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．防災情報施設等の整備                                                       
  地震、風水害及びその他の災害における迅速かつ的確な応急対策活動を行うため、高 
 度情報機器を活用した、防災情報システムの開発を推進する。                      
  また、災害時における通信体制の確立を図るため、無線通信施設の整備拡充と合わせ 
 て、他の関係機関等の通信施設の活用を図るものとする。                          
                                                                                
４．気象情報提供業務委託等                                                      
  （財）日本気象協会等から本町に関わる地震、風水害等の情報の提供を受ける。なお、 
 各大学・研究機関からの観測情報を受けるものとする。 

職員 庁内各課 

町内会(区)町 

教育 
委員会 

町内 
各学校 

児童・生徒 

各関係機関団体 

 
情
報
防
災
係 

 
奥尻町 
役場 

 
平 日 

  ↓ 
地域政策課 
 

夜 間 
  ↓ 

警備員 

 
  
一 
 
 
般 
 
 
住 
 
 
民 
 

奥尻消防署 

(防災行政無線 
・消防車等) 

(防災行政無線・広報車・電話等) 

総 務 課 長 

町  長 

地域政策課長 

北海道警察 
函館方面本部 

船 舶 
函館海上 
保 安 部 

ＮＨＫ 
函館放送局 
 

江差警察署 
奥尻駐在所 

NTT 東日本 
NTT 西日本 

北海道 
(危機対策課) 

檜山振興局 

消 防 庁 

北海道開発局 函館開発建設部 

(対策通報) 

函 館 
地方気象台 

札
幌
管
区
気
象
台 

（二重線）で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく法定伝達先 

※１ 津波警報と大津波警報（特別警報）の発表と解除のみ通報 

※２ J-ALERTによる伝達 

※３ 特別警報は一般住民に対しスピーカーによる放送、広報車巡回、携帯メールサービス、消防団等による伝達等の周知の措置をとる 

※４ 緊急速報メールは大津波警報・津波警報が発表されたときに、気象台から携帯電話事業者を通じて関係するエリアに配信される。 

    （太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達 
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５．重要通信の確保 
  情報収集・伝達体制について訓練等を通じ実効性を確保に留意する。 
 
 
                            

 第１０節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 
 
 本町及び各関係機関は、災害時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等
の整備及び食糧、飲料水、冬期の採暖用燃料等の確保を図るとともに、防災倉庫の増設に
努めるものとする。 
 なお、別に定める備蓄計画により、食料等の備蓄の整備を図るものとする。 
 
１．防災資機材等の整備 
  本町及び各関係機関は、災害応急対策に必要な防災資機材を整備し、拡充を図るもの 
とする。 

 
２．食料、その他の物資の確保 
  本町は、町民の食料、毛布等生活必需品、燃料等の安全な備蓄に努めるとともに、本 
町自ら食料、その他の物資の調達等を行うことが困難な場合にも被災者に物資を関係機 
関、物資販売業者と物資調達に関する協定の締結を推進する。 

 
３．飲料水等の確保 
  本町は、１人３リットルの応急飲料水、３日分の食料、携帯トイレ、トイレットペー 
パー等の備蓄に努めるよう啓発を行う。 

 
 

 第１１節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 
 
 災害発生時における要配慮者の安全確保等については、次のとおりとし、別に定める「避
難支援プラン全体計画」により、その支援体制の整備を図る。 
 
１．安全対策 
  災害発生時には、高齢者、障がい者などの要配慮者のうち、特に避難支援を必要とす
る者（以下「避難行動要支援者」という。）が被害を受ける場合が多く、また、避難所
において何らかの特別な配慮が必要な場合がある。 

  このため、町、社会福祉施設等の管理者は、要配慮者の安全を確保するため、住民、 
消防機関・自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から緊急連絡体制、避難誘導等の 
防災体制の整備に努める。 

 
２．名簿の整備 
  町は、「避難支援プラン全体計画」に基づき、町の関係部局が保有する要介護認定者、 
障がい者等に関する情報及びその他必要とする情報を集約し、避難行動要支援者に必要 
な措置を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を 
作成する。 

 （１）名簿の対象者 
    名簿の対象者は、次に該当する者で避難支援を希望する者とする。 
   ① 要介護度認定３～５を受けている者 
   ② 身体障害者手帳（１級・２級）の交付を受けている者 
   ③ 精神障害福祉手帳及び療育手帳等の交付を受けている者 
   ④ ６５歳以上の高齢者で支援を必要とする者 

⑤ その他支援を必要とする者（妊婦・医療依存度の高い者） 
 （２）名簿の記載内容 
       名簿に記載する内容は、次の事項を標準とする。 
      ① 住所（地区名） 
      ② 氏名 
   ③ 性別 
      ④ 年齢 
      ⑤ 世帯状況 
      ⑥ 避難支援を必要とする理由 

⑦ 連絡先（電話番号又は連絡先） 
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     ⑧ その他必要な事項 
 （３）名簿の更新 
    名簿の登録申請は、随時受付けるものとする。 

町のホームページへの掲載、「広報おくしり」により年１回以上周知するものと
する。 

また、居住状況等を適切に反映するため、毎年更新するものとする。 
 （４）名簿の提供 
    避難行動要支援者に対する支援を実施するため、次の避難支援等関係者に名簿を

提供するものとする。 
ただし、本人の同意が得られない場合は、名簿は提供しない。 

      ① 檜山広域行政組合奥尻消防署 
      ② 江差警察署奥尻駐在所 
   ③ 奥尻町民生委員児童委員 
      ④ 町内会及び自主防災組織 
  
３．名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 
  名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよう、次に掲げる
措置を講ずるものとする。 
（１）避難支援等関係者に守秘義務が課せられていることを説明する。 
（２）避難支援以外の目的に使用せず、第三者に提供しないよう指導する。 
（３）名簿は必要以上に複製しないよう指導する。 
（４）名簿は、施錠可能な場所に保管するなど、厳重に管理する。 
（５）名簿を提供した場合、名簿提供管理簿を作成し、更新時における名簿の返還など 

適切な取扱いを行い、情報漏えいに注意する。 
 
４．避難行動等支援者の円滑な避難のための配慮 
 （１）避難支援等関係者が早い段階での情報伝達及び避難行動を促進できるよう、発令 

及び伝達に配慮する。 
 （２）避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう避難支援プラン 

個別計画の策定を推進する。 
 （３）避難行動要支援者の実態に合わせて、利便性や安全性を考慮するとともに、地域 

の実情に応じた防災知識等の普及・啓発等に努めるものとする。 
 （４）避難支援については、本人又は家族等の生命及び身体の安全を守ることを大前提 

とし、災害の状況に応じて可能な範囲で行う。 
    また、避難支援者の安全も考慮しなければならないため、避難支援を必ず保障す 

るものではなく、避難支援者が法的な責任や義務を負うものではないことを周知す 
るものとする。 

 
５．福祉避難所（二次避難所）の指定 
  災害時の福祉避難所として、社会福祉会 奥尻福祉会（特別養護老人ホーム おくし
り荘）を指定しているが、受入人数に限りがあるため、運営方法等を協議しながらでき
るだけ多くの受入に努めるものとする。 

  また、避難所での生活が困難な要配慮者については、病院への一時入院を要請するほ
か、それ以外の施設等の受入れを検討する。 

 
６．社会福祉施設対策 
 （１）防災設備等の整備 
       施設管理者は、社会福祉施設の利用者や入所者が寝たきりの高齢者や障がい者等

は配慮が必要であることから、施設そのものの災害に対する安全性を高めることが
重要である。 

    また、施設管理者は、電気、水道等の供給停止に備えて最低限度の生活維持に必
要な食糧、飲料水、暖房熱源、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急
復旧等に必要な非常用自家発電機、冬期の非常用採暖器具・燃料等の防災資機材の
整備に努める。 

 （２）組織体制の整備 
    施設管理者は、災害発生の予防や災害が発生した場合における迅速かつ的確な対

応を行うため、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急
連絡体制等を明確にする。 

       特に夜間における通報連絡や入所者の避難誘導体制は、職員が手薄であることや
証明の確保が困難であることなどを考慮した組織体制を確保する。 

 （３）緊急連絡体制の整備 
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    施設管理者は、災害発生時に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装
置を設置する等、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、町の
指導のもとに緊急連絡体制を整える。 

 （４）防災教育・防災訓練の充実 
       施設管理者は、施設職員や入所者が、災害時に関する基礎的な知識やとるべき行

動等について理解や関心を高めるため、定期的に防災教育を実施する。 
       また、施設職員や入所者が、災害時の切迫した危機的状況下でも適切な行動がと

れるよう施設の構造や入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練を定
期的に実施する。 

       特に、自力避難が困難な者が入所している施設においては、職員が手薄になる夜
間における非常参集体制を含めた防災訓練を定期的に実施するように努める。 

 
７．病院入院患者等対策 
   病院診施設管理者は、入院中の寝たきりの高齢者及び障がい者、重症患者等の自力で
避難することができない患者等について、看護師詰所に隣接した病室やできるだけ避難
救出が容易な病室に収容するなど、特別な配慮をするよう努めなければならない。 
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 第１２節 防災訓練計画 
 
 本町は、地域防災計画の熟知、及び防災関係機関との連携強化、並びに各事業所又は地
域住民の防災意識の高揚等を図るため、各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 
 また、学校、自主防災組織、非常通信協議会、ボランティア団体、要配慮者を含めた多
様な主体と連携した訓練を実施するよう努める。 
 なお、災害対応業務に習熟する訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努める
とともに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。  
 
１．総合防災訓練 
  各種災害を想定して、防災関係機関、各事業所及び町民その他関係団体等の協力を得 
 て、応急対策活動を総合的に実施する。 
 
２．通信訓練 
  気象予報・警報等災害情報の受伝達、災害時の被災状況の把握及び応急対策の指示を 
 迅速かつ適切に行えるよう、各種災害の想定の元に、関係各機関、地区責任者、一般  
 住民に対する警報伝達、情報連絡等に関する訓練を実施する。 
 
３．初動対応訓練 
  勤務時間内外に災害が発生した場合に、災害に対処するため必要な人員を早期に動員 
し、活動体制を確立するための訓練を実施する。 

 
４．災害対策本部設置、運営訓練 
  災害発生時を想定し、災害対策本部の設置及び運営訓練を実施する。 
 
５．消防訓練 
  火災の防御及び避難者の安全確保等火災による被害を軽減するため、第２編第２章第 
８節消防計画に定めるところによって、消防活動訓練を実施する。 

 
６．避難訓練 
  避難の指示及び避難誘導等、地域住民を安全に避難されるための訓練を実施する。 
   特に、冬期の災害時を想定した、積雪時、路面凍結時の安全避難についても、十分な 
訓練を実施する必要がある。 

 
７．水防訓練 
  災害時における水防活動を円滑に遂行するため、水防工法等の水防訓練の実施ととも 
に水位雨量観測、消防機関、一般住民の動員、水防資機材の輸送、広報・通報・伝達等 
に関する訓練を実施する。 

 
８．その他の訓練 
  必要に応じ、独自にまたは訓練機関と連携、協力して個別訓練を実施する。 
  なお、災害通信連絡訓練については、主に春季、秋季の火災予防訓練期間中における、 
道の伝達訓練とあわせて実施する。 
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 第１３節 防災思想・防災知識の普及・啓発及び防災教育の 

      推進計画 
 
 災害発生時における被害の拡大を防止し、防災応急対策活動を円滑に行うため、町民及
び職員等に対し、防災上必要な知識を普及・啓発に関する計画は、本計画の定めるところ
による。 
 
１．配慮すべき事項 
 （１）平成５年（１９９３年）北海道南西沖地震による大規模災害を教訓とし、災害予 
   防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 
 （２）要配慮者に十分配慮し、各地区において要配慮者を支援する体制が確立されるよ 
   う努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮する 
   よう努める。   
 （３）災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に対して防災に関する教育、

計画的かつ継続的な研修、実践的な訓練を行うとともに、町民に対する防災思想・
知識の普及・啓発及び防災教育の推進により、防災意識の高揚を図り、地域におけ
る防災活動の的確かつ円滑な実施が推進されるよう努める。 

 （４）防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネ
ジャー）の連携により、高齢者の避難行動に対する理解の推進を図るものとする。 

 
２．町民等に対する防災知識の普及 
 （１）町の広報媒体の活用 
    広報紙等の媒体をフルに活用して、防災知識の高揚を図るものとする。 
 （２）防災関係資料の作成、配布 
 （３）防災映画会や座談会等を開催し、防災知識の普及を図るものとする。 
 （４）新聞、テレビ、ラジオ、ホームページ等各種報道媒体の活用 
 （５）奥尻島津波語りべ隊による北海道南西沖地震の経験や教訓の次代への継承 
 
３．町民等に対する教育の方法 
  町（消防署）は、関係機関と協力して町民又は自主防災組織及び事業所の従業員等に 
  対して、災害時にとるべき措置及び防災応急対策等、次の内容について教育を行い、そ 
  の周知を図るものとする。 
 （１）災害に対する知識 
 （２）災害時の心得 
 （３）気象等の正確な情報の入手方法 
 （４）町及び防災関係機関が講ずる防災応急対策等の内容 
 （５）風水害時に関する知識 
 （６）地震災害等に関する知識 
 （７）災害危険要因に関する知識 
 （８）各地域における指定避難所等に関する知識 
 （９）火災予防等の知識 
 （10）平素、町民等がとるべき心得及び生活必需品の備蓄等 
 
４．町民の心得 
 （１）平常時の心得 
   ア 地域の避難路、指定緊急避難場所・指定避難所及び家族の安否確認の方法を確

認する。 
   イ がけ崩れ、出水に注意する。 
   ウ 建物を補強する。 
   エ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する、特に冬期の採暖・暖房器具に 
    ついても、十分に留意する。 
   オ 消火器等を準備する。 
   カ 非常食糧、飲料水、救急用品、非常持ち出し品を準備する。 
   キ 近隣所や地域の自主防災組織との災害時の協力について話し合う。 
   ク 農作物の災害予防事前措置 
   ケ 船舶等の避難措置 
 （２）災害時の心得 
   ア 正しい情報に基づき冷静に行動する。 
   イ がけ、川辺には近寄らない。 
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   ウ がけ崩れ、浸水に注意する。 
   エ 住民が協力して応急救護を行う。 
   オ 秩序を守り、衛生に注意する。 
 
５．園児・児童・生徒等に対する教育 
  町・教育委員会及び保育所、幼稚園、学校等は、災害時における園児・児童・生徒等 
に対する避難、誘導、保護等の措置をはじめ、災害応急対策に関わる事項について、関
係職員及び園児・児童・生徒等に防災応急教育を実施するとともに、保護者に対する周
知を図るものとする。 

  なお、校内等で実施する防災訓練等においても、各種の災害に応じた具体的行動を取 
り入れることにより、防災教育の徹底に努めるものとする。 

 
６．自動車運転者に対する教育 
  自動車の運転者及び使用者に対し、災害時における自動車の運行措置について、各種 
講演会により防災教育を実施する。 

 
７．町職員に対する教育 
  防災対策の万全を期するため、職員の防災知識の習得及び災害時における個々の役割 
分担、防火管理業務の任務等について防災教育を実施する。 

 （１）職場研修 
    災害発生時等のそれぞれの職場の役割分担等について、新採用等を含めて職場研 
   修会や講習会を開催し、職員にその周知徹底を図るものとする。 
   ア 地域防災計画の熟知 
   イ 災害に関する知識 
   ウ 職員が果たすべき任務分担 
   エ 防災対策として現在講じられている対策に関する知識 
   オ 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動に関する知識 
 （２）職員の初動対応マニュアルの作成 
    大規模災害による被害状況を想定し、職員の非常時参集方法、指定避難所開設に 

係る対応など発災時からの初動対応に関するマニュアルを作成する。 
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 第１４節 相互応援（受援）体制整備計画 
 
 災害予防責任者は、その所掌事務又は業務について、災害応急対策若しくは災害復旧の
実施に際し他の者を応援する、又は他の者の応援を受けることを必要とする事態に備え、
必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 また、町は災害時におけるボランティア活動が果たす役割の重要性を踏まえ、平常時か
らボランティアとの連携に努めるものとする。 
 
１．基本的な考え方 
  災害予防責任者、災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対応策が行えるよう、
平常時から相互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO 等に委
託可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結してお
く、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど、そのノ
ウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

  また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体や防災関係機関
からの応援を受け入れて情報共有や各種調整を行うことができるよう、受援体制の整備
に努め、特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の
執務スペースの確保を行うとともに、訓練等を通じて応援・受援に関する連絡・要請の
鄭淳や応援機関の活動拠点、資機材等の集積・輸送体制等について確認を行うなど、必
要な準備を整えるよう努めるものとする。併せて、大規模災害が発生した際等に、被災
市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、応援や受援に関する計画や、災害の
種類、被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、それぞれ防災業務計画や地域防災計
画等に位置付けるよう努めるとともに、防災総合訓練などにおいて応援・受援体制を検
証し、さらなる連携の強化を図るものとする。 

 
２．相互応援（受援）体制の整備 
 （１）道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速かつ円滑に行え

るよう、日頃から道や他の市町村と災害対策上必要な資料の交換を行なうほか、あ
らかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準備及び受援体制を整えておく
ものとする。 

 （２）必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらか
じめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、
必要な準備を整えるものとする。 

 （３）災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体か
らの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対
応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努めるものとする。その際、近隣の市
町村に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する
市町村との協定締結も考慮するものとする。 
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 第１５節 自主防災組織指導育成等計画 
 
 災害の防止並びに発生時の被害軽減を図るため、各行政機関や防災関係機関が対策を講
ずることは当然であるが、町民等が「自分達の地域は自分達で守る」という精神のもとに
自主防災組織を結成し、行動することが極めて重要である。これらの組織の編成基準・活
動基準・育成補助等については、本計画の定めるところによる。 
 その際、女性の参画の促進に努めるものとする。 
 
 
１．自主防災組織の育成指導 
  町は、地域防災活動を推進するため、町内会等を中心とした自主防災組織の育成を図 
 る。また、町は、結成された自主防災組織が、災害時に有効に活動できるよう組織の充 
実強化を図るための指導及び支援を行うものとする。 

 
２．自主防災組織の編成基準 
 （１）自主防災組織の編成 
    自主防災組織がその機能を十分に発揮するためには、あらかじめ組織の編成を定 
   めておく。 
   ア 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とさ 
    れるので、住民が連帯感をもてるよう適正な規模で編成する。 
   イ 漁業従事者が多い地域は、操業時の活動に支障のないよう組織を編成する。 
   ウ 地域内の事業所と協議の上、事業所の自衛防災組織と連携を密にする。 
（２）自主防災組織の規約 

    自主防災組織を運営していく上で基本的な事項については、規約を設けて明確に
する。 

 
３．自主防災組織の活動基準 
 （１）平常時の活動 
   ア 防災知識の普及 
     災害の発生を予防し、被害の軽減を図るためには、町民一人一人の日頃の備え 
    及び災害時の的確な行動が必要であるので、集会等を利用して防災に対する正し 
    い知識の普及を図る。 
   イ 防災訓練の実施 
     災害が発生したとき、人々が適切な措置をとることができるようにするために、 
    日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得すること 
    が重要である。  
        訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練とがあり、個別訓練として 
    は通常の次のようなものが考えられるが、地域の特性を加味した訓練とする。 
      （ア）情報の収集伝達訓練      
            防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、また、地域に 
     おける被害状況等をこれらの機関へ通報するための訓練を実施する。 
   （イ）消火訓練 
      火災の拡大・延焼を防ぐため、消火器等を使用して消火に必要な技術等を習 
     得する。 
   （ウ）避難訓練 
          避難の要領を熟知し、指定緊急避難場所や指定避難所まで迅速かつ安全に避 

難できるよう実施する。 
   （エ）救出救護訓練 
       家屋の崩壊やがけ崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対 
     する応急手当の方法等を習得する。 
   （オ）図上訓練 
      町内の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区 
     の防災上の弱点等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践 
     するため、地元住民の立場にたった訓練に努める。 
  ウ 防災点検の実施 
    家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の要因となるのが多 
   く考えられるので、町民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、定期 
   的に点検を行う。 
  エ 防災用資機材等の整備・点検 
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    自主防災組織が災害時に速やかな応急措置をとることができるようにするために 
   は、活動に必要な資機材をあらかじめ用意しておくことが望ましく、これらの資機 
   材は日頃から点検して、非常時において直ちに使用できようにする。 
    なお、自主防災組織は、防災関係機関が応急対策活動を開始するまで、または支 
   援するため、町が設置した防災備蓄倉庫内の資機材の内容、使用方法等について周 
   知しておくものとする。 
 
（２）非常時及び災害時の活動 
  ア 情報の収集伝達 
    自主防災組織は、災害時において防災関係機関の提供する情報を住民に伝達し、 
   地域内に発生した被害の状況を迅速かつ正確に町へ報告するとともに防災関係機関 
   の提供する情報を伝達して町民の不安を解消し、的確な応急活動を実施する。 
   このため、あらかじめ次の事項を決めておくようにする。 
   ・連絡をとる防災関係機関 
   ・防災関係機関との連絡のための手段 
   ・防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 
    また、指定緊急避難場所や指定避難所等へ避難した後についても、地域の被災状

況、救助活動の状況等を必要に応じて報告し、混乱・流言飛語の防止に当たる。 
 
  イ 出火防止及び初期消火 
    家庭に関しては、火の元の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけ 
   るとともに、火災が発生した場合、消火器、水バケツなどを使い、隣近所が相互に 
   協力して初期消火に努めるようにする。 
  ウ 救出救護活動の実施 
     がけ崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、町に通報 
   するとともに、二次災害に十分注意しながら、救出用資機材を使用して速やかに救 
   出活動を実施するとともに、防災関係機関が活動するまでの間、負傷者に対しては 
   応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする者があるときは、救護所等 
   へ搬送する。 
  エ 避難の実施 
    町長、警察官等から避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者・支援者などに

対する高齢者等避難が出された場合には、町民に対して周知徹底を図り、迅速かつ
円滑に指定緊急避難場所や指定避難所等へ誘導する。 

    避難の実施にあたっては、次のことを留意する。 
  
 
 
（ア）避難誘導責任者は、次のような危険がないことを確認しながら実施する。 

    ・市街地…………………………火災、落下物、危険物、路面凍結 
    ・山間部、起伏の多いところ…がけ崩れ、地すべり、雪崩、吹き溜まり、路面凍 
                  結 
    ・低地……………………………浸水、溜まり水凍結 
       避難誘導にあっては、危険防止のため避難路は１ルートだけでなく複数の道路を 
   あらかじめ検討しておく。特に、冬期は積雪や路面凍結で足下が危ないので、十 
   分に注意を払う必要がある。 
 （イ）住民が避難するときに不必要なものを携帯していくことは、火災による危険性を 
   増大する要因になりかねないので、十分注意する。 
 （ウ）避難行動要支援者など自力で避難することが困難な者に対しては、防災関係機関 
   と連携・協力のもと地域住民と避難させる。 
  オ 給食・救護物資の配布及びその協力 
    被害の状況にあっては、避難が長期化にわたり、被災者に対する炊き出しや救援 
   物資の支給が必要となってくる。 
    これらの活動を円滑に行うには、組織的な活動がどうしても必要となってくるの 
   で、自主防災組織は、町が実施する救援物資の配布活動に協力する。 
 
４．自主防災組織の育成補助 
  町は、自主防災組織の育成を図るため、次による補助をする。 
（１）防災資機材等の整備補助 
   自主防災組織に対する資機材等購入費補助金を支給する。 
（２）自主防災組織育成のための職員派遣 
 ア 要請による映画会、講習会等の防災組織の普及活動 
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 イ 防災訓練等の指導 
  ウ 防災計画立案等の指導及び助言 
（３）自主防災組織への資料提供 
      自主防災組織の育成上、次の資料を提供する。 
 ア 防災知識普及に関する資料 
 イ 防災組織の結成及び育成に関する資料 

（４）防災訓練に関わる補助 
    自主防災組織が実施する防災訓練のうち、消防職員の指導による消火訓練で、自主 
  防災組織が使用した消火器の詰替を補助する。 
 
５．非常時及び災害時の活動 
（１）情報の収集伝達 

自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速、かつ、正確に把
握して市町村等へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報を伝達して住民の
不安を解消し、的確な応急活動を実施する。 
 このため、予め次の事項を決めておくようにする。 

  ア 連絡をとる防災関係機関 
  イ 防災関係機関との連絡のための手段 
  ウ 防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 
   また、避難場所や避難所等へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の

状況等を必要に応じて報告し、混乱・流言飛語の防止に当たる。 
（２）出火防止及び初期消火 
   家庭に対しては、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるとと

もに、火災が発生した場合、消火器などを使い、初期消火に努めるようにする。 
（３）救出救護活動の実施 
   崖崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、市町村等に通

報するとともに、２次災害に十分注意し、救出活動に努めるようにする。 
    また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とす

るものがあるときは、救護所等へ搬送する。 
（４）避難の実施 
   市町村長等から緊急安全確保、避難指示及び高齢者等避難（以下「避難指示等」と

いう。）が発令された場合には、住民に対して周知徹底を図り、大雨・暴風、火災、
崖崩れ、地滑り等に注意しながら迅速、かつ、円滑に避難場所や避難所等へ誘導する。 

   特に、避難行動要支援者に対しては、町内会や自治会等地域住民の協力のもとに早
期に避難させる。 

（５）指定避難所の運営 
   指定避難所の運営に関し、被災者自らが行動し、助け合いながら指定避難所を運営

することが求められていることから、自主防災組織や町内会等が主体となるなど、地
域住民による自主的な運営を進める。 

   こうした避難所運営体制を発災後速やかに確立し、円滑に運営するため、日頃から
避難所運営ゲーム北海道版（Ｄｏはぐ）等を活用するなど、役割・手順などの習熟に
努める。 

（６）給食・救援物資の配布及びその協力 
   被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資

の支給が必要となってくる。 
   これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が必要となるので、市町村等が

実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 
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 第１６節 避難体制整備計画 
 
 災害から住民の生命・身体を保護するための避難路、指定緊急避難場所、指定避難所の
確保及び整備等については、本計画の定めるところによる。 
 
１．避難誘導体制の構築 
（１）大規模火災、津波等の災害から、住民の安全を確保するために必要な避難路を予め

指定し、その整備を図るとともに、避難経路や指定緊急避難場所、指定避難所等に案
内標識を設置する等、緊急時の速やかな避難が確保されるよう努めるものとする。そ
の際、水害と土砂災害、複数河川の半来、台風当による高潮と河川洪水との同時発生
等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。 
 また、必要に応じて避難場所の開放を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、
自主防災組織等の地域のコミュニティを活かして日案活動を促進するものとする。 

 
（２）指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設定する場合は、日本産業規格に基づく災

害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示す
るよう努めるとともに、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周
知に努めるものとする。 

 
（３）避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な親戚

・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、
自宅等で身の安全を確保できる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこ
とや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を
伴う場合等やむを得ないと住民等地震が判断する場合は、「緊急安全確保」を行うべ
きことについて、町は、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

 
（４）町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他

の地方公共団体との応援協定や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在におけ
る被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送に関する運送事業者等との協定を
締結するなど、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるとともに、
関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

 
（５）学校等が保護者との間で、災害時おける児童生徒等の保護者への引渡しに関するル

ールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 
 
（６）小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害時における幼稚園等の

施設と連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 
 
２．指定緊急避難場所の確保等 
（１）災害の危機が切迫した緊急時において住民の安全を確保するため、地域の地形・地

質・施設の災害に対する安全性等を勘案し、必要があると認めるときは、次の異常な
現象の種類ごとの基準に適合し、災害時に迅速に解説することが可能な管理体制等を
有する施設又は場所を、あらかじめ当該施設等の管理者の同意を得た上で、指定緊急
避難場所として指定する。 

   その際は、観光地や昼夜の人口変動の大きさなどの地域特性や要配慮者の利用等に
ついても考慮する 

   また、指定緊急避難場所については、災害の種別に応じて指定していること及び避
難の際には発生するおそれがある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択
すべきであることについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、
指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害において
は、当該施設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等への周
知徹底に努めるものとする、 
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（２）学校を指定緊急避難場所として指定する場合には、学校が教育活動の場であること

に配慮し、施設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や
地域住民等の関係者と調整を図る。 

 
（３）指定緊急避難場所の管理者は、廃止、改築等により当該指定緊急避難場所の現状に

重要な変更を加えようとするときは、町長に届け出なければならない。 
 
（４）当該指定緊急避難場所が廃止されたり、基準に適合しなくなったと認めるときは、

指定緊急避難場所の指定を取り消すものとする。 
 
（５）指定緊急避難場所を指定し、又は取り消したときは、知事に通知するとともに公示

しなければならない。 
 
３．避難所の確保等 
（１）災害時に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設を、あらかじめ当該施

設の管理者の同意を得た上で、指定避難所として指定するとともに、住民等への周知
徹底を図るものとする。 

 

規模 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。 

構造 速やかに、被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可能な

構造・設備を有すること。 
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立地 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあること。 

交通 車両等による災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあること。 

 
（２）主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記に加えて次

の基準に適合する施設を指定福祉避難所として指定する。 
  ア 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 
  イ 災害時において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる

体制が整備されること。 
  ウ 災害時において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確

保されること。 
（３）指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 
（４）指定避難所の指定にあたっては、次の事項について努めるものとする。 
  ア 指定避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについて定

めるなど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施設をあらかじめ
決定しておく。 

  イ 老人福祉施設、障害者支援施設等の施設、保健センター等の施設や指定一般避難
所の一部のスペースを活用し、一般の避難スペースでは生活することが困難な障が
い者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者が、避難所での生活において特別な
配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備し
た福祉避難所を指定する。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸
器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮に努めるものとする。 

  ウ 学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配
慮し、施設の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地
域住民等の関係者と調整を図る。 

  エ 指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の
確保、通信設備の整備等を進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力
容量の拡大に努めるものとする。 

  オ 指定管理施設や民間の施設が指定避難所となっている場合には、施設管理者との
間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（５）指定避難所の管理者は、廃止、改築等により当該指定避難所の現状に重要な変更を
加えようとするときは、町長に届け出なければならない。 

（６）当該指定避難所が廃止されたり、基準に適合しなくなったと認めるときは、指定避
難所の指定を取り消すものとする。 

（７）町長は、指定避難所を指定し、又は取り消したときは、知事に通知するとともに公
示するものとし、当該通知を受けた知事は、その旨を内閣総理大臣に報告する。 

 
４．避難計画の策定等 
（１）避難指示等の具体的な発令基準の策定及び住民等への周知 
 

町長は、適時・適切に避難指示等を発令するため、あらかじめ避難指示等の具体
的な判断基準（発令基準）を策定するものとする。 

また、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、避難指示等の意味と内容の
説明、避難すべき区域や避難指示等の判断基準（発令基準）について、日頃から住
民等への周知に努めるものとする。 

そして、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先
すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、
庁内をあげた体制の構築に努めるものとする。 

    
（２）防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生命又
は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に
関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した
防災マップ、ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずる
よう努めるものとする。 
ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の

条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努める
とともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安
全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員
避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努めるものとする。 
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（３）避難計画 
   主に次の事項に留意して避難計画を策定するとともに、自主防災組織等の育成を通

じて避難体制の確立に努めるものとする。 
   また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、町内会や

自治会、関係団体、福祉事業者等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整
備、要配慮者に関する情報の把握・共有、個別避難計画の作成等の避難誘導体制の整
備に努めるものとする。 

  ア 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 
  イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 
  ウ 指定緊急避難場所・指定避難所への経路及び誘導方法（観光地などについては、

観光入り込み客対策を含む） 
  エ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 
  オ 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 
   ・給水、給食措置 
   ・毛布、寝具等の支給 
   ・衣料、日用必需品の支給 
   ・暖房及び発電機用燃料の確保 
   ・負傷者に対する応急救護 
  カ 指定緊急避難場所・指定避難所の管理に関する事項 
   ・避難中の秩序保持 
   ・住民の避難状況の把握 
   ・避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知、伝達 
   ・避難住民に対する各種相談業務 
  キ 避難に関する広報 
   ・市町村防災行政無線（戸別受信機を含む。）等による周知 
      ・緊急速報メールによる周知 
   ・広報車（消防、警察車両の出動要請を含む）による周知 
   ・避難誘導者による現地広報 
   ・住民組織を通じた広報 
 
（４）被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、
避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者や指定避難所への受入状況
などの把握に支障を生じることが想定される。 
このため、指定避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員

や避難所管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）な
ど、避難状況を把握するためのシステムを整備することが望ましい。なお、個人デー
タの取り扱いには十分留意するものとする。 

    また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、
各避難所に保管することが望ましい。 

   
 
５．防災上重要な施設の管理等 
（１）学校、医療機関及び社会福祉施設の管理者は、主に次の事項に留意して予め避難計

画を作成し、関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施することにより避
難の万全を期するものとする。 

  ア 避難の場所（指定緊急避難場所、指定避難所） 
イ 経路 
ウ 移送の方法 
エ 時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 
オ 保健、衛生及び給食等の実施方法 
カ 暖房及び発電機の燃料確保の方法  

（２）要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法等の関係法令などに基づき、
自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

 
６．公共用地等の有効活用への配慮 
 町は、北海道財務局や道と相互に連携しつつ、避難場所、避難施設、備蓄など防災に関

する諸活動の推進に当たり、公共用地等の有効活用に配慮するものとする。 
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第３章 災害応急対策計画 
 
 災害に際して、町及び関係各機関がその機能を有効適切に発揮して住民の安全と被災者 
の保護を図ることを目的として、災害の規模また程度による段階を想定して、その活動内 
容を定めておく等、災害発生拡大についての、災害応急対策計画を定めるものとする。 
 

 第１節 災害通信の運用計画                                           
                                                                                 
 災害時における情報の収集及び伝達並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達等を迅 
速確実に行うための通信手段系統、施設等については、本計画の定めるところによる。   
                                                                               ． 
１．通信手段の確保                                                               
 （１）災害時の通信連絡                                                         
    災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況の情報収集、その他応 
   急対策に必要な指示、命令等は、有線電話（加入電話）、又は無線通信により速や  
   かに行う。                                                                
 （２）通信の統制                                                               
    地震災害等広域災害発生時においては、有線電話及び無線通信とも混乱すること 
   が予想されるため、通信施設の所有者又は管理者は必要に応じ、適切な通信統制を 
   実施する。                                                                 
 （３）通信施設の応急対策                                                       
    災害発生時、通信施設の所有者又は管理者速やかに施設を点検し、被害を受けた 
   部分について応急対策を講じ、通信を確保する。また、通信施設の所有者又は管理 
   者は、相互の連携を密にし、必要に応じ相互協力を行う。                       
                                                                                 
２．固定電話による通信                                                           
 （１）停電用電話機による通話                                                   
        災害発生により長時間停電が発生し、電話交換機のバッテリー電源で通話の保持 
   ができない場合、停電用電話機を使用するものとする。                         
 （２）災害時優先電話による通話                                                 
    災害発生時、重要通信を行う場合、災害時優先電話により、発信し重要通信を確 
   保するものとする。                                                         
    なお、災害時優先電話は、発信専用として電話機を使用し、着信は災害時優先電 
   話とは別の電話機において、使用するものとする。                             
                                                                                 
  災害対策上、重要通信を必要とする関係機関は、次のとおり。                       

機 関 名 電話番号 機 関 名 電話番号 

奥 尻 町 役 場 2-3111 奥 尻 郵 便 局 2-2600 

奥 尻 町 役 場 青 苗 支 所 3-2321 青 苗 郵 便 局 3-2300 

函 館 開 発 建 設 部 
江 差 港 湾 事 務 所 

0139-52-
1041 

航 空 自 衛 隊 第 ２ ９ 警 戒 隊 2-2046 

保 健 福 祉 セ ン タ ー 2-3381 函館建設管理部奥尻出張 所 2-2134 

奥 尻 町 国 民 健 康 保 険 病 院 2-3151 江 差 警 察 署 奥 尻 駐 在 所 2-2016 

奥尻町国民健康保険青苗診療所 3-2331 江 差 警 察 署 青 苗 駐 在 所 3-2350 

檜 山 広 域 行 政 組 合 
奥 尻 消 防 署 2-2047 

檜山森林管理署奥尻森林事務所 2-2077 
奥 尻 空 港 管 理 事 務 所 3-2153 

檜 山 広 域 行 政 組 合 
奥 尻 消 防 署 青 苗 分 遣 所 3-2354 

海 洋 研 修 セ ン タ ー
( 教 育 委 員 会 ） 2-3890 

                                                                                 
３．電報による通信                                                               
 （１）非常扱いの電報                                                           
    天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の 
   予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために 
   必要な内容を事項とする電報。 
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 （２）緊急扱いの電報                                                           
    非常扱いの電報を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電 
   報。                                                                       
 （３）非常・緊急電報の利用方法                                                 
  非常電報又は緊急電報を発信するときは、東日本電信電話（株）に依頼すること  
 とし、非常扱い電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 
                                                                                
４．専用通話施設及び各機関の無線施設による通信                                  
  公衆電話通信施設が使用不能の場合には、次の通信施設を利用するものとする。    

設置機関 施設の種類 通 信 範 囲 利用手続方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

奥 尻 町 

北海道総合行
政情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ 
 
奥尻町防災行
政無線 

全道各市町村及び道庁並びに檜山
振興局他１３（総合）振興局、道
の出先機関相互間 
 
 
受信機･･･全町一円（各戸に設置） 
 

指定番号を押
打することに
より、通話が
可 

檜山広域行政組合 
奥尻消防署 消防無線 檜山管内行政組合本部並びに全署

間相互 口頭申請 

江差警察署 
奥尻駐在所 

警察無線 
（基地局） 
（移動局） 
警察電話 

函館方面本部区域内（渡島、檜山、
後志の一部） 
全国警察機関相互 

口頭申請 

航空自衛隊 
第 29警戒隊 業務用無線 防衛省関係各機関相互 口頭申請 

                                                                                
４．奥尻町防災行政無線の運用                                                     
  防災行政無線の運用については、「奥尻町防災行政無線管理運用規定」に基づき行う。 
                                                                                 
５．北海道総合行政情報ネットワークシステム運用                                  
    防災行政無線の運用については、「北海道総合行政情報ネットワークシステム運用管 
 理規定」に基づき行う。                                                        
                                                                                 
６．消防無線の運用については、消防計画の定めるところによる。                     
                                                                                 
７．その他通信施設の運用                                                         
 （１）防災関係機関等に対する非常無線通信依頼                                   
    災害の状況により、町有の無線が使用不能となり、他に有効な手段がないときは 
   北海道非常無線通信協議会会則に基づき、その構成機関所有の無線局に非常無線通 
   信を依頼する。                                                             
 （２）アマチュア無線局等に対する依頼                                           
    災害の状況により、必要に応じて、町内アマチュア無線クラブあるいはタクシ  
   ー無線局に協力を依頼する。                                                
                                                                                
８．通信途絶時における措置                                                       
 （１）北海道総合通信局の対応                                                  
    北海道総合通信局は、防災関係機関から、上記１から５までに掲げる各通信系を 
   もって通信を行うことができない又は著しく困難である旨の連絡を受けたときは、 
   通信の確保を図るため、速やかに次の措置を講ずるものとする。                
   ア 貸与要請者あて、移動通信機器の貸出                                    
   イ 無線局の免許等の臨機の措置（無線局の免許等に必要な申請手続き及び当該申 
    請に係る処分について、口答又は電話等迅速な方法で行い、所定の様式による手 
    続きは、後刻可及的速やかに遡及処理する措置）                            
 （２）防災関係機関の対応                                                      
    防災関係機関は、（１）の措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北海道総合 
   通信局に連絡するものとする。                                              
   ア 移動通信機器の借受を希望する場合                                      
    (ｱ) 借受申請者の氏名又は名称及び住所                                    
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    (ｲ) 借受希望機種及び台数                                                
    (ｳ) 使用場所                                                            
    (ｴ) 引渡場所及び返納場所                                                
    (ｵ) 借受希望日及び期間                                                  
   イ 臨機の措置による手続きを希望する場合 
    (ｱ) 早急に免許又は許可等を必要とする理由 
    (ｲ) (ｱ)に係る申請の内容 
 （３）連絡先 
    総務省北海道総合通信局防災対策推進室（直通電話） 011-747-6451 
 
 

  第２節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画                      
                                                                                 
  災害時における情報の報告、収集及び伝達を迅速的確に行うため、被害報告及び受領に 
ついては、本計画に定めるところによる。                                           
  本部が設置されない場合における被害状況等の報告についても本計画に準ずるものとす 
る 。                                                                            
                                                                                 
１ ．異常現象を発見した者の措置                                                  
  （１）発見者の通報義務                                                         
     災害が発生又は発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、速やかにその 
   状況を町防災機関（町役場、警察、消防）等へ通報するものとする。             
  （２）町以外の防災機関の通報                                                   
     異常現象発見者から通報を受けた機関は、その旨速やかに町長に通報しなければ 
    ならない。                                                                 
  （３）町は、災害通報を受けたときは、直ちに情報を確認し、現地と通信体制を確保す 
   るとともに、函館地方気象台及び防災関係機関に通報するものとする。 
  （４）町は、住民に対する周知は、防災行政無線及び広報車、その他防災関係機関から 
   は広報車等により、又は各町内会（区）長により最も迅速、確実に行える方法にて 
   実施する。                                                 
                                                                                 
                        異常現象の情報収集及び伝達系統図                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．災害情報（水位、雨量等）の収集                                               
   町長は災害が予想される地域の情報を収集するため渡島総合振興局函館建設管理部よ 
  り雨量及び河川の水位など状況を把握するものとする。                             
    また、各町内会（区）長は、区域内に災害が発生した場合は、その情報を次により町 
 長に速やかに報告する。                                                         
  （１）災害の発生日時、場所、区域、災害の発生の原因、進行状況。                 
  （２）降雨、降雪、河川の水位、がけ等の状況。                    
  （３）住民の生命、財産、避難状況。                              

異常現象発見者 

警 察 

奥尻町役場 

消 防 

防災関係機関 檜山振興局 

函館地方気象台 函館建設管理部 

奥尻出張所 

一般住民 
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  （４）水防等の応急措置の状況及び電気、水道、通信等の被害状況。  
  （５）人畜、建物、農地、山林、河川、道路、漁港、港湾の被害状況。   
  （６）食料、その他緊急に補給すべき物資及び数量。                
 
３．被害状況等の報告                                              
   被害状況の把握及び応急対策の実施状況の調査は、関係各課が当たる。各課が調査し 
 た被害状況等は、情報防災係が集計し地域政策課長を報告責任者として、北海道が北海道 
 防災計画に定める下記「災害情報等報告取扱要領」に基づき報告するものとする。 
 
 
◇災害情報等報告取扱要領                                            
                                                                  
  町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次の定めるところにより災害
情報及び被害状況報告（以上「災害情報等」という。）を檜山振興局長に報告するものと
する。                                                          
                                                                  
 １ ．報告の対象                                                    
   災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。      
  （１）人的被害、住家被害が発生したもの。                         
  （２）災害救助法の適用基準に該当する程度のもの。                  
  （３）災害に対し、国及び道の財政援助を要すると思われるもの。      
  （４）災害が当初、軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広域 
   的な災害で当該町が軽微であっても振興局地域全域から判断し報告を要すると認め 
   られるもの。                                            
  （５）地震が発生し、震度４以上を記録したもの。                  
  （６）災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響度からみて、報告の必要があると認めら 
    れるもの。                                                  
  （７）その他特に指示があった災害。                                
 
２．報告の種類及び内容                                            
  （１）災害情報                                                  
     災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表１の様式により速やかに 
   報告すること。この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告すること。 
  （２）被害情報報告                                              
     被害状況報告は、次の区分により行うものとする。ただし、指定行政機関及び指 
    定公共機関の維持管理する施設等（住家を除く。）については除くものとする。 
    ア 速報                                                    
      被害発生直後直ちに別表２－１の様式により件数のみ報告すること。 
    イ 中間報告 
      被害状況が判明しだい別表２の様式により報告すること。                   
      なお、報告内容に変化を生じたときは、その都度報告すること。ただし、報告 
     の期限等について、特に指示があった場合は、その指示によること。           
    ウ 最終報告                                                               
      応急措置が完了した後、１５日以内に別表２－１の様式により報告すること。 
  （３）その他の報告                                                             
     災害の報告は、（１）及び（２）によるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所  
    要の報告を行うものとする。                                                 
                                                                                 
３．報告の方法                                                                 
  （１）災害情報及び被害状況報告(速報及び中間報告）は、電話又は無線等により迅速  
   に行うものとする。                                                         
  （２）被害状況報告のうち、最終報告は文書によりとりまとめ、檜山振興局に報告する 
    ものとする。                                                               
     ただし、消防庁即報基準に該当する火災・災害のうち、一定規模以上のもの（「直 
    接即報基準」）に該当する火災・災害等）を覚知した場合、第一報については、直  
    接消防庁に報告するものとする。                                             
     なお、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても、 
    引き続き消防庁に報告するものとする。                                       
  （３）通信の途絶により知事に報告することができない場合は、直接、国（消防庁）へ 
    報告するものとする。                                                       
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   ○火災・災害等速報に関する情報の送付・連絡先                                 
    【通常時の連絡先】                                                         

時間帯 平日(9:30～18:15) 平日(左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（消防防災・危機管理センター内） 

ＮＴＴ回線 
電話 03-5353-7527 03-5253-7777 

ＦＡＸ 03-5353-7537 03-5253-7553 

地域衛星通 
信ネットワ 
ーク ※１ 

電話 ※２ ＴＮ-048-500-90-49013 
※３ 048-500-90-49013 

※２ ＴＮ-048-500-90-49012 
※３ 048-500-90-49013 

ＦＡＸ ※３ 048-500-90-49033 ※３ 048-500-90-49036 

   
※１ 北海道総合行政情報ネットワークシステムの衛星系回線を指す。               

  ※２ 「ＴＮ」とは、庁用内線電話機から北海道総合行政情報ネットワークの回線を使 
    用して通話する際の発信特番（ボタン）を指します。                           
  ※３ 北海道総合行政情報ネットワークシステムの専用機器（電話機、ＦＡＸ）を使用 
    する場合のかけ方です。 
                                                     
 （４）北海道防災情報システムによる報告                                         
        町は、避難情報を発表した場合、被害情報を把握したときや災害対策本部を設置 
   した場合は、上記による報告方法の他、北海道防災情報システム災害情報入力手順 
   及び操作マニュアルに基づき、直ちに入力するものとする。                     
    ただし、役場庁舎が被災し、災害情報の入力が困難な場合、檜山振興局に代行入 
   力を依頼するものとする。                                                   
    また、災害広報として必要に応じ防災ニュースとして住民への広報として活用す 
   るものとする。                                                             
                                                                                 
４．被害状況判定基準                                                             
   被害状況の判定基準は、別表３－１のとおりとする。                             
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 別表１                                                                          

災 害 情 報 

報 告 日 時 月 日 時現在 発 受 信 日 時 月    日  時  分 

発 信 機 関 
(総合振興局又は
振興局・市町村名
等) 

 

 

受 信 機 関
(総合振興局又は振興
局・市町村名等) 

 

 

 

発 信 者 
(職・氏名） 

 受 信 担 当 者
(職・氏名） 

 

 

発 生 場 所  

発 生 日 時  月  日 時 分 災 害 の 原 因  

気
象
等
の
状
況 

雨   量 
河 川 水 位 
潮 位 波 高 
風 速 
そ の 他 

 

 
 
 

 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
状
況 

道 路 
鉄 道 
電 話 
水 道 
（飲料水） 
電 気 
そ の 他 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)災害対策
本部の設置
状況 
 
 
(2)災害救助 
法適用の状
況 

（名  称） 
 
（設置日時）   月  日  時  分設置 
 
 
（名  称） 
 
（設置日時）   月  日  時  分設置 

地 区 名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数 

  

 

 

 

 

（救助実施内容） 
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応 
 
急 
 
措 
 
置 
 
の 
 
状 
 
況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)避難の状
況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 地 区 名 避難場所 人  数 日  時 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

自主避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難指示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)自衛隊の
派遣要請の
状況 

 

 

 

 

 

(5)その他の
措置の状況 

 

 

 

 

 

(6)応急対策
出動人員 

(ア)出動人員 （イ）主な活動状況 

  市町村職員 名  

 消防職員 名  

 消防団員 名  

 その他（住民等） 名  

計 名  

 

そ の 他 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（今後の見通し等） 

 

  注）欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。                  
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別表２－１                                                                       
                         被害状況報告（速報 中間 最終）                        

     月 日 時 分現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 発 生 日 時 月 日 時 分 災 害 の 原 因  
災 害 発 生 場 所  
発 
 
信 

機関（市町村）名  受 
 
信 

機関（市町村）名  
職・氏名  職・氏名  
発信日時 月 日 時 分 受信日時 月 日 時 分 

項 目 件数等 被害金額（千円） 項     目  件数等 被害金額（千円） 
①  
人 
的 
被
害 

死 者 人  ※個人別の氏名、
性別、年齢、原因
は、補足資料で報
告 
 

 
⑤ 
土 
木 
被 
害 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
計 

 
道 
 
工 
 
事 
 

河  川 箇所  
行方不明 人  海  岸 箇所  
重 傷 人  砂防設備 箇所  
軽 傷 人  地すべり 箇所  

計 人  急傾斜地 箇所  
 
 
② 
住 
家 
被 
害 
 
 
 
 
 
  
   

 
全  壊 

 

棟   
 
 

道  路 箇所  
世帯  橋  梁 箇所  
人     小  計 箇所  

 
半  壊 

 

棟   
 
 

市 
町 
村 

河  川 箇所  
世帯  道  路 箇所  
人  橋  梁 箇所  

 
一部破損 

 

棟   
 
 

工  小  計 
事 

箇所 
 

 
 世帯  

人  港  湾 箇所  
 

床上浸水 
 

棟   
 
 

漁  港 箇所  
世帯  下 水 道 箇所  
人  公  園 箇所  

 
床下浸水 

 

棟   
 
 

がけ崩れ 箇所  
世帯     
人   箇所  

      計 
棟    

⑥ 
水 
産 
被 
害 
 
 
 
  

漁 
船 
 

沈没流失 隻  
世帯  

破    損 
隻  

人  
②  
非 
住 
家
被
害 

全壊 
公共建物 棟       計   
その他 棟   漁 港 施 設 箇所  

半壊 

公共建物 棟   共同利用施設 箇所  
その他 棟   そ の 他 施 設 箇所  

  計 公共建物 棟   漁 具 （ 網 ） 件  
その他 棟   水 産 製 品 件  

 
 
④ 
農 
業 
被 
害 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
農地 
 
 

 
 
田 
 
 

流出･

埋 没

等 

 
ha 

  そ の 他 件  
      計   
 
⑦ 
林 
業 
被 
害 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
道 
有 
林 
 
 

林  地 箇所  
浸冠 
水 

ha   治山施設 箇所  
林  道 箇所  

 
 
畑 
 

流出･

埋 没

等 

ha  
 

 
 

林 産 物 箇所  
そ の 他 箇所  

   
浸冠 
水 

ha    小  計 箇所  
一 
般
民
有 
林 
 

林  地 箇所  
農業用施設 箇所   治山施設 箇所  
共同利用施設 
 

箇所 
 

  林  道 箇所  
林 産 物 箇所  

営 農 施 設 箇所   そ の 他 箇所  
畜 産 被 害 箇所      
そ の 他 箇所    小  計 箇所  

    計             計 箇所  
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別表２－２                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

項 目 件数等  被害金額（千円） 項     目 目 件数等 害金額（千円） 
 
⑧ 
衛 
生 
被 
害 
 

病院 公立 箇所   ⑪社会教育施設被害 箇所   
 個人 箇所   ⑫社会福 

祉施設等 
公 立 箇所   

清掃 
施設 
 
 

一般廃 
棄物施 
設 

箇所 
 
 

 
 
 

 
 
 

法 人 箇所   
 被害     計 箇所   
 
 
⑬ 
そ 
の 
他 
 
 
 
 
 
 

鉄道不通 箇所   
し尿処理 箇所   鉄道施設 箇所   

火葬場 箇所   被害船舶(漁船除く） 隻   
      計 箇所   空港 箇所   
⑨ 
商 
工 

商業 件   水道 戸   
工業 件   電話 回線   
その他 件   電気 戸   

被 
害  計 

件 
 

 
 

 
 

ガス 
 

戸 
 

 
 

 
 

⑩ 
公立 
文教 
施 設

被害 

 小学校 箇所   ブロック塀等 箇所   
 中学校 箇所   都市施設 箇所   
   高校 箇所       
その他文 
教施設 

箇所 
 

 
 

 
 

 
被害総額 

 

 
 
     計 箇所   

公共施設被害市町 
村数 

団体 
 

 
 

 
 

火災 
発生 
 

建 物 件   
危険物 件   

罹災世帯数 世帯  その他 件   
罹災者数 人      
消防職員出動 
延人数 人   

消防団員出動延
人数 人   

 
 

 
災害対 
策本部 
の設置 
状況  
 

 

 道（総合振興局又は振興局） 
 
 
市町村名 名  称 設置日時 廃止日時 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

災害救助
法適用市
町村 

 
 
 

補足資料（※別葉で報告） 
 
 ○災害発生場所 
 
 ○災害発生年月日 
 
 ○災害の種類概況 
 
 ○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情 
  報につき取扱注意 
 
 ○応急対策の状況 
 
  ・避難指示の状況 
 
  ・指定避難所の設置状況 
 
  ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 
 
  ・自衛隊の派遣要請、出動状況 
 
  ・災害ボランティアの活動状況  ほか 
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別表３－１                                                                      
被害状況判定基準                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

被 害 区 分 判    断    基    準   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

① 
人 
的 
被 
害 

死   者 

 当該災害が原因で死亡を確認したもの。又は死体を確認すること
ができないが死亡したことが確実なもの。 
（１）当該災害により負傷し、死亡したものは、当該災害による死 
 亡者とする。 
（２）Ｃ町のものが隣接のＤ町に滞在中、当該災害によって死亡し 
 た場合は、Ｄ町の死亡者として取り扱う。（行方不明、重傷、 
 軽傷についても同じ。） 
（３）氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し市町村と警察 
 調査が一致すること。 

行 方 不 明  当該災害が原因で行方不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。
（１）死亡欄（２）（３）を参照。 

重 傷 者 
 災害のため負傷し、１ヶ月以上医師の治療（入院、通院、自宅治
療等）を受け、又は受ける必要のあるもの。 
（１）死亡欄（２）（３）を参照。 

軽 傷 者 
 災害のために負傷し、１ヶ月未満の医師の治療（入院、通院、自
宅治療等）を受け、又は受ける必要があるもの。 
（１）死亡欄（２）（３）を参照。 

② 
住 
家 
被 
害 

住 家 

 現実に住居のため使用している建物をいい、社会通念上の住家で
あるかどうか問わない。 
（１）物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。 
（２）商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、
商品倉庫、管理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊１、商工被
害１として計上すること。 
（３）住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）
を問わず全てを住家とする。 

世   帯 

 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ
らに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則
として寄宿舎等を１世帯とする。 
（１）同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合
は、２世帯とする。 

全   壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな
わち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損
壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの
で、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積
がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のものまたは住家
の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表
し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの。 
（１）被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、 
 家財道具の被害は含まない。 
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 別表３－２                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

被 害 区 分 判    断    基    準   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

② 
住 
家 
被 
害 

半   壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな
わち、住家の損害が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できる程
度のもの、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上
70％未満のもの、又は住家の主要要素の経済的被害を住家全体に占
める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満の
もの。 
（１）損害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損 
 耗率を乗じた額とし、家財道具は被害に含まない。 

一 部 破 損 

 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、
建物の一部が破損した状態で、居住するためには、補修を要する程
度のもの。 
（１）被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損 
 耗率を乗じた額とし、家財道具の被害は含まない 

床 上 浸 水 

 住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的
に居住することができない状態になったもの。 
（１）被害額の算出は、床上浸水によって、家屋（畳、建具を含む） 
 が破損した部分の損害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物 
 等の除去に要する経費は含まない。 

床 下 浸 水 
 住居が床上浸水に達しないもの。 
（１）被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損 
 害額とし、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

③ 
非 
住 
家 
被 
害 

非 住 家 

 非住家とは家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さない
ものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は
住家とする。 
（１）公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に 
 供する建物をいう。なお、指定行政機関及び指定公共機関の管 
 理する建物は含まない。 
（２）その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 
（３）土蔵、物置等とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の 
 意味であって営業用の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、そ 
 の他の項目で取り扱う。 
（４）被害額の算出は、住家に準ずる。 

④ 
農 
業 
被 
害 

農   地 

 農地被害は、耕土の流出、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき
裂により、耕作に適さなくなった状態をいう。 
（１）流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10％以上が流 
 出した状態をいう。 
（２）埋没とはその筆における流入土砂の平均の厚さが、粒径 1mm 
 以下にあっては 2cm、粒径 0.25mm 以下の土砂にあっては 5cm 以上 
 土砂が堆積した状態をいう。 
（３）埋没等の等とは、地震による隆起、陥没または干ばつ等をい 
 う。 
（４）被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維 
 持するための最小限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害 
 は算入しない。 
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④ 
農
業
被
害 

農 作 物 

 農作物が農地の流出、埋没等及び浸冠水・倒状によって生じた被
害をいう。 
（１）浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間（24 時間以上）作 
 物等が地面に倒れている状態をいう。 
（２）倒状とは、風のため相当期間（24 時間以上）作物等が地面に 
 倒れている状態をいう。 
（３）被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであ 
 ろう金額を推定積算すること。 

農業用施設 
 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地
保全施設の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

共同利用施
設 

 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共
同作業場、産地市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、
家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施設の被害をいう。
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

営 農 施 設 
 農家個人所有に係わる農舎、畜舎、サイロ倉庫、尿留、堆肥舎、
農業機械類、温室、育苗施設等の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

畜 産 施 設  施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。 

そ の 他  上記以外の農業被害、家畜、果樹（果実は含まない）草地畜産物
等をいう。 

⑤ 
土
木
被
害 

河 川 
 河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止め又は沿岸を保
全するため防護することを必要とする 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

海   岸 
海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するこ
とを必要とする海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂 防 設 備 

砂防法第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法
が準用される砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とす
る程度の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

地すべり防
止施設 

 地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で
復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地崩
壊防止施設 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に
規定する急傾斜地防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害を
いう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道 路 
 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２
条の道路の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋 梁 

 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２
条の道路を形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の
被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

港 湾 
 港湾法第２条第５項に基づく水域、外かく施設、けい留施設等で
復旧工事を要する程度の被害をいう。 
（１）被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。 

漁 港 
 漁港法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重
要な輸送施設。 
（１）被害額の算出は，復旧に要する経費を計上すること。 

下 水 道  下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

公 園 
 都市公園施行令第３１条各号に掲げる施設（主務大臣が指定するもの（植栽・いけがき）

を除く。）で都市公園法第２条第１項に規定する都市公園に設けられたもの。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 
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⑥
水
産
被
害 

漁 船 

 動力船及び無動力船の沈没流失、破損（大破、中波、小破）の被
害をいう。 
（１）港内等における沈没は、引き上げてみて今後使用できる状態
であれば破損として取り扱う。 
（２）被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。 

漁 港 施 設 
 外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理
に属するもの。 
（１）被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。 

⑥
水 
産 
被 
害 

共同利用施設 

 水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で
漁業者の共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき
所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵
施設、干場、船揚場等をいう。 
（１）被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

その他施設  上記施設で個人（団体、会社を含む。）所有のものをいう。 
（１）被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

漁具（網）  定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。 
 （１）被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

水 産 製 品 
 加工品、その他の製品をいう。 
（１）被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであ
ろう金額を推定積算すること。 

⑦
林 
業 
被 
害 

林 地  新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

治 山 施 設  既設の治山施設等をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林 道  林業経営基盤整備の施設道路をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林 産 物 
 素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特殊林産物等をいう。 
（１）被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであ
ろう金額を推定積算すること。 

そ の 他 
 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設（飯場、作業路
を含む。）等をいう。 
（１）被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

⑧
衛
生
被
害 

水 道 
 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施
設及び配水施設をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

病 院  病院、診療所、助産所等をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

清 掃 施 設 
 ゴミ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

火 葬 場 
 火葬場をいう。 
（１）被害策の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑨
商
工
被
害 

商 業 
 店舗、商品、原材料等をいう。 
（１）被害額の算出は、被害をうけなかったとしたならば得たであ
ろう金額を推定積算すること。 

工 業 
 工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。 
（１）被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであ 
 ろう金額及び再取得価額又は復旧額とする。 

⑩公立文教被害 
 公立の小・中・高校の他、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、
幼稚園等をいう（私学関係はその他の項目で扱う。） 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑪社会教育施設 
被害 

 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑫社会福祉施設 
等被害 

 老人福祉施設、身体障がい者（児）福祉施設、知的障がい者（児）
福祉施設、児童母子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、
精神障がい者社会復帰施設をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 
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⑬
そ
の
他 

 

鉄 道 不 通  汽車、電車等の運航が不能となった程度の被害をいう。   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

鉄 道 施 設 
 路線、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

被 害 船 舶 

 ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行
不能となったもの及び流失し、所在が不明となったもの、並びに修
理しれなければ航行ができない程度の被害をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

空 港 
 空港法第４条第１項第５号及び第５条第１項の規定による空港
をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

水道（戸数）  上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数を
いう。 

電話（戸数）  災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数）  災害により停電した戸数のうち、ピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数） 
 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク
時の戸数をいう。 

ブロック塀
等 

 倒壊したブロック塀又石塀の箇所数をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

都 市 施 設  街路等の都市施設をいう。 
（１）被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

  上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 
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 第３節 災害広報・広聴計画 
                                                                                 
 災害時において町が行う報道機関、関係諸機関及び住民に対する災害情報の提供、並び 
に広報計画は本計画の定めるところによる。                                         
                                                                                 
１．広報資料の収集要領                                                           
  被災情報及び災害情報等の資料収集は、地区責任者（各町内会（区）長）並びに一般 
 住民その他関係機関と緊密な連絡により、被災者のニーズの把握に鋭意収集に努め、広 
 報資料の収集及び作成にあたるものとする。                                       
                                                                                 
２．災害情報等の発表方法                                                         
 （１）住民に対する広報                                                         

広報主管部 広報責任者 伝達方法 広 報 事 項 

 
 
 
 
 
 
 
地域政策対策
部 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
地域対策対策
部長 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
防災行政無線
広   報   車 
ホームページ 
臨時災害放送
局 ※１ 

 

 

 

 

 

 

（１）特別警報等に関すること。 
（２）災害の状況に関すること。 
  ア 被害の区域・状況に関すること。 
  イ 二次災害の危険性に関すること。 
（３）避難に関すること。 
   ア 高齢者等避難、避難指示に関する

こと。 
   イ 指定緊急避難場所・指定避難所に

関すること。 
（４）応急対策の状況に関すること。 
   ア 救護所の開設に関すること。 
   イ 交通機関、道路の復旧に関するこ 
      と。 
    ウ ライフラインの復旧に関するこ 
   と。 
（５）その他住民生活に必要なこと。 
   ア 給水、給食等の被災者生活支援に 
   関すること。 
   イ 医療機関等の生活関連情報に関す 
   ること。 
   ウ 防疫に関すること。 
  エ 廃棄物の処理に関すること。 
   オ 臨時災害相談所の開設に関するこ 
      と。 
   カ その他必要な情報 

  
上記伝達方法のほか、北海道防災情報システムのメールサービスや災害情報共有システ 

ム（Ｌアラート）を活用するとともに、インターネット・サーバー運営会社へ協力を求め 
ること等により、効果的な情報提供を努めるものとする。                             
                                                                                 
※１ 臨時災害放送局とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が 
  発生した場合、被災者への支援及び救助活動等の円滑な実施を確保するため、北海道 
  総合通信局が無償で臨時放送用ＦＭ装置を被災自治体に貸し出しを行うものです。   
                                                                                 
＜臨時災害放送用ＦＭ装置の主な仕様＞                                             
・送信可能周波数７６．１～８９．９ＭＨｚ（１００ｋHz間隔）                       
・送信出力１０W～１００W（無段階で設定可能）                                     
・定格入力電圧 AC１００V                                                          
・外形等搬送を容易とするため本体は分割可能                                       
 送信アンテナは設置時に組み立てる                                               
                                                                                 
＜連絡先＞                                                                       
 総務省北海道総合通信局防災対策推進室                                           
（直通電話） 011-747-6451                                                        
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 （２）報道機関に対する発表方法                                                 
    被災者の安否に関することなど、被災者等の権利利益を不当に侵害することのな 
   いよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い 
   応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り情報の提供を行うよう努めるもの 
   とする。 
広報主管部 広報責任者 伝達方法 広  報  事  項 
地域政策部 地域政策対策

部長 
口頭、文書  
（電子媒体
を含む）問い
合わせによ
る回答等 

・災害発生の日時及び種類 
・発生場所 
・被害の状況（交通、通信、火災、電気、
ガス、上下水道、道路、橋梁など公共施設
の被害状況） 
・高齢者等避難、避難指示の発令・解除状
況 
・災害救助法適用の有無 
・応急対策の状況、住民に対する指示事項 
・住民に対する注意及び協力要請事項等 

                                                                               
 （３）対策本部員に対する広報                                                   
       地域政策対策部は、災害状況の推移を対策本部員に周知し、各対策部に対し措置 

すべき事項及び伝達事項を連絡するものとする。                              
    
 （４）関係機関に対する広報                                                     
    地域政策対策部は、必要に応じて防災関係機関、公共的団体及び重要な施設の管 

理者に対し、災害情報を提供するものとする。                                
     
                                                                               
３．被災者相談所の開設                                                           
  被災者を支援するため、災害の状況に応じ「被災者相談所」を設け、担当は住民対策 
 部がこれにあたり、民生の安定に努める。                                         
                                                                                 
４．災害時における記録写真（動画）                                               
  災害時における記録写真の記録は、情報防災班及び消防署と相互に協力して行い、住 

民が保有する写真（動画）の提供について、協力を求めるものとする。             
  なお、部課等の主管施設等については、つとめて当該主管課等において行うものとす 
 る。                                                                           
                                                                                 
５．安否情報の提供                                                               
 （１）安否情報の照会手続                                                       
   ア 安否情報の照会は、照会者の氏名・住所（法人その他の団体にあってはその名 
    称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）や照会に係る被災者の氏名・住所 
    ・生年月日・性別、照会理由等を明らかにさせて行うものとする。             
   イ 安否情報の照会を受けた場合、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被 
    保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第 30条の 

44第 1項に規定する住民基本台帳カード等の本人確認資料の提示又は提出を求め 
ることなどにより、照会者が本人であることを確認するものとする。 

   ウ 安否情報の照会を受けた場合、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき 
    など一定の場合を除き、次の照会者と照会に係る者との間柄に応じて、適当と認 
    められる範囲の安否情報の提供をすることができるものとする。 

 照会者と照会に係る被災者との間柄 照会に係る被災者の安否情報   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(ｱ) 

・被災者の同居の親族 
（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関
係と同様の事情にある者その他婚姻の
予約者を含む。） 

・被災者の居所 
・被災者の負傷若しくは疾病の状況 
・被災者の連絡先その他安否の確認に 
必要と認められる情報 

(ｲ) ・被災者の親族((ｱ)でいう者を除く。) 
・被災者の職場の関係者その他の関係者 ・被災者の負傷又は疾病の状況 

(ｳ) 
・被災者の知人その他の被災者の安否情
報を必要とすることが相当であると認
められるもの。 

・被災者について保有している安否情 
報の有無 

    エ ウに関わらず、照会に係る被災者の同意があるときなどの一定の場合には、必
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要と認められる照会に係る被災者の居所、死亡・負傷等の状況等など安否の  
確認に必要と認められる限度において情報を提供することができるものとする。 

  
（２）安否情報を回答するに当たっての対応                                       
    安否情報を回答するときは、次のとおり対応するものとする。                 
   ア 被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消 
    防・救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及 
    ぼさない範囲において回答するよう努めるものとする。                       
   イ 安否情報の適切な提供のために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その 
    他の被災者に関する情報をその保有に当たって特定された利用の目的以外の目的 
    のために内部で利用することができるものとする。                           
   ウ 安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、町、消防機関、警察等と 
    協力して被災者に関する情報の収集に努めることとする。                     
   エ 被災者の中に配偶者からの暴力等を受けて加害者から追跡されて危害を受ける 
    恐れがある者等が含まれる場合にその加害者等に居所が知られることのないよう 
    当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。               
 
６．災害時の氏名等の公表 
  町は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、
積極的に情報収集を行うものとする。 

 
 

 第４節 避難対策計画 
 
 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、住民の生命及び身体を保護、災
害の拡大の防止のため、必要と認める地域住民に対し、町長等は、安全地域への避難のた
めの立ち退きの指示を実施する。また、指定避難所の開設並びに被災者の救出、収容、保
護に関する計画は次に定めるところによる。 
 特に高齢者等の避難行動要支援者への避難支援対策を充実・強化し、避難指示のほか、
避難行動要支援者の避難に関し高齢者等避難を必要に応じて伝達する。 
 
１．避難計画 
 （１）避難実施責任者 
   ア 町長 
     災害の危険がある場合は、必要と認める地域の居住者、滞在者、その他の者に 
    対し避難のための立ち退きを指示するとともに、合わせて立ち退き先を    
        指示する。この場合、次の事項を直ちに檜山振興局長に報告するものとし、避難 
    の必要がなくなったときもその旨を公表し、檜山振興局長に報告するものとする。 
     なお、町が避難のための立退きの指示、避難場所の指示、屋内での退避等の安 
    全確保措置の指示を行うことができない場合は、警察官又は海上保安官にその指 
    示を求めるものとする。（基本法第６０条） 
      ・発令者名 
      ・避難のための立退の指示 
      ・屋内での退避等の安全確保措置の指示 
      ・発令日時 
      ・発令の理由 
      ・避難先 
      ・避難対象区域 
   イ 警察官又は海上保安官 
     警察官又は海上保安官は、町長が指示するいとまがないとき、又は町長から要 
    請があったときに、町長が行うべき事項の指示を行い、必要と認める地域の居住 
    者等に対し、避難のための立退き又は屋内での避難等の安全確保措置の指示を行 
    うものとし、避難のための立退きを指示する場合に必要があると認めるときには、 
    その立退き先について指示することができる。 
     その場合、直ちにその旨を町長に通知するものとする。（基本法第６１条、警 
    察官職務執行法第４条） 
     また、災害による危険が急迫したときは、その場の危害を避けるため、その場 
    にいる者を退避させることができる。 
   ウ 水防管理者 
     洪水、津波又は高潮の氾濫により著しい危険が切迫している場合は、必要と認 
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    める地域の居住者、滞在者、その他の者に対し避難のための立ち退きを指示する 
    ものとし、水防管理者が指示した場合は、その旨警察署長に通知するものとする。 
    （水防法第２９条） 
 
 
 
 
   エ 自衛隊 
     災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しよ 
    うしている場合において、町、警察官又は海上保安官がその場にいない場合に限 
    り、次の措置をとることができる。 
     ・住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第４条） 
     ・他人の土地等への立入（警察官職務執行法第６条第１項 
     ・警戒区域の設定等（基本法第６３条第３項） 
     ・他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法６４条第８項） 
     ・住民等への応急措置業務従事命令（基本法６５条第３項） 
   オ 知事又はその命を受けた道の職員 
     洪水若しくは高潮の氾濫若しくは地すべりにより、著しい危険が切迫している

と認められるとき、又はその可能性が大きいと判断されるときは、避難のため立
退きが必要であると認められる区域の居住者に対し立退きの指示をすることが
できる。 

     また、知事（檜山振興局長）は、洪水、高潮、地すべり以外の災害の場合にお
いても、町が行う避難、立退きの指示について必要な指示を行うことができる。 

     知事は、災害発生により町が避難のための立退きの指示に関する措置    
 ができない場合は、市町村長に代わって実施する。（基本法第６０条・第７２条、 
 水防法第２９条、地すべり等防止法第２５条） 
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別表１ 避難指示の実施責任者                                              

 

実 施 者 

 

 

指示区分 

 

災害の種類、内容 

 

 

根   拠 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 町   長 指   示 災害全般 基本法第 60 条 

警 察 官 指   示 
災害全般。町長が指示がで
きないとき。または町長か
ら要請があったとき。 

基本法第 61 条 
警察官職務執行法第 4 条 

 

 海上保安官 

 

 

指   示 

 

 

同上 

 

 

基本法第 61 条 
警察官職務執行法第 4 条 

知事又はその
命を受けた道
の職員、水防
管理者 

指   示 洪水、津波又は高潮の氾濫 基本法第 60 条・第 72 条 
水防法第 29 条 

知事又はその
命を受けた道
の職員 

指   示 地すべり 地すべり等防止法第 25
条 

自 衛 官 指   示 

災害全般。災害派遣を命じ
られた部隊の自衛官は、災
害が発生し、又はまさに発
生しようとする場合、町、
警察官及び海上保安官が
その場にいない限り、避難
等の指示を行うことがで
きる。 

自衛隊法第 94 条 
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別表２ 警戒区域の設定権者                                                      
実 施 者 災害の種類 内容（要件） 根   拠         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

町      長 災害全般 

災害が発生し、又は災害が
まさに発生しようとして
いる場合で、人の人命又は
身体に対する危険を防止
するため、特に必要がある
と認めるとき。 

基本法第 60 条 

警 察 官 指   示 

同上の場合において、町長
若しくはその委任を受け
た町の吏員が現場にいな
いとき、又はこれらのもの
から要求があったとき。 

基本法第 61 条 

海上保安官 指   示 同上 基本法第 61 条 

消防吏員又は
消防団員 水災を除く 

災害全般災害の現場にお
いて、活動確保を主目的に
設定する。 

消防法第 28 条 
消防法第 36 条 

水防団長、水
防団員又は消
防機関に属す
るもの 

洪水、高潮 
水防上緊急の必要がある
場合において。 水防法第 14 条 

＊警察官は消防法第 28 条、第 36 条、水防法第 14条の規定によっても、第 1 次的な設定権
者が現場にいないか、又は要求があったときは警戒区域を設定できる。                  
                                                                                
（２）避難の基準                                                 
   町は、住民の一人ひとりの避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供するため 
  、次の考え方により、行うものとする。                                         
   ア 区分、発令時の状況                                                     

警戒レベル 状況 住民がとるべき行動 行動を促す情報 

５ 災害発生又は切迫 命の危険 直ちに安全確保 緊急安全確保※１ 

警戒レベル４までに必ず避難 

４ 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示 

３ 災害のおそれあり 危険な場所から高齢者等は
避難※２ 

高齢者等避難 

２ 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報 
（気象庁） 

１ 今後気象状況悪化
のおそれ 

災害への心構えを高める 早期注意情報（気象庁） 

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル
５は必ず発令されるものではない 

 ※２ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めた
り危険を感じたら自主的に避難するタイミングである 

 
イ 発令の際の判断基準                                                     

     避難のための立退きの指示又は屋内での退避等の安全確保措置の指示を   
    行うにあたっては、次の事項により総合的に判断するものとする。             
     なお、判断基準は、災害の種別毎に定めることとし、具体的事項は、避難情報

の発令判断・伝達マニュアルにより、運用することとする。 
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    ① 災害情報の多くの専門的知識を有している関係機関（地方気象台、国、道） 
     から判断に必要な災害に関する情報等の助言を求める。                     
    ② リアルタイムで入手できる防災気象情報等により、最新の状況を把握する。 
      気象庁：防災情報提供システム、国土交通省：川の防災情報               
    ③ 住民からの災害（予兆）情報                                           
    ④ 防災関係機関からの災害情報                                           
 
 （３）避難指示の伝達方法                                               
    避難指示を行う場合は避難上の注意をわかりやすく行うものとし、避難指示等の

発令にあたって対応する警戒レベルを明確にすること。伝達内容は次のとおりとす
る。                                                 

    ア 伝達事項                                                               
    ① 避難の区分                                                           
    ② 避難先とその場所                                                     
    ③ 指定避難所への経路 
    ④ 避難指示又は屋内での安全確保の措置の指示又は高齢者等避難の理由 
    ⑤ 避難時の注意事項                                                     
     ・避難後の戸締まり、火気の始末について                                 
     ・必要に応じた家屋の補強と、家財道具類の安全な場所への移動             
     ・服装、携帯品類の指示（帽子、手袋、雨合羽、防寒用具、軽食料類、懐中電 
     灯、携帯ラジオ、着替え、ちり紙、タオル、薬手帳、携帯電話等）           
   イ 伝達方法                                                               
    ① 防災無線による伝達 町の防災行政無線による。                         
    ② 広報車による伝達  町広報車、消防広報車、消防自動車、警察関係者など 
               による。                                           
    ③ 電話による伝達   電話により、住民組織等に通報し周知徹底を図る。   
       ④ 伝達員等による個別伝達 地区責任者が町内会組織を利用して個別に伝達す 
                  る。 
    ⑤ 北海道防災情報システム 予め登録した携帯電話への電子メールによる配信 
    ⑥ 避難行動要支援者名簿  名簿を活用し、避難支援者等により確実な伝達を 
                  図る。 
 （４）指定避難所の開設・運営 
   ア 指定避難所は資料編に定めるところとし、災害の状況・規模等により開設する。 
   イ 指定避難所を開設し収容したときは、住民対策部の班員の中から対策本部長が 
    選任した者を派遣し、駐在させ、その者を避難所の責任者とする。 
     なお、派遣が困難な場合は、現地での対応を行うよう協力を要請する。 
      ウ 指定避難所責任者の執務要領 

①  避難所責任者は、被災者を誘導する際、地域政策対策部長等の指示に従うも
のとする。 

②  避難所責任者は、避難所を安全性や良好な居住性の確保に必要な措置を講ず 
るよう努め、住民避難の実態を把握し、保護する任にあたり、対策本部に迅速 
に情報報告を行うとともに、連絡を常に緊密に行わなければならない。 

③  災害の状況等により適当でないと認められる場合は、本部に報告し指示を受 
ける。 

④  避難所内の生活環境については特に留意し、必要な措置を講ずるときは上司 
に報告する。 

      なお、避難が長期化する状況に応じて、プライバシー確保、入浴施設設置、 
     洗濯、医師や看護師等による巡回、暑さ・寒さ対策、ゴミの処理、避難者の健 
     康状態等の把握に努め必要な措置を講ずるよう努める。 
    ⑤ 給食、その他物資の配分については統制を保ち、かつ、公平に行う。 
    ⑥ 避難所の運営にあたっては努めて融和を図り、被災者の精神的負担をやわら

げられるようにする。 
      また、要配慮者へのニーズの把握に努めるものとする。 
    ⑦ 避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 
    ⑧ 避難所の運営においては、女性の参画を推進し、男女のニーズの違い男女双 
     方の視点に配慮し、女性専用の洗濯物干し場・更衣室・授乳室の設置、女性特 
     有の用品等の女性による配布、巡回警備等の避難所の安全確保、子育て家庭の 
     ニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 
    ⑨ 避難所責任者は常に本部と連絡を密にし、その使命の万全を期する。 
    ⑩ 避難所における生活環境を良好なものとするよう実態とニーズの把握に努め
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るとともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため、段ボールベッド
の早期導入や衛生面に優れたトイレの配備を行うとともに、専門家等との定期
的な情報交換に努めること。 

    ⑪町は、避難所における食事については、食物アレルギー等に配慮し、避難生活
が長期化した場合には、メニューの多様化や栄養バランス等を考慮して、適温
食を提供できるよう、管理栄養士等の協力を得ながら、ボランティア等による
炊き出しや地元事業者からの食料等の調達の他、給食センターを活用するな
ど、体制の構築に努めるものとする。 

    ⑫町は、被災地において感染症の発生、拡大が見られる場合は、防災担当部局と
保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努め
るものとする。 

    ⑬町は、指定避難所における感染症対策のため、避難者等の健康状態を確認する
とともに、十分な避難スペースを確保し、定期的に換気を行うなど避難所の衛
生環境を確保するよう努めるものとする。 

        ⑭災害の規模に応じ、町内の旅館等宿泊施設への移動について、町は検討し、 
     協力を要請するものとする。 
           また、町外への広域一時滞在が必要であると認めた場合は、檜山振興局へ被 
     災者の受け入れの協議を行うものとする。 
    ⑮避難所収容者名簿、報告書等を整理し、閉鎖後直ちに本部に提出する。 
   エ 檜山振興局への報告 
     地域政策対策部長は、避難所責任者よりの情報連絡等に基づき次の事項を檜山 

振興局に報告するものとする。 
    ① 避難所開設の日時、場所及び施設の名称 
    ② 収容状況、収容人員 
    ③ 炊き出し等の状況 
    ④ 開設期間の見込み 
   オ 避難の方法 
     避難誘導は、町職員、消防職団員、警察官、その他その指示権者の命を受けた 
    職員があたり、人命の安全を第一にし、住民の協力を得ながら円滑な避難のため 
    の立退きを指示する。 
     特に自力避難が困難な避難行動要支援者に関しては、平時に実態把握、支援体 
    制の整備に努め、危険が切迫する前に避難できるよう配慮する。 
     また、災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難時の周囲の状況等

により、指定避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「近隣の安全な
場所」への避難や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるよ
うに努めるものとする。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合
においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対
して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。 

    ① 避難順位 
      要配慮者を優先させるものとする。 
    ② 移送の方法 
      自力で避難できない者、病院の入院患者、社会福祉施設収容者子供等及び避 
    難の途中で危険がある場合等の避難については、車両・船艇その他適宜な方法 
    により移送を行うものとする。 
   カ 要配慮者のため、必要に応じて指定福祉避難所を開設するものとする。指定避

難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施
設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。 

   キ 指定避難所ごとに受け入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず
食事のみ受取りに来ている被災者、車中泊の被災者等に係る情報を早期に把握す
るとともに、やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者等に係る情
報の把握に努めるものとする。 

   ク 車中泊による避難を受け入れる場合は、トイレの確保や医療・保健関係者等と
連携して、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒等への予防対処策の周知、
冬期間の寒さ対策など健康への配慮を行うものとする。 

        また、安全対策や避難所施設の利用ルール、各種情報や食事等支援物資の提供
方法などについてあらかじめ規定し、円滑な避難所運営ができる体制の構築に努
めるものとする。 

 （５）避難行動要支援者の避難行動支援 
      ア 避難行動要支援者の避難支援   
          町は、平常時から名簿の情報を提供することに同意した者については、名簿情 
        報に基づいて避難支援を行うとともに名簿情報を提供することに不同意であった 
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        者についても、可能な範囲で避難支援を行うよう支援関係者に協力を求める。 
         なお、支援を行うにあたっては、支援関係者の安全確保、名簿情報の提供を受 
        けた者に係る守秘義務等に留意する。 
     また、庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても要配慮者の安全の確保等 
    に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒体の両方で保管する等、名簿情報及び個 
    別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 
      イ 要支援者の安否確認 
          避難行動要支援者名簿により、災害発生後、速やかに要支援者の所在等の安否 
       の確認を行うものとする。 
      ウ 避難所以降からの要支援者への対応 
        避難行動後、避難支援関係者は、避難所の責任者に要支援者の状況等を引き継 
       ぐものとし、福祉サポートが必要と認められた場合は、次の措置を講ずる。 

① 福祉避難所（二次避難所、福祉サポートの対応が可能な施設）への移動 
② 国保病院への移送 

         ③ 島外の医療機関等への移送 
      エ 応急仮設住宅の優先的入居 
        町は、応急仮設住宅への入居にあたり、要配慮者の優先的入居に努めるものと 
       する。 
      オ 在宅者への支援 
        町は、要配慮者が自宅での生活が可能と判断した場合や本人の意志により自宅 
       での生活を希望した場合、その生活実態を把握し、必要に応じ援助活動を行うよ 
       う努めるものとする。 
      カ 応援の要請 
        町は、福祉避難所での福祉サポートや在宅者への支援に係る活動のため、必要 
       な人員が不足していると認められる場合は、道に対し応援を要請する。 
 
 （６）避難措置における連絡、助言 
   ア 連絡 
     町は、法律又は防災計画の定めるところにより、避難の措置を行った場合には、

その内容について相互に通報・連絡するものとする。 
   イ 助言 

① 町は、避難のための立退き又は緊急安全確保措置の指示を行うに際して、必
要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有している札幌
管区気象台及び地方気象台、河川事務所等、国や道の関係機関から、災害に
関する情報等の必要な助言を求めることができるものとする。 

② 町は、避難指示等を発令する際に必要な助言を求めることができるよう、国
や道の関係機関との間でホットラインを構築するなど、災害発生時における
連絡体制を整備するよう努める。さらに、避難指示等の発令に当たり、必要
に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切
に判断を行うものとする。 

 
 （７）広域避難 
   ア 広域避難の協議等 
     町は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、当該町の区域外への広域的な避難、

指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合は、広域避
難に係る協議等を行う事ができるものとする。 

   イ 道内における広域避難 
     町は、道内の他の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合には、

当該市町村に対して直接協議を行うものとする。 
   ウ 道外への広域避難 

① 町は、他の都府県の市町村への広域的な避難等が必要であると判断した場合
には、道に対し当該他の都府県との協議を求めるものとする。 

② 町は、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、①によらず、知事に報告
した上で、自ら他の市町村に協議することができるものとする。 

   エ 町は指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも
供することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることが
できる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

   オ 町は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適
切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

 
 （８）広域一時滞在 
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   ア 道内における広域一時滞在 
① 災害発生により、被災住民について、道内の他の市町村における一時的な滞

在（以下、「道内広域一時滞在」という。）の必要がある場合は、道内の他
の市町村長（以下、「協議先市町村長」という。）に被災住民の受入れにつ
いて、協議を行う。なお、適当な協議の相手方を見つけられない場合等は、
知事に助言を求めるものとする。 

② 道内広域一時滞在の協議をしようとするときは、あらかじめ檜山振興局長を
通じて知事に報告する。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは協
議開始後、速やかに、報告するものとする。 

③ 道内広域一時滞在の協議を受けた場合は、被災住民を受け入れないことにつ
いて正当な理由がある場合を除き、指定避難所を提供し、被災住民を受け入
れるものとし、受入決定をしたときは、直ちに指定避難所の管理者等の被災
住民への支援に関係する機関に通知するとともに、速やかに、避難を認める
市町村長に通知する。なお、必要に応じて、知事に助言を求めるものとする。 

④ 協議先市町村長より受入決定の通知を受けたときは、その内容を公示し、及
び被災住民への支援に関係する機関等に通知するとともに、知事に報告す
る。 

⑤ 道内広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を
協議先市町村長及び指定避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する
機関に通知し、内容を公示するとともに、知事に報告する。 

⑥ 協議元市町村長より道内広域一時滞在の必要がなくなった旨の通知を受け
たときは、速やかに、その旨を指定避難所の管理者等の被災住民への支援に
関係する機関に通知する。 

 
   イ 道外への広域一時滞在 

① 災害発生により、被災住民について、道外における一時的な滞在（以下、｢道
外広域一時滞在｣という。）の必要があると認める場合は、知事に対し、他
の都府県知事（以下、｢協議先知事｣という。）に対し、被災住民の受入れに
ついて協議することを求めることができるものとする。 

② 知事より受入決定の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、指
定避難所の管理者等の被災住民への支援に関係する機関に通知する。 

③ 道外広域一時滞在の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を
知事に報告し、及び公示するとともに避難所の管理者等の被災住民への支援
に関係する機関に通知する。 

 
   ウ 広域一時滞在避難者への対応 
     町村は、広域一時滞在により居住地以外の市町村に避難した被災住民に必要な

情報や物資等を確実に送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有す
るなど、避難先の市町村との連携に配慮する。 
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 第５節 救助救出計画 
 
 災害によって生命又は身体に危険が及んでいる者等の救助救出については、本計画の定
めるところによる。 
 なお、奥尻町をはじめとする救助機関は、迅速な救助活動を実施するとともに、活動に
あたっては各機関相互の情報交換、担当区域の割り振りなど円滑な連携のもとに実施する 
 また、被災地の住民や自主防災組織等は、可能な限り救助活動に参加し、被災者の救出
に努める。 
 
１．実施責任 
 （１）北海道警察 
    被災地域において生命又は身体に危険が及んでいる者等の救助救出を実施する。 
  （２）第一管区海上保安本部 
     海上における遭難者の救助救出を実施する。 
 
  （３）北海道 
     道は、市町村を包括する機関として、広域的、総合的な調整を行うとともに、市 
    町村から救助救出について応援を求められ、必要があると認めた時は、その状況に 
    応じ防災関係機関の協力を得て適切な措置を講ずる。 
     また、市町村のみでは実施できない場合の救助救出を実施する。 
  （４）市町村（消防機関） 
     市町村（救助法を適用された場合を含む。）は、災害により生命又は身体に危険 
    が及んでいる者等をあらゆる手段を講じて早急に救助救出し、負傷者については、 
    速やかに医療機関又は日本赤十字社北海道支部の救護所に収容する。 
 
２．救助救出活動 
 （１）被災地域における救助救出活動 
    市町村及び北海道警察は、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連携のもとに被災 
    地域を巡回し、救助救出を要する者を発見した場合は、資機材を有効活用するとと 
    もに、救助関係機関及び住民の協力を得て、被災者の救助救出活動を実施する。 
    特に、発災当初の７２時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であ 
    ることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に 
    配分するものとする。 
 （２）海上における救助救出活動 
    第一管区海上保安本部は、海上災害が発生した場合、速やかに巡視船艇及び航空 
    機により海上における遭難者の救助救出を実施する。 
 （３）災害対策現地合同本部 
    大規模災害が発生し、被災者の救助・救出等の応急対策を迅速かつ適切に実施す 
    るため必要と認められる場合は、第１章第１節防災組織の定めるところにより、設 
    置する。 
 
 

 第６節 食料供給計画                                                   
                                                                                 
 災害時における、被災者及び応急措置従事者に対して供給する食料の確保と配給の実施 
方法及び供給手続き等は本計画の定めるところによる。                               
                                                                                 
１．主要食料供給計画                                                             
 （１）実施責任者                                                               
    被災者及び災害応急対策従事者に対する主要食料の供給は、町長（住民対策部） 
   が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は知事の委任を受けて町長が実施す 
   る。                                                                       
 （２）食料の確保                                                               
    町長は、災害時に炊き出し等の食料については、「災害時における食料品の売買  
   に関する覚書」に基づき優先的に食料の確保ができる体制を整えているが、必要な 
   食料を町内で確保が困難な場合、檜山振興局長を通じ知事に要請するものとする。 
   （３）食料の輸送にあたって、車両等の輸送施設及び労務者を必要とする場合は、第  
   ３章第１８節輸送計画、第１９節労務供給計画により措置する。                 
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 奥尻町における炊き出し用食料品の提供元                                         

提供元小売店 住所 優先的に提供される主な食料品          
         
         
         
         
         
        
         
         

二印 西本商店 字青苗 

米、調味料（味噌、しょう油）、副食品（缶詰類） 
(有)辺見商店 字青苗 

森田商店 字青苗 

（株）加賀谷商店 字奥尻 

 
２．炊き出し計画 
 （１）実施責任者 
    被災者及び災害応急対策従事者に対する炊き出しは町長（住民対策部）が行う。 
   ただし、災害救助法が適用された場合は知事の委任を受けて町長が行う。 
 （２）炊き出しの対象者 
    炊き出しの対象者は、概ね次に掲げるもので町長が必要と認めた場合に行う。 
   ア 避難所に収容された者 
   イ 住家の被害が全壊、全焼、流失、半壊、半焼また床上浸水等であって炊事の 
    できない者 
   ウ 災害応急対策従事者 
   エ その他、ライフラインの破損により一時的に通常の生活ができない者 
 （３）炊き出しの協力団体 
    炊き出しは、日本赤十字奉仕団、自主防災組織、民間事業者、ボランティア等の 
   関係団体に協力を要請する。 
    また、必要がある場合は、知事（檜山振興局長）に対し、自衛隊の派遣を要請す 
   る。 
 （４）現場責任者の配置 
    炊き出しを実施する場合、住民対策部長は当該部員の中から選任した者を現場責 
   任者として派遣、駐在させ炊き出しの指揮監督にあたらせるものとし、必要に応じ 
   て他の対策部から応援を得るものとする。 
 （５）炊き出しの要領 
    献立は栄養価を考慮するが、被災状況により食品等が確保されるまでは、パン類、 
   あるいは握り飯と漬け物及び缶詰等を配給するものとする。炊き出しの実施にあた 
   っては、食品衛生には常に最善の注意をすることとする。 
 （６）炊き出しの施設 
    炊き出しに使用する施設は、第３章第４節避難対策計画に掲げる指定避難所の施

設とし、対象者数等により、当該施設のみで実施することが困難であると予想され
る場合には、現場責任者は、住民対策部長の指示を仰ぎ適宜その他の施設を使用す
るものとする。 

 
３．副食、調味料等供給計画 
 （１）災害時における炊き出し給与のための調味料（みそ、しょうゆ等）及び副食品 
   （缶詰類）、あるいは乳幼児のミルク類の調達は町長（住民対策部）が行う。 
    それらの副食品が町内において調達が不可能であり、若しくは必要数量を満たし 
   得ぬ場合は、物資調達について関係事業者に委託とするか、又は住民対策部が自ら 
    物資調達班を編成して確保に努めるものとする。 
 （２）町に対し、災害救助法が適用されたときは、町災害対策本部を通じ、一世帯あた 
   りの食塩１kg 又は精製塩１ｋｇを交付する。 
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 第７節 衣料、生活必需品その他物資供給計画 
 
 被災者に対する衣料品、寝具、その他生活必需品の確保と供給を迅速、確実に行うため 
の対象者の基準、調達の方法、給与又は貸与の方法等は本計画の定めによる。 
 
 
１．実施責任者 
  被災者に対する被服、寝具、その他生活必需品の給与または貸与は町長が行う。ただ 
し、災害救助法が適用された場合は知事の委任を受けて町長が実施する。 

  なお、救助法が適用されない場合の被災者に対する物資の供給は、その都度、町長が 
実施する。 

 （１）物資の調達 
   ア 町内で調達が困難となったときは、檜山振興局長に協力を求めるものとする。 
   イ 生活必需品を取り扱う小売店等の事業者とで調達に関する協定締結を推進し、 
    迅速な調達ができるよう努めるものとする。 
 
２．給与又は貸与の対象者 
  給与又は貸与の対象者は、おおむね次のとおりとする。 
 （１）災害による住家の被害を受けた者（住家の被害程度は、全壊、全焼、流失、半壊 
   及び床上浸水とする。） 
 
 （２）災害により被服、寝具、その他生活必需品を失い、あるいはき損し、しかも資力 
   の有無に関わらずこれらの物品を直ちに入手することができない状態にあり、日 
   常生活を営むことが困難であると認められた者 
 
３．給与又は貸与の方法 
 （１）担当対策部 
    救援物資の給与及び貸与については、住民対策部が担当することとする。 
 （２）衣料等物資の供給範囲 
      災害のため供給する衣料等物資は、次に掲げるもののうち必要と認める最小限度 
   のものとする。 
   ア 寝具     就寝に必要な最小限度の毛布及び布団等 
   イ 外衣     普段着で作業衣、婦人服、子供服、防寒コート等 
   ウ 肌着     じゅばん、シャツ、ズボン下、パンツ等 
   エ 身の回り品  タオル、手拭い、長靴、運動靴、防寒手袋、靴下等 
   オ 炊事採暖道具 なべ、釜、包丁、ガス器具、ストーブ類 
      カ 食器     茶碗、汁椀、皿、はし等 
   キ 日用品    石鹸、ちりかみ、トイレットペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉等 
   ク 衛生用品   マスク、消毒液 
      ケ 光熱材料   マッチ、ローソク、薪、木炭、プロパンガス、灯油等 
   コ その他    スコップ、除雪用具、ポリタンク、バケツ等 
   サ 日常生活に欠くことができないと認められるもの 
 （３）数量及び期間 
    被害状況及び世帯構成人員に応じて一時的に急場をしのぐ程度の被服、寝具、そ 
   の他生活必需品を災害発生の日からおおむね１０日間とし、その状況によりその都 
   度町長が定めるものとする。 
 （４）地区別の取扱者の決定 
    給与及び貸与物品の取扱いを適正に行うため、地区毎に取扱者及び取扱責任者を 
   おくものとし、取扱者に民生委員、関係団体、町内会（区）長に協力を要請する。 
 （５）配給経路及び方法、集積場所の確保 
   ア 給与及び貸与物資は、被害状況別、指定避難所別、世帯別に配給計画をたてて

支給する。 
   イ 物資の輸送は、本部からの配車を受けて行う。 
     なお、物資の輸送が困難な場合、関係機関に協力を要請する。 
 （６）給与及び貸与台帳の整備 
    被災者に対し、給与又は貸与を行った場合は「給与及び貸与台帳」によりその 
   内容を明確に記録するものとする。 
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４．防災資機材の整備 
  災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとともに、非常用発電機の整備のほか 
積雪・寒冷期において発生した場合の対策として、暖房器具・燃料等の整備に努める。 

 
５．救援物資の取扱い 
  町に送付された救援物資の取扱いは、住民対策部が担当するものとし、受付の記録、 
 保管、被災者への配分等は町長の指示するところにより、その状況に応じて適切、正確 
 かつ公正に行うこととする。 
 （１）集積場所 
   ア 物資の保管を行う集積場所は、十分な保管スペースが確保できる体育館等の施 
    設とし、物資の個数把握は、一元的な管理を行い、指定避難所からのニーズに即 
    応できるよう行うものとする。 
   イ 物資の受入、仕分け等の多数の人員が必要なときは、関係団体、ボランティア 
    等へ協力を要請する。 
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 第８節 給水計画                                                        
                                                                                 
 給水施設が被災し、又は飲料水が汚染して通常の供給が不可能となった場合、住民に必 
要最小限の飲料水を供給し、住民の保護を図るための応急給水は、本計画の定めるところ 
による。                                                                         
                                                                                 
１．実施責任者                                                                   
  飲料水の応急計画は、町長（建設水道対策部）が実施する。ただし、災害救助法が適 
用された場合は知事の委任を受けて町長が行う。                                   

    
                                                                                 
２．補給水利の種別                                                               
  補給水利は町内各河川及び湧水利用施設とするが、水質検査等を実施した上で安全確 
 保の後、供給する。なお、平常時主要水道施設に貯水されている飲料水は別表１のとお 
 りである。                                                                     
                                                                                 

別表１ 主要水道施設 
                                                                                 
  奥尻町簡易水道事業                               令和５年６月現在 

施 設 名 住  所 計画人口 
(人) 

計画水量 
(日／ｍ３) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

青苗地区浄水場 奥尻町字青苗 ９５５ ６８０ 

奥尻地区浄水場 奥尻町字奥尻 ８６７ ５５０ 

米岡地区浄水場 奥尻町字米岡 ２８ ４０ 

合計 １，８５０ １，２７０ 

 町内会等で管理している施設については、資料編に示すとおりである。 
 
３．給水の方法 
 （１）消防タンク車による給水 
    補給水源により消防タンク車を利用して取水し、適量の次亜塩素酸ソーダを投入 
   して被災者に給水する。 
    この場合、消防タンク車の使用に当たっては、事前にタンク内の清掃及び消毒を 
   行う。 
   ※ 消防タンク車 2,000ℓ  ２台 
 （２）家庭用井戸による給水 
    家庭用井戸について水質検査を行い、飲料水として適当と認めたときは、その付 
   近の被災者に飲料水として供給する。検査の結果が飲料水として適さない水質の時 
   は、ろ過及び次亜塩素酸ソーダの投入を行い、飲料水として確保する。 
 （３）対象者及び給水量 
    災害のため水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が汚染し、又は枯渇する 
   ため、飲料水が得られない者に対し、一日１人３ℓ を供給する。 
 （４）医療施設、社会福祉施設、指定避難所への給水 
    医療施設、社会福祉施設、指定避難所については、多量の飲料水が必要なことか

ら、給水にあたっては、特に配慮を行うものとする。 
 
４．応急給水等における応援要請 
  町長は、大規模災害等により自力で飲料水の供給を行うことが困難な場合は、災害時 
における水道施設被害に係る相互応援に関する覚書に基づき、応急給水及び水道施設の 
迅速な復旧のため、支援要請を行うものとする。 
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 第９節 住宅対策計画 
 
 災害により住家を失った被災者に対する応急仮設住宅の建設及び災害による被害住家の
応急修理を行い、居住の安定を図るため、次の計画により実施する。 
 
１．実施機関 
  被災者に対する応急仮設住宅の建設及び応急修理は、町長が実施する。 
  なお、救助法が適用され知事の委任を受けた場合は、町長が実施するものとする。 
 
２．実施の方法 
 （１）指定避難所 
        町長は、必要により住家が被害を受けて居住の場所を失った者を収容保護するた 
   め、公共施設等を利用し、指定避難所を開設するものとする。 
 （２）公営住宅等への入居斡旋 
    町長は、必要により被災者の一時的な住居の安定を図るため、公営住宅等に空き 
   家がある場合には、被災者を公営住宅等に入居させることができるものとする。 
    なお、災害時に斡旋が円滑に行えるよう、公営住宅、民間賃貸借住宅等の空き家 
   の状況の把握に努めるものとする。 
 （３）入居対象者 
   ア 住家の全焼、全壊又は流失した者 
   イ 居住する住居がない者  
      ウ 自らの資金では住宅を確保できない者で、次に該当する者 
    ① 生活保護法の被保護者及び要保護者 
    ② 特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障がい者、 
    勤労者、小企業者等 
 （４）入居に係る優先順位 
    被災者の資力、家族構成等、生活条件を考慮の上、優先順位を定めるものとする。 
 （５）規模、構造、存続期間及び費用 
   ア 応急仮設住宅の標準規模は、一戸（室）につき 29.7 平方ﾒｰﾄﾙを基準とする。構 
    造は、原則として軽量鉄骨組立方式による 2～6 戸の連続建て若しくは共同建てと 
    し、その仕様は、「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。 
     ただし、被害の程度その他必要と認めた場合は、一戸建て又は木造住宅により 
    実施する。 
   イ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事（又は、借上げに係る契約の締結） 
    を完了した後、3月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、2年以内とするこ 
    とができる。 
     ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関 
    する法律に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、更に 
    期間を延長することができる。 
   ウ 費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 
 （６）建設戸数 
    原則、上記（３）入居対象者全て入居ができる戸数を建設とするが、被災者の入 
   居ニーズを早期に把握し、必要な戸数を建設するものとする。 
 （７）応急仮設住宅の建設 
        原則として北海道知事が行うが、事前に北海道知事から委任を受けた場合は、町 
   長が行うものとする。 
 （８）建設予定地 
    災害時、迅速な建設を行うため、予め候補地を選定しておくものとする。 
   ア 町有地 
   イ 国有地 
   ウ 民有地 
 
３．住宅の応急修理 
 （１）応急修理を受ける者 
   ア 住宅が半焼又は半壊し、当面の日常生活を営むことができない者 
   イ 自らの資力では応急修理ができない者 
   ウ その他、町長が特に必要と認めた者 
 （２）応急修理実施の方法 
    応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行うものとする。 
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 （３）応急修理の範囲、費用 
   ア 応急修理は、 居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことができない部分及び 
    冬期の防寒上支障がある部分の応急修理に限る。 
      イ 費用は、救助法及び関係法令の定めるところによる。 
 
４．応援の要請 
  応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理については、建設業者及び業界団体等の協力 
を求めるものとする。 

     
５．災害公営住宅の整備 
 （１）整備基準  
     災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号の１以上に達し 
   た場合に減失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため国から補助を受け 
   て整備し、入居させるものとする。 
   ア 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害の場合 
    ① 被災地全域の減失戸数が 500 戸以上のとき 
    ② 1市町村の区域内の減失戸数が 200 戸以上のとき 
    ③ 減失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の 1割以上のとき 
   イ 火災による場合 
    ① 被災地域の減失戸数が 200 戸以上のとき 
    ② 減失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の 1割以上のとき 
 （２）整備及び管理者 
    災害公営住宅は、町が整備し、管理するものとする。 
    ただし、知事が道において整備する必要を認めたときは道が整備し、整備後、公 
   営住宅法第 46 条の規定による事業主体の変更を行って建設地市町村に整備し、管理 
   は建設地市町村が行うものとする。 
 （３）整備管理者等の基準 
    災害公営住宅の整備及びその管理は、おおむね次の基準によるものとする。 
   ア 入居資格者 

① 当該災害発生の日から 3年間は、当該災害により住宅を失った者 
② 月収 214,000 円以下(当該災害発生の日から 3年を経過した後は、158,000 円) 
で事業主体が条例で定める金額を超えないこと） 
③ 現に同居し又は同居しようとする親族があること。 
④ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

   イ 構造 
     再度の被災を防止する構造とする。 
   ウ 整備年度 
     原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度 
   エ 国庫補助 
    ① 建設、買取りを行う場合は、当該公営住宅の建設、買取りに要する費用の 
     2/3 
      ただし、激甚災害の場合は 3/4 
    ② 借上げを行う場合は、住宅共用部分工事費の 2/5 
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 第１０節 被災建築物安全対策計画                                   
                                                                                 
 被災建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止するための 
安全対策に関する計画は、次のとおりである。                                       
                                                                                 
１．応急危険度判定の実施                                                         
  地震により被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知らせる応急 
 危険度判定を実施する。                                                         
 （１）実施体制                                                                 
    道及び奥尻町は、北海道震災建築物応急危険度判定要綱に基づき、建築関係団体 
   等の協力を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度判定活動を行う。 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
※１ 地域建築関係団体：被災地を含む管内で構成する地区協議会の会員である建築関係 
  団体                                                                         
※２ 全地区建築関係団体：全道連絡協議会の会員である建築関係団体 
２．基本的事項                                                                   
  （１）判定対象建築物                                                           
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     原則として、全ての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限 
    定することができる。                                                       
  （２）判定開始時期、調査方法                                                   
     地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により、被災建築物の危険性 
    について、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。 
  （３）判定の内容、判定結果の表示                                               
     被災建築物の構造駆体等の危険性を調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」

の３段階で判定を行い、３色のステッカー（赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査
済」）に対処方法等の所要事項を記入し、当該建築物の出入り口等の見やすい場所
に貼付する。 

なお、３段階の判定の内容については、次のとおりである。 
判定結果 ステッカーの色 判  定  内  容   

  
  
  
  
  

危険 赤 
建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合 
であり、使用及び立ち入りができない。 

要注意 黄 建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意するこ 
とにより立ち入りが可能である。 

調査済 緑 建築物の損傷が少ない場合である。 

 （４）判定の効力                                                               
    行政機関による情報の提供である。                                         
 （５）判定の変更                                                               
    応急危険度判定は応急的な調査であること、また、余震などで被害が進んだ場合 
   あるいは適切な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。 
３．石綿飛散防災対策                                                             
  被災建築物からの石綿の被災による二次被害を防止するため、北海道は、市町村と連
携し「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、建築物等の被
災状況の把握、建築物等の所有者等に対する応急措置の指導等を実施する。 

 

 第１１節 被災宅地安全対策計画                                     
                                                                                
 町の区域内において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震及び津波又は豪雨 
等の災害により、大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士（以下、判定 
士という。）及び応急危険度判定コーディネーター（以下、判定コーディネーターという。） 
を活用して、被災宅地危険度判定（以下、危険度判定という。）を実施することにより、 
被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し住民生活の安全確保を 
図るものとする。                                                                
                                                                                
１．危険度判定の実施の決定                                                      
  町長は、災害の発生後による宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を 
 決定したときは、危険度判定実施本部を設置するとともに、北海道被災宅地危険度判定 
 連絡協議会（以下、道協議会という。）等 に対し、判定士の派遣等を要請する。      
                                                                                
２．判定士の業務                                                                
  判定士は、次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。          
 （１）被災宅地の調査・危険度判定マニュアルに基づき、宅地ごとに調査票へ記入し判 
   定を行う。                                                                
 （２）宅地の被害程度に応じて、危険宅地、要注意宅地、調査済宅地の３区分に判定す 
   る。                                                                      
 （３）判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表 
   示する。 
                                                                  

区 分 表 示 方 法                                 
                                
                                
                                 

危険宅地  赤のステッカーを表示する。 

要注意宅地  黄のステッカーを表示する。 

調査済宅地  青のステッカーを表示する。 
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３．危険度判定実施本部の業務                                                    
  被災宅地危険度判定業務実施マニュアル（以下、実施マニュアルという）に基づき、 
 危険度判定実施本部は、次の業務を行うものとする。                              
 （１）宅地に係る被害情報の収集                                                
 （２）判定実施計画の作成                                                      
 （３）宅地判定士・判定調査員の受入れ及び組織編成                              
 （４）判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応                          
 （５）判定結果の調査及び集計並びに関係機関への報告                            
                                                                                
４．事前準備                                                                    
  災害の発生に備え、実施マニュアルに基づき次のとおり努めるものとする。        
 （１）北海道との相互支援体制を充実し、連絡体制を整備する。                    
 （２）北海道と協力して危険度判定に使用する資機材の備蓄を行う。                
 

 第１２節 医療救護計画 
 
 災害のため、医療機関の機能がなくなり又は著しく不足、若しくは医療機関が混乱した
場合における医療救護の実施については、本計画の定めによる。 
 
１．実施責任者 
 災害発生時において、医療の方途を失った者に対する医療及び助産の救護は、町長（ 
 医療対策部）が行う。 
  ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 
  災害急性期においては、必要に応じて北海道に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び
災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣並びに救護所の設置の協力を要請する。 

 
２．救護対象者 
 （１）医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の方途を失った者 
 （２）災害のため医療を必要とする者 
 （３）災害発生の日から前後１週間以内の分娩者で現に助産を必要としていながら災害 
   のため助産の途を失った者 
 
３．医療救護所 
  医療救護所は、応急医療及び助産等を行うため、安全が確保されている指定避難所な
ど公共施設等を医療救護所に指定し、必要な配備を行う。この場合、住民への周知を実
施するものとする。 

 
４．救護班の編成 
  町は、医療救護所が設置された場合又は地域巡回診療の必要がある場合、救護のため 
救護班を編成するものとする。 

 （１）救護班の編成及び規模 
    奥尻町国民健康保険病院を中心に編成することとし、医師、薬剤師、看護師、そ 
   の他の要員により組織し、その編成は災害の状況に応じたものとする。 
    ただし、災害の状況及び現在の人員の都合により増減する。 
 （２）救護班を編成することが困難な場合、北海道及びその他関係機関に協力を要請す

る。 
 （３）被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を行うため、保健師等による保健指 
   導及び栄養指導を実施する。 
 
５．救護班及び災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の業務内容 
 （１）トリアージ 
 （２）傷病者に対する応急処置及び医療 
 （３）傷病者の医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 
 （４）助産救護 
 （５）被災現場におけるメディカルコントロール 
 
６．災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の業務内容 
 （１）傷病者に対する精神科医療 
 （２）被災者及び支援者に対する精神保健活動 
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７．医療救護活動の実施 
  町は、救護班の円滑な活動の実施のため、救護班運営調整本部を設置し、医療救護体 
制の構築に努めるものとする。 

 （１）北海道への救護班への派遣要請 
 （２）北海道救急医療・広域災害情報システムによる情報の活用 
 （３）救護班運用に係る調整 
 （４）被災者のニーズの把握 
 （５）医薬品・医療材料等の応急用資機材の調達 
 
８．協力機関等 
 （１）奥尻町 
 （２）北海道（檜山振興局） 
 （３）日本赤十字社北海道支部 
 （４）災害拠点病院 
 
９．輸送体制の確保 
 （１）救護班及び災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 
    災害発生初動時においては、公共交通機関が機能しない状況が考えられることか 
   ら北海道に出動を要請し、防災関係機関が所有するヘリコプター等で実施する。 
 （２）重症患者等 
    重症患者等の医療機関への搬送は、原則、奥尻消防署が実施するが、道路の損壊 
   により搬送が困難な場合は、防災関係機関の所有するヘリコプター等により行うも 
   のとする。 
 
10．医薬品等の確保 
  町は、備蓄医薬品・医療資機材、暖房用燃料に不足が生じた場合は、北海道に供給を
要請する。 

 
11．臨時の医療施設に関する特例 
  著しく異常かつ激甚な非常災害により臨時の医療施設が著しく不足し、被災者に対し 
て医療を迅速に供給することが特に必要と認められるものとして当該災害が政令で指定 
されたときは、臨時の医療施設の設置について病床等に関する医療法の規定の適用除外 
措置があることに留意する。 

 
12．医療従事者の防災訓練 
  災害発生初動時においては、重傷者を含む多数の傷病者の同時発生、施設の損壊、職 
員の参集ができない場合等が想定されることから、災害時の医療の確保のため、必要な 
訓練を実施する。 

 （１）トリアージ訓練 
 （２）医療体制維持図上訓練 
 （３）医療資機材の不足した状況下における救護訓練 
 （４）その他必要な訓練 

  
第１３節 メンタルヘルスケア計画 
 
 大規模災害によって被災者にもたらされるのは、家や財産等に対する物的損害だけでは 
なく、これらの被害によって、住機能障害、交通輸送機関障害、通信機能障害、公共サー 
ビス機能障害等町民の日常生活活動、経済活動、地域社会活動全般に対して大きな影響を 
受け、被災者は不便による身体的疲労だけではなく、不安感やストレスを増大させられる。 
また、肉親や知人・友人を亡くした悲しみや、財産や住家を失ったことによる精神的なダ
メージ（ＰＴＳＤ：心的外傷後ストレス障害）が原因となって身体機能が低下するなどの
影響をうける被災者が発生する可能性がある。 
 被災者の健康回復・精神的な安定を図るため健康管理や精神的ケアの実施は、本計画の
定めによる。 
 
１．実施責任者 
  被災状況によって必要性が認められた場合のメンタルヘルスケア活動の実施は、町長 
が行うものとするが、現場実務においては、住民対策部、医療対策部、教育委員会、学 
校と連携をとりながら保健師が実施するものとする。 
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  ただし、救急医療、助産活動等との関連によって充分なケア活動が確保できない場合 
 には、各対策部と協議した上で民間ボランティア活動団体及び災害派遣精神医療チーム 
（ＤＰＡＴ）の支援・協力を要請するものとする。 
 
２．メンタルヘルスケアの対象者 
 （１）肉親を失った被災者、多くの家族を失ったことにより家庭の営みを喪失した被災 
   者 
 （２）独居老人 
 （３）住居が孤立していて地域社会と疎遠になりがちな被災者 
 （４）児童・生徒 
 （５）仮設住宅に長期間入居の被災者 
  
３．こころの相談窓口の設置 
  災害を経験したことによるショックやストレスによる精神的ダメージ（ＰＴＳＤ：心 
的外傷後ストレス障害）に対処するため、相談窓口を設置する。 

  また、指定避難所や仮設住宅を中心に巡回相談を実施する。 
 
４．児童・生徒に対するこころのケア事業の実施 
 （１）児童相談の実施 
    学校等を中心に児童・生徒に対する精神相談窓口を設置、遊び場の確保など子 
   どもの精神的な健康の回復を目指す。 
 （２）電話相談の開設 
    電話相談を開設し、子どものこころのケアに努める。 
 （３）要ケア児童に関する情報収集 
    教育委員会（学校）との連携を図り、要ケア児童に関する情報収集を行う。 
    特に親を失った児童・生徒に対しては、注意深く見守る必要がある。 
 
５．支援体制の構築 
  精神的なダメージを取り除くには、長期間要することが多いことから、適切なケア対 
策が取れるよう、北海道、社会福祉協議会、ボランティア団体との協力体制の構築を図
る。 

 
 

 第１４節 防疫計画                                                     
                                                                                
 災害時における被災地の防疫については、本計画の定めるところによる。            
                                                                                
１．実施責任者                                                                  
  被災地における防疫は、町長（住民対策部）が知事の指導及び指示により、感染症の 
 予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下、感染 
 症法という。）に基づくねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置を知事の指示に従い 
 実施する。                                                                    
                                                                               
 
２．防疫の実施組織                                                              
 （１）防疫実施のため次により防疫班を編成する。                                

班の種別 班 長 班 員 防疫器具・資材   
  
  
  
  
  
  

防疫班 保健指導係長 
保健指導係員 

 
水道係員 

動力ふん霧器、背負い式ふん霧器、クレゾ
ール、生石灰 

 （２）検病班の編成                                                            
    医師１名、保健師又は看護師１名、その他職員１名で編成するものとする。    
        なお、緊急度に応じて増員が必要と認める場合、北海道に職員の派遣を要請する。  
 （３）検水班の編成                                                            
    災害のため水質汚染が考えられる場合は、住民対策部の衛生担当部門をもって検 
   水班を編成し、採取した水は檜山振興局保健環境部保健行政室（江差保健所）に依 
   頼し、水質検査を行うこととする。                                          
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３．防疫の種別とその方法                                                        
 （１）検病及び健康診断                                                        
    町長は、検病班が次の要領で行う検病調査及び健康診断等に協力する。        
      ア 浸水地域においては通常２日に１回以上、集団避難場所等においてはできる限 
    り多く、少なくとも１日１回以上行うこと。                                
      イ 地域の住民組織等の協力を得て、防疫情報の早期把握に努めること。        
      ウ 検病調査の結果、必要があるときは、健康診断を実施すること。            
 （２）臨時予防接種                                                            
    町長は知事の指示により感染病を予防するため必要があるときは、対象者の範囲 
   及び期日を指定して予防接種を実施するものとする。                          
 （３）消毒の方法                                                              
    町長は、知事の指示があったときは、薬剤を算出し、速やかに飲料水（井戸）浸 
   水区域の家屋及び下水等、又は指定避難所の便所の消毒を行うものとする。 
   ア 井戸                                                                   
     井戸の消毒は、その水１㎥当たり次亜塩素酸ソーダ水溶液（10％）を投入し、 
    充分撹拌した後 2時間以上放置させて使用するものとする。                    
     なお、津波等で汚水が直接入った場合又は病毒に汚染されたおそれがある場合 
    は、消毒の上、井戸替えを施さないと使用させないものとする。               
      イ 家屋内                                                                 
        台所、炊事場、食器棚、その他不潔な場所などを中心に、クレゾールなどを用 
    いて拭浄し、床下は湿潤の度合に応じ所要の石灰等を散布し、特に衛生害虫の発 
    生の恐れがのある場所に対しては、殺虫油剤や乳剤を散布する。               
     ウ 便所                                                                    
        フェノール水（0.2％）又はクレゾール水（1％）をもって拭浄するか散布し、 
    便槽には、か性石灰末、石灰乳を投入・撹拌する。                       
 （４）ねずみ族、昆虫等の駆除                                                   
    町長は、知事の命令があったときは、所要の薬剤を算出し、速やかに駆除を実施 
   するものとする。                                                           
 （５）飲料水の供給                                                             
    町長は、知事の指示により飲料水の使用を禁止した場合は、その期間中は第３章 
   第８節給水計画に準じて給水を実施する。なお供給量は１日１人あたり 20ℓ 程度と 

するが、災害の状況によっては 3～5ℓ とすることもある。 
                                                                                 
４．防疫に必要な資機材の在庫場所等                                               
  防疫活動に必要な資機材の在庫場所、資機材名及びその数量所管は次のとおりである。 
  
                                                                                

（令和５年６月末現在） 
所在場所 資機材名 数量 使用薬剤 所管 備  考     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

奥尻町役場 背負式噴霧器 
動力噴霧器 

2 
1 油・乳 奥尻町 くらし安心課 

檜山振興局
保健環境部
保健行政室
（江差保健
所） 

動力噴霧器 1 油・乳 保健所 

 

 

航空自衛隊 動力噴霧器 3 油・乳・粉 自衛隊  

                                                                                
  
５．感染症患者等に対する措置                                                     
  町長は、一類、二類感染病患者及び当該感染症病に罹患していると疑われる者が発生 
 し、又は無症状病原体保有の保菌者が発生したときは、ただちに隔離収容するものとす
る。やむを得ない理由で自宅隔離を行う場合は、し尿等の衛生処理について厳重に指導
することとする。 
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（１）第２種感染症指定医療機関                                                   

医療機関名 感染症名 住  所 
病  床  数   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

感染症 
病床 

結核病床 
(稼働病床) 

一般病床又は 
精神病床 

市立函館病院 二類感染症 
函館市港町１丁目 
１０－１ ６床 ３０床  

国立病院機構 
函館病院 二類感染症 函館市河原町１８－

１０  １０床 １０床 

北海道立江差 
病院 

二類感染症 檜山郡江差町字伏木
戸町４８４ 

４床   

八雲総合病院 二類感染症 二海郡八雲町東雲町
５０ ６床   

（２）臨時の措置 
    一類、二類感染症が集団発生した場合、前記（１）の第２種感染症指定医療機関 
   に収容することが困難な場合は、町長は檜山振興局保健環境部保健行政室（江差保 
   健所）と協議の上、一時的に国保病院において、適切な措置をとるものとする。 
 
 

 第１５節 廃棄物等処理計画 
 
 災害時における環境衛生の万全を期するため、被災地のごみ収集、し尿のくみ取り、災
害に伴い生じた廃棄物の処理処分及び死亡獣畜等の処理（以下、廃棄物等の処理という。）
は、本計画の定めるところによる。ただし、住居又はその周辺に運ばれてきた土石、竹木
等の除去については、第３章第１７節障害物除去計画によるものとする。 
 
１．実施責任者 
 （１）廃棄物等 
     災害時における廃棄物等の処理は、町長が行う。 
    なお、処理することが困難な場合は、近隣市町村及び北海道に応援を求め実施す

るものとする。 
 （２）死亡獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊が死んだもの） 
    死亡獣畜の処理は所有者が行うこととするが、所有者が判明しない場合又は所有 
   者が実施することが困難であると認められる場合は、町長が行う。 

＜実施対策班＞ 
 廃棄物等は、町の委託業者が町長の指示又は要請により実施するが、これらの者が独自
で実施することができない場合の応援は、ゼロカーボン推進対策部が、また、死亡獣畜の
処理については産業振興対策部が行う。 
 
２．廃棄物の処理方法 
  処理基準は、原則、奥尻町一般廃棄物処理基本計画とし、次の事項についても、必要 
に応じ行うこととする。 

 （１）廃棄物等の収集、運搬及び処分 
   ア 食物の残廃物を優先収集すること。 
   イ 処理方法は、奥尻町環境センターを使用することを原則とし、施設が被災した 
    場合等は、埋立又は島外で処理を行う。 
   ウ ごみ処理に関する施設及び収集車輌等の現状は別表１、２、３、４のとおりで 
    ある。 
   エ 仮置場の設置 
     住民の生活環境・空間の確保・復旧等のため仮置場を設置した方が早期に復旧 
    が見込まれる場合は、災害廃棄物処理計画のとおり実施する。 
 （２）し尿の収集処分 
   ア 収集不能地域に対しては、容器を配布すること。 
     また、被災の状況により、災害を受けた住居に対して臨時公共便所を設置し、 
    人員に応じた便所数とする。 
   イ 処理方法は、汚水処理施設を使用することを原則とし、施設が被災した場合等 
    は必要に応じて簡易処理場を設置するものとする。 
 
３．死亡獣畜の処理方法 
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  死亡獣畜の処理は、死亡獣畜取扱場において行うものとする。ただし、死亡獣畜取扱 
場がない場合又は運搬が困難な場合は、檜山振興局保健環境部長の指導を受け、次の処 
理することができるものとする。 

 （１）環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却及び焼却の方法で処理する。 
 （２）移動できないものについては、檜山振興局保健環境部長の指導を受け、処理を行 
   うものとする。 
 （３）（１）及び（２）において埋却する場合にあっては１ｍ以上覆土するものとする。 
 
 
                               別表１ ゴミ処理施設                             
 
 
 
 
 
 
  

施設名 所在地 処理能力 処理方法 電話番号 備考 
  
  
  
  
  奥尻町 

じん芥処理場 
 奥尻町字富里 

414  
4t× 
 2炉/日 

 機械化 
 バッチ 
 処理方式 

01397- 
3-2747 

職員数 2名 
技術職(1)名 
委託職員 3名 

                                                                                
                             別表２ リサイクル施設                             

施設名 所在地 処理能力 処理方法 電話番号 備考 
  
  
  
  
  
  
  

奥尻町高齢者 
事業団作業所 

 奥尻町字球浦 
     156 

－ プレス方式 － 
アルミ缶、スチ
ール缶、ペット
ボトルの圧縮 

                                                                                
 
 
                               別表３ 最終処分場                               

施設名 所在地 
埋立容量 
（ｍ３） 

計画年次 電話番号 備考 
  
  
  
  
  
  
  
 

奥尻町一般廃棄
物最終処分場  

 奥尻町字球浦 
       606 10,000 令和 19 年度 01397- 

2-3640 
委託職員運転手
兼作業員 1 名 

 
                                                                                
                        別表４ 収集車輌等保有数（ごみ）                        
                                                                                
                           （令和 5年 3月末現在） 

車    輌 積載量 台 数 備    考    
   
   
   
   
   
    

収集車 2.00ｔ 1台  

委託職員 
 ・運転手兼作業員 2名 

ダンプ車 2.00ｔ 1台 

パワーショベル 0.5ｍ３ 1台 

ショベルローダー 1.3ｍ３ 1台 

ショベルローダー 0.6ｍ３ 1台 

軽トラック  1台 

合  計  6台 
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 第１６節 行方不明者の捜索及び遺体の収容、埋葬計画 
 
 災害により行方不明になった者の捜索及び遺体の収容、処理、埋葬は、本計画に定める
ところによる。 
 
１．実施責任者 
  行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理、埋葬は、消防機関等の協力を得て、住民対 
策部が担当する。 

  ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行うが、洗浄等 
の処置及び検案については、知事の委任を受けた日本赤十字社北海道支部が行うものと 
する。 

 
２．担当対策部 
  行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理及び埋葬は、消防機関等の協力を得て、住民 
対策部が担当する。 

 
３．行方不明者の捜索 
 （１）対象者 
    行方不明の状態にあるもので、周囲の状況から既に死亡していると推定される者。 
 （２）他市町村への要請 
      遺体が流失等により他市町村へ漂着していると考えられる場合は、次の事項を明 
   示し、捜索を要請する。 
   ・遺体が漂着していると思われる場所。 
   ・遺体数、氏名、性別、年齢、容貌、特徴、着衣等。 
 
４．遺体の収容処理方法 
 （１）対象者 
    災害の際死亡したもので、災害による社会混乱のため遺族等が遺体の処理を行う 
   ことができないもの。 
 （２）処理の方法 
   ア 奥尻町国民健康保険病院の医師等を中心に収容処理班を編成し、必要に応じて 
    町内の医師、地区住民、消防機関等の協力を求めて実施する。 
   イ 遺体を発見したときは直ちに警察官に届け出、検死後に遺体の処理にあたる。 
   ウ 遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族又は親族に引き渡すことと 
    する。 
   エ 遺体の身元が判明しない場合、遺族等による身元確認が困難な場合、又は引取 
    人がない場合は、死体の洗浄、縫合、消毒等を行い、特徴の記録の後、所持品と 
    共に一時的に保管する。 
   オ 身元識別に時間を必要とし、また死亡者が多数のため短時間に埋葬ができない 
    場合は、遺体を特定の場所に集めて処理するまでの間一時保存する。 
   カ 遺体の収容は、町内の寺院、公共建物等、遺体収容に適当な場所を選定するも 
    のとする。 
   キ 警察官、海上保安官は、死体について検死を必要とする場合は、死因について 
    医学的に検査を行う。 
 
５．遺体の埋葬 
 （１）対象者 
    災害時の混乱の際に死亡したもので、災害のため親族が埋葬を行うことが困難な 
   場合、又は親族のない遺体。 
 （２）埋葬の方法 
   ア 遺体を土葬又は火葬に付し、棺又は骨壺等を遺族に支給する等の現物給付をも 
    って行うこととする。 
   イ 事故による遺体は、警察から引継ぎを受けた後に土葬又は火葬に付することと 
    する。 
   ウ 身元判明の遺体は、警察その他の関係機関に連絡し調査するものとするが、調 
    査期間が長期にわたる場合は、遺体を仮に埋葬（土葬）することとする。 
   エ 被災地以外に漂着した遺体のうち、身元が判明しないものの埋葬は、行旅病人 
    及び行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）により仮埋葬する。 
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６．海上漂流遺体の捜索 
  遺体が海上に漂流することが予想される場合は、函館海上保安部に捜索を要請する。 
 
 

 第１７節 障害物除去計画 
 
 水害、がけ崩れ等の災害によって、道路、居住地、又はその周辺に運ばれた土砂、樹木
等で生活に著しい障害を及ぼしているものを除去して被災者の保護あるいは、住民の生活
安定を図るとともに交通機能を確保し、必要物資の輸送を円滑に行うための作業について
は、本計画に定めるところによる。 
 
１．実施責任者 
 （１）道路、河川及び海岸に障害を及ぼしているものの除去 
    河川、道路及び海岸の障害物の除去は河川法、道路法及び海岸法に定めるそれぞ 
   れ管理者が行い、その他の障害物の除去については、町長が行うものとし、災害の 
   規模及び場外の内容等により、各管理者は相互に協力し交通の確保を図るものとす 
   る。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて町長が行う。 
 （２）海上で障害を及ぼしているものの除去 
    海上で障害を及ぼしているものの除去は、第２編第３章第２０節交通応急対策計 
   画の定めるところによる。 
 
２．担当対策部 
  障害物の除去は、建設水道対策部が行う。 
 
３．除去の対象 
  住民の日常生活に著しい障害及び危険を与え、又は与えるおそれがあると予想される 
場合、並びにその他公共的立場から必要と認めた場合に行うものとするが、その要領は 
おおむね次のとおりとする。 

 ア 住民の生命、財産等を保護するために速やかにその障害物の排除を必要とする場 
  合。 
 イ 障害物の除去が交通の安全と輸送の確保に必要な場合。 
 ウ 河川における障害物の除去は、それによって河川の流れをよくし、溢水の防止と護 
  岸等の決壊を防止するため必要と認める場合。 
 エ その他、公共的な立場から除去を必要とする場合。 
 
４．除去の方法 
  ブルドーザー、ショベルドーザー等原則として機械力によることとし、状況に応じて 
 土木業者及び自衛隊の協力を得て、速やかに実施するものとし、実施にあたっては現状 
回復ではなく応急的な除去に重点をおくものとする。自衛隊の応援要請は知事（檜山振 
興局長）に対して行う。 

 
 
５．障害物の保管等の場所 
  障害物の保管等の場所は、次の点に留意して決定する。 
 （１）人命、財産に被害を与えない場所とする。 
 （２）盗難等の危険のない場所とする。 
 （３）道路交通の障害とならない場所とする。 
 （４）工作物を保管したときは、保管を始めた日から１４日間、その工作物名等を公示 
   する。 
 （５）保管した工作物が減失し、破損するおそれがあるとき、その保管に不相応の費用 
   及び手数料を要するときは、その工作物を売却し、代金を保管することとする。売

却の方法及び手続は、競争入札又は随時契約による。 
 
６．放置車両の除去 
  放置車両の除去については、第２編第３章第２０節交通応急対策計画の定めるところ 
による。 

 
７．除去に必要な機械類の種別・数量等                              
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                障害物除去に必要な機械類の種別、数量等       

所  管 グレーダー ダンプカー ロータリー除雪車 塵芥    
   

   
   

   
   
   
  

奥尻町  1 2 1 

渡島総合振興局
函館建設管理部
奥尻出張所 

1 1 1 
 

 

 第１８節 輸送計画 
 
 災害時において、災害応急対策、復旧対策等の万全を期するため住民の避難、災害応急 
対策員の移送及び救助、救護のための資器材、物資の輸送を迅速確実に行うための輸送及 
び範囲は、本計画の定めるところによる。 
 また、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ、運送事業者等と物資の保管、荷
捌き及び輸送に係る協定を締結するなど体制の整備に努めるものとする。その際、道及び
市町村は、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速や
かに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努めるもの
とする。 
 
１．実施責任者 
  災害時における輸送は、町長（整備交通対策部）が実施するものとする。 
  また、災害の救助その他公共福祉を維持するため必要があるときは、関係機関等へ協 
力を要請する。 

 
２．輸送の対象 
  災害時における輸送は、町長（整備交通対策部）が実施するものとする。 
 （１）被災者を避難させるための輸送 
 （２）医療及び助産で緊急を要する者の輸送 
 （３）応急対策のための必要な人員、器材の輸送 
 （４）飲料水の確保と運搬給水 
 （５）救援物資の輸送 
 （６）行方不明者の捜索のための輸送 
 （７）遺体の捜索及び収容のための輸送 
 （８）その他、災害対策本部が行う輸送 
 
３．車輌による輸送 
  災害時において車輌による輸送のための交通路が確保されている場合は、緊急輸送は 
 第一次的には車輌により行うこととする。 
 （１）配車の方法 
    各対策部長は、災害時において車輌を必要とするときは、地域政策対策部長に配 

車の要請を行い、要請を受けた地域政策対策部長は、あらかじめ作成した「一般車 
両及び土木建設用機械類等の運搬計画」に基づき、又は対策本部長の指示により災 
害の状況等を勘案して適切なる配車を行うこととする。 

 
 （２）車輌の状況                                                               
    町が管理する車両の種別、数量は次のとおりである。                         

種 別 台数 乗車定員 積載トン数 種 別 台 数 乗車定員 積載トン数  
  
 
  
 
  
 
  
  

ダンプカー 2 3 人×2 台 2トン積×2 
 

乗用車 22 
  

バス 6 

28人×1台 
41人×1台 
47人×1台 
53人×1台 
54人×1台 
66人×1台 

 

トラック 7   

ライトバン 12   
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 （３）緊急輸送車両の申請                                                       
    災害時において北海道公安委員会等が車輌の通行禁止又は制限した場合は、町長 
   は警察官に対し当該車輌が緊急輸送車両であることの標章及び証明書の交付を知事 
   （檜山振興局長）若しくは北海道公安委員会（北海道警察）へ申請する          

ものとする。 
 （４）応援要請の手続き                                                         
    町が応援要請をするときは、業務の目的、積載内容、台数、期間、場所等を明ら 
   かにして行うものとする。                                                   
                                                                                 
４．船舶による海上輸送                                                           
  災害の規模に応じ、江差（瀬棚）海上保安署、ハートランドフェリー株式会社、大型 
 船舶所有者の協力を得て海上輸送を行う。                                         
                                                                                 
５．ヘリコプターによる輸送                                                       
  車輌及び船舶等による輸送が困難な場合は、ヘリコプターによる空中輸送を檜山振興 
 局長に要請する。                                                               
  要請手続きについては、「北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱」による。      
  なお、町内のヘリコプター離発着場所については、資料編に示すとおりである。     
 
 

 第１９節 労務供給計画 
 
 災害時の応急対策の実施においては、特殊作業が生じる場合、あるいは労力に不足が生 
じる場合等、労務者が必要とされる際の供給は、本計画の定めるところによる。 
 
１．動員の順序 
  災害時における労務要員の確保は、次の順序により行うこととする。 
 （１）応急対策協力団体員の動員 
 （２）近隣者、民間活動団体に対する協力要請 
 （３）労務者の雇上げ 
 
２．労務要員の配分方法 
  各対策部長は、応急対策のため労務要員を必要とする場合は、住民対策部長に対 し、
次の事項を明示して労務要員の要請を行い、要請を受けた住民対策部長は、速やかに労
務供給計画を策定し、労務の供給を行うこととする。 

 （１）労務要員を必要とする理由 
 （２）作業の内容 
 （３）従事する場所 
 （４）就労予定期間 
 （５）所要人員 
 （６）その他参考事項 
３．労務者の雇上げ方法 
 （１）町内建設業者に対し、労務者の供給を要請する。 
 （２）防災行政無線及び候補者等による求人広告を行う。 
 （３）函館公共職業安定所江差出張所に対し、文書又は口頭で次の事項を明らかにして 
   求人申込をするものとする。 
   ア 職業別、所要労働者数 
   イ 期間及び賃金等の労働条件 
   ウ 作業場所及び作業内容 
   エ 宿泊施設等の状況 
   オ その他必要事項 
 
４．賃金及びその他の費用負担 
 （１）労務者に対する費用は、その求人を行ったものが負担するものとする。 
 （２）労務者に対する賃金は、町内における同種の業務及び同程度の技能について支払 
   われる賃金水準を上回るよう努めるものとする。 
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 第２０節 交通応急対策計画 
 
 災害時の交通の混乱を防止し、被災者の輸送応急対策に必要な機材、物資の輸送路の確 
保を確保するため、必要に応じ次の措置をとるものとする。 
 
１．情報の収集と伝達 
  町は町内の道路状況を確実に把握するため警察署、道路管理者等と緊密な連携を図り、 
情報の収集を行うとともに、次の事項を中心として実態を把握し、関係機関に通報する。 

 （１）損壊し、又は通行不能となった路線名及び区間 
 （２）迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点 
 （３）緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無 
 
２．応急措置 
  町は災害が発生し、又は発生のおそれがあるため急を要するときは、基本法第６２条 
に基づき、応急措置を速やかに行うため、必要に応じ交通安全指導員の出動を命じ、警 
察官とともに緊急輸送路の確保を図るものとする。 

 
３．災害時における交通規制に関する事項 
 （１）江差警察署長は、その管轄区域内の道路が災害による決壊等で危険な状態が発生 
   し、又はその状況により必要があると認めるときは、道路交通法第５条第１項の規 
   定に基づき、一時的に歩行者又は車輌等の通行を禁止し、制限するものとする。 
 （２）警察官は災害発生時において、緊急措置を行う必要があると認めるときは、道路 
   交通法第６条第４項の規定に基づき、一時的に歩行者又は車輌等の通行を禁止し制 
   限するものとする。 
    なお、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となる 
   ことにより災害応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両 
   その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の 
   措置をとることを命ずることができる。 
 （３）消防吏員及び自衛官は、警察官がその場にいない場合に限り、上記（２）による 
   措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が現場にい 
   ないため当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとる 
   ことができる。 
    なお、この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両そ 
   の他物件を破損することができる。 
 
４．避難路及び迂回路の確保 
  町内の主要道路は主に海岸線に沿った道道、集落を網羅する町道とがあるが、その他 
に森林運搬等を主目的とした林道がある。 

    風雨災害は勿論、地震や津波災害発生時による主要道路の交通が困難な場合、緊急車 
両及び災害復旧車両の通行確保が重要である。 

  現在、４路線の林道を避難路及び迂回路や代替道として有効活用することが考えられ 
る。 

 （１）普通林道赤石線  延長 5,146ｍ 幅員 4.0ｍ 
 （２）普通林道鍋釣線  延長 4,741ｍ 幅員 5.0ｍ 
 （３）普通林道祖父川線 延長 3,300ｍ 幅員 4.0ｍ 
 （４）普通林道球浦線  延長 5,041ｍ 幅員 4.0ｍ 
 なお、上記林道については、資料編に示すとおりである。 
 
５．応急復旧 
  道路管理者は、災害応急対策に要する輸送を円滑に実施し得るよう道路橋梁等を速や 
 かに復旧するよう努めるものとし、重要かつ緊急を要する場合で自己の能力では復旧 
 が困難であるときは、他の道路管理者の応援協力を求め、なおかつ困難なときは、町長 
は知事に対し自衛隊の派遣要請を求めるものとする。 

 
６．海上交通安全の確保 
  第一管区海上保安本部は、海上交通の安全を確保するため、次の事項の措置を講ずる。 
  （１）船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理・指 
    導を行う。 
  （２）海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ又は生ずるおそれがある 
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    ときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 
  （３）海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生ず 
    るおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対 
    し、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずるべきことを 
    命じ、又は勧告することができる。 
  （４）水路の水深に異常を生じたと認められるときは、必要に応じて調査を行うととも 
    に、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 
 （５）航路標識が損壊し又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じ 
    て応急標識の設置に努める。  
 
７．緊急輸送のための交通規制 
   災害が発生し、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送、 
  その他応急措置を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、区域 
  又は道路の区間を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。 
  （１）通知 
       北海道公安委員会は、緊急輸送のための交通規制をしようとするときは、予め、 
      当該道路の管理者に対し、禁止又は制限の対象、区域、区間、期間及び理由を通知 
      する。 
  （２）緊急通行車両の確認手続 
      ア 知事（総合振興局長又は振興局長）又は北海道公安委員会（北海道警察）は、 
       車両の使用者等の申出により当該車両が、応急対策に必要な物資の輸送等の緊急 
       通行車両であることの確認を行うものとする。 
      イ 確認場所 
        緊急通行車両の確認は、北海道庁（総合振興局又は振興局）又は警察本部、方

面本部、警察署及び交通検問所で行う。 
      ウ 証明書及び標章の交付 
        緊急通行車両であると確認したものについては、各車両ごとに「緊急通行車両 
       確認証明書」「標章」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 
      エ 緊急通行車両 
       ①緊急通行車両は、基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される 
        車両で次の事項について行うものとする。 
          (ｱ) 特別警報・警報の発表および伝達並びに避難の指示に関する事項 
          (ｲ) 消防、水防その他の応急措置に関する事項 
          (ｳ) 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 
          (ｴ) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 
          (ｵ) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 
          (ｶ) 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 
          (ｷ) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事 
           項 
          (ｸ)緊急輸送の確保に関する事項 
          (ｹ)その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 
       ②指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約等により常時指 
    定行政機関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機関・ 
    団体等から調達する車両であること。 
 
     オ 事前届出制度の普及等 

北海道、市町村及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標
章を円滑に交付されるよう、輸送協定を締結した事業者等に対し、緊急通行車両交
付のための事前届出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするな
ど、その普及を図るものとする。 

 （３）通行禁止又は制限から除外する車両 
       北海道公安委員会は、業務の性質上、道民の日常生活に欠くことのできない車両 
      等、公益上又は社会生活上通行することがやむを得ないと認められる車両について 
      は、緊急通行車両の通行に支障を及ぼさない限り、規制対象除外車両として通行を 
      認める。 
      ア 確認手続  

① 北海道公安委員会（北海道警察）は、車両の使用者等の申出により当該車両が、 
規制対象除外車両であることの確認を行うものとする。 
② 確認場所 

          規制対象除外車両の確認は、警察本部、方面本部、警察署及び交通検問所で行 
       う。 
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③ 証明書及び標章の交付 
         規制対象除外車両であると確認したものについては、各車両ごとに「規制対象 
       除外車両通行証明書」「標章」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 
    イ 規制対象除外車両等 

① 傷病者の救護又は医師の緊急患者の診断、治療のため現に使用中の車両。 
② 報道機関の緊急取材のために使用中の車両。 

        ③ 他の都道府県公安委員会又は知事の標章及び証明書の交付を受け、緊急輸送の 
        ため現に使用中の車両。 
        ④ 次に掲げる車両のうち規制対象除外車両として、標章の交付を受け、かつ、当 
        該目的のため使用中の車両。 
          (ｱ) 道路維持作業用自動車 
          (ｲ) 通学通園バス 
          (ｳ) 郵便物の収集又は配達のため使用する車両 
          (ｴ) 電報の配達のため使用する車両 
          (ｵ) 廃棄物の収集に使用する車両 
          (ｶ) 伝染病患者の収容又は予防のため使用する車両 
          (ｷ) その他公益上又は社会生活上、特に通行させる必要があると認められる車 
           両 
 
 

 第２１節 文教対策計画 
 
 学校施設の被災により通常の教育に支障を来した場合、児童生徒等の被災により正常な
教育を行うことができない場合等の応急教育についての実施責任者、児童生徒等の安全の
確保、応急教育の方法、教科書及び学用品の調達支給及び文化財の保全対策は、本計画の
定めるところによる。 
 
１．実施責任者 
 （１）町内各学校においては、消防法第８条の規定に基づき適切な処置を行うとともに、 
   児童、生徒の安全確保のため避難訓練を実施し、災害に対処する。 
    また、職員等の任務の分担、相互の連携、時間外における職員の参集等について  
     の体制を整備する。 
 （２）各学校毎の災害発生に伴う応急処置は、各学校長の具体的な応急計画を立てて行 
   うこととする。 
 
２．児童生徒等の安全確保 
 （１）各町内各学校においては、消防法第８条の規定に基づき適切な処置を行うととも 
   に、児童、生徒の安全確保のための避難訓練を実施し、災害に対処する。 
 （２）災害が予想される場合の児童、生徒の避難、休校、その他の措置については、あ 
   らかじめ教育委員会は、基準を示して各学校長と協議する。 
 
３．被害状況の把握等 
 （１）被害が発生した場合、奥尻町立学校管理規則に基づき被災状況を報告する。 
 （２）災害が発生した場合、学校長は児童、生徒の安否を調査し、その所在を把握する 
   よう努める。 
 
４．応急教育対策 
 （１）休校措置 
   ア 授業開始後の場合 
     授業開始後において災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったと 
    きは、各学校長は教育委員会と協議し必要に応じて休校措置をとることとする。 
     この場合、帰宅についての注意事項を十分徹底させるとともに、必要がある場 
    合は、職員が地区別に付き添うなどの措置を講ずるものとする。 
   イ 登校前の場合 
     休校措置を登校前に決定したときは、学校長は直ちにその旨を各学校があらか 
    じめ定める確実な方法で、児童、生徒に周知徹底を図ることとする。 
 （２）学校施設の確保 
    文教施設、設備等を災害から防護するため、日常点検や定期点検を行い、危険箇 
   所あるいは要補修箇所の早期発見を努めるとともに、これらの改善を図ることとし、 
   災害により学校施設に被害があった場合は、被災の程度により、速やかに応急修理 



 - 114 - 

   を行い施設の確保に努めるものとするが、教室が使用できない場合は、おおむね次 
   の基準により応急授業を行うこととする。 
   ア 校舎の一部が使用できない場合 
     特別教室及び体育館等を使用し、なお不足するときは二部授業の方法をとる。 
     イ 校舎の全部又は大部分が使用できない場合 
     最寄りの学校及び地域の公共施設等を利用することとする。 
   ウ 特定の地区が全体的に被害を受けた場合 
     当該地域内に仮に授業を行う施設がない場合、応急的に仮校舎、仮運動場を建 
    設するなどの対策を講ずる。 
 （３）応急教育の要請 
    災害の状況に応じ、特別教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。特に 
   授業が不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導し、学力の低下を防 
   ぐため努めるものとする。 
    なお、特別教育計画による授業の実施にあたっては、次の点に留意するものとす 
   る。 
   ア 授業の場所が公民館等学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化、児童 
    生徒の保健等に留意すること。 
   イ 教科書、学用品等の損失状況を考慮し、学習の内容程度が児童生徒の過負担に 
    ならないようにすること。 
   ウ 通学道路その他の被害状況に応じ、通学の安全確保について遺漏のないよう指 
    導すること。（集団登下校の際は、地域住民、関係機関、団体、父母の協力を得 
    るようにする。） 
   エ 学校に避難所が開設された場合は、特に児童生徒の指導・管理に注意するとと 
    もに避難収容が授業の支障とならないよう留意する。 
   オ 教育活動の実施に当たっては、被災による精神的な打撃によって児童生徒に生 
    じやすい心理的な障害に十分配慮する。 
   カ 教職員の被災状況を把握するとともに、北海道教育委員会と緊密な連絡をとり、 
    また町内教職員の臨時配置計画を作成して教職員の確保に努め、教育に支障を来 
    さないようにする。 
   キ 教育委員会は、被災校の応急教育のため、町立各学校相互の調整をしてもなお 
    応急教育の円滑な実施に支障がある場合は、北海道教育委員会に対し、教育実施 
    者及び教材等応援の要請を行う。 
 
５．教科書の調達及び学用品の支給 
 （１）支給の対象者 
    家屋の全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等の被害を受けた世帯の児童 
   生徒で、教科書、学用品を滅失、き損し、就学上支障のある者に対して支給する。 
 （２）支給の方法 
    当該学校長と緊密な連携をとり、学校長を通じて対象者になるべく早急に支給す 
   るものとする。 
 （３）支給用品 
   ア 教科書及び教材 
   イ 文房具 
   ウ 通学用品 
 （４）学用品の調達 
    教科書の調達は、学校別、学年別、使用教科書ごとにその数量を調査し、北海道 
   教育委員会に報告するとともに、指示を受け、教科書供給店に連絡して供給を受け 
   るものとする。また町内の他の学校に対し、古本の供与を依頼するものとする。 
    学用品の調達は、北海道教育委員会から送付を受けたものを配布するほか、町内 
   文房具店から調達する。 
６．授業料等の減免、修学支援制度の活用援助 
  高等学校の生徒が被害を受けた場合は、北海道奥尻高等学校長は必要に応じ、次の措 
置を講ずるものとする。 

 （１）保護者又は本人の申請に基づく授業料等の減免 
 （２）高校生等奨学給付金の周知 
 （３）公益財団法人北海道高等学校奨学会で実施する奨学金等の活用周知   
 
７．学校給食対策 
  災害により応急給食の必要が生じた場合は、北海道や関係機関と協議して給食の確保
に努める。 
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８．被災教職員、児童生徒の健康管理 
  災害の状況により、被災学校の教職員、児童生徒に対し、伝染病予防接種や健康診断 
を檜山振興局保健環境部保健行政室（江差保健所）に依頼し実施する。 

 
９．文化財の保護及び整備 
  災害が発生したとき、文化財の所有者及び管理者は、常に当該指定物件の保全に努め 
るものとする。 

 （１）文化財の保護及び整備 
    災害が発生又は発生のおそれがある場合は、指定された文化財のうち、特に史跡 
   及び有形文化財を中心とした重点的な保護対策をとるものとし、巡回調査員による 
   パトロールを実施するほか、災害からの保護の啓発を図るものとする。 
 （２）啓発活動 
    文化財保護及び整備事業と並行して、関係機関をはじめ広く町民等に対し、絶え 
   ず文化財尊重の思想を徹底し関心を高めるため、おおむね次の啓発活動を行うもの 
   とする。 
   ア 町広報紙によるＰＲ 
   イ 史跡めぐりの開催 
   ウ 観光パンフレット、文化財紹介パンフレット等によるＰＲ 
 
 

 第２２節 民間団体等活動計画 
 
 災害に際し、災害応急対策の円滑な実施を図り、町民の身体、財産を保護し、社会秩序 
を維持するためには、町民の協力が必要である。このため自主防災組織及び民間団体等は、
自ら又は行政機関の要請に基づき応急対策に寄与するものである。 
 
１．自主防災組織及び民間団体等の活動内容 
 （１）災害に関する情報又は被害状況等を知ったときは、速やかに災害対策本部に通報 
   する。 
 （２）被災者のための救助等を行う。 
 （３）被災者の収容、避難、食料供給活動の協力 
 （４）被災地の清掃及び防疫活動の協力 
 （５）その他、町長が特に必要と認めた活動の協力 
 
２．町長が行う活動要請の手続き 
 （１）民間団体等の活動要請の手続きは、各対策本部等がその必要を認めたとき、直接 
   民間団体等の責任者に対して行うものとする。この場合、直ちに災害対策本部長に 
   その旨を報告しなければならない。 
 （２）民間団体等の活動要請の場合には、次の各号について明らかにし、活動が円滑に 
   運営できるよう配慮しなければならない。 
   ア 災害活動の内容 
   イ 協力希望の人員 
   ウ 調達を必要とする用具 
   エ 活動の場所 
   オ その他、参考となる事項 
 
３．活動の内容と事後の措置 
  民間団体の活動協力を要請したときは、各対策部長は次の措置を講ずる。 
 
 （１）活動地に誘導するため職員を派遣し、活動状況を把握するとともに、災害対策本 
   部との連絡にあたる。 
 （２）活動に必要な資機材をあらかじめ確保し、輸送計画を立てる。 
 （３）その他、作業の円滑を図る処置を行う。なお、活動が終了したときは、次の事項 
   を明らかにした報告書を災害対策本部長に提出する。 
   ア 活動内容 
   イ 活動人員と期間 
   ウ 活動の場所 
   エ 活動の効果 
   オ 事故がある場合は、その内容 
   カ その他、今後参考となる事項 
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 第２３節 ボランティアとの連携計画 
 
 災害時におけるボランティア活動が我国においても近年のいくつかの大災害における貴 
重な経験を通して徐々に根づいてきた。特に、本町のような離島の過疎地においては、非 
災時に全国から自主的に駆けつけてくれるボランティアの人々の活動は温かく、心強い支 
援となる。「災害ボランティア」の活動が十分にその力を発揮できるように、現地の受け 
入れ体制及び活動の統制等について、本計画に定めるものとする。 
 また、災害時においては、ボランティア活動が迅速・円滑に行われるよう、社会福祉協
議会等と連携し、災害ボランティアセンターの早期設置を進めること。 
 
１．ボランティア団体・ＮＰＯの協力 
  日本赤十字社北海道支部又は各種ボランティア団体・ＮＰＯからの協力の申し入れ等 
により、災害応急対策の実施について労務の協力を受ける。 

 
２．受け入れ窓口 
 （１）町外からのボランティアの受け入れ窓口は、住民対策部とする。 
 （２）同窓口は、以下について受け入れ状況の把握と記録を行う。 
   ア 団体名、所属名、出身地名、連絡先、等 
   イ 責任者、リーダー名、滞在中の連絡先、連絡方法、等 
   ウ 人数、性別、年齢、等 
   エ 専門分野、有資格者、支援内容、活動経験、等 
   オ 装備品、携行品等の内容、数量、等 
   カ 滞在可能（予定）期間 
   キ その他必要特記事項 
 
３．ボランティア団体・ＮＰＯの活動 
    ボランティア団体・ＮＰＯに依頼する活動の内容は、主として次のとおりとする。 
 （１）災害・安否・生活情報の収集・伝達 
 （２）炊き出し、その他の災害救助活動 
 （３）高齢者、障がい者の介護、看護補助 
 （４）清掃及び防疫 
 （５）災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 
 （６）被災建築物の応急危険度判定 
 （７）応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 
 （８）災害応急対策事務の補助 
 （９）救急・救助活動 
 （10）医療・救護活動 
 （11）外国語通訳 
 （12）非常通信 
 （13）被災者の心のケア活動 
 （14）被災母子のケア活動 
 （15）被災動物の保護・救助活動 
 （16）ボランティア・コーディネート 
 
４．ボランティアの町内における活動の管理、統率 
  受け入れ手続き終了後のボランティアの町内における活動については、社会教育班が 
担うものとする。 

 （１）あらかじめ、災害対策本部及び各指定避難場所等により要請のある必要活動の内
容とその緊急度、優先度について把握しておく。 

 （２）活動内容、場所、期間、必要装備等に応じて、ボランティアの派遣先を決定、指 
   示し、活動中の食事、宿泊先の確保、活動地への誘導、連絡等を行うと共に、派遣 
   後はその活動状況を把握し、災害対策本部に報告する。 
 （３）その他、ボランティアの活動の円滑化を図る処置を行う。なお、活動が終了した 
   ときは、次の事項を明らかにした報告書を災害対策本部に提出する。 
    ア 派遣先と活動内容 
    イ 活動人員と期間 
    ウ 活動の効果 
    エ その他、今後の参考となる事項 
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 第２４節 災害警備計画 
 
 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の発生を防御し、更に災
害の拡大を防止するために、住民の避難誘導及び救助、犯罪の防止、交通の規制等の応急
対策を実施して、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被災地域における社会秩 
序を維持するための江差警察署及び江差海上保安署の災害警備活動は、本計画の定めると
ころによる。 
 
１．災害時における警備体制の確立 
  災害時に対処する警備体制は次のとおりとする。 
 （１）警備体制の種別 
   ア 準備体制 
     気象警報等により災害の発生が予想され、かつ相当の時間的余裕がある場合。 
   イ 警戒体制 
     暴風、暴風雪、大雨、洪水等の警報が発せられるなど、被害の発生が予想さ 
    れる場合。 
   ウ 非常体制 
     災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合。 
    エ 警備体制の解除 
     その事態に応じ逐次警備体制の切替または解除を発令することとする。 
 （２）災害警備本部の設置 
    江差警察署長及び江差海上保安署長は非常体制をとった場合、災害警備本部を設 
   置するものとする。 
 
２．災害警備 
  警備体制下においては、準備体制、警戒体制、非常体制の区分に応じて、おおむね次 
の各号に掲げる対策を講ずる。 

 （１）準備体制下における活動 
   ア 気象情報その他災害に関する情報の収集及び伝達 
   イ 関係機関との連携 
   ウ 実施計画の作成 
   エ 警備体制の強化（係員の増強、警備部隊員の待機等） 
      オ 通信施設、設備及び通信資器材の整備 
   カ 装備資器材の整備 
   キ 警察施設の防護装置 
 （２）警戒体制下における活動 
   ア 災害警戒体制本部の設置 
   イ 警備要員の招集及び警備部隊の編成 
   ウ 補給及び給与の準備 
   エ 警備部隊の事前配置 
   オ 通信資器材の重点配置 
   カ 通信統制 
   キ 管内状況の把握 
   ク 住民に対する警戒伝達への協力 
   ケ 災害を拡大させるおそれのある設備又は物件の除去 
   コ 避難の指示及び避難住民の誘導 
 （３）非常体制下における活動 
    前（１）及び（２）に掲げる事項の他、次の各号に掲げる対策を講ずるものとす 
   る。 
   ア 初期の活動 
    ① 人命救助 
    ② 交通規制 
    ③ 被害状況の調査及び報告 
    ④ 広報 
   イ その後の活動 
    ① 遺体の検死 
    ② 危険物の取締り 
    ③ 犯罪の予防及び取締り 
    ④ 他の機関の行う救助活動及び防御活動に関する協力 
    ⑤ 装備資器材及び防災用物資の補給 
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    ⑥ 警備部隊の応援要請 
    ⑦ 通信資器材及び装備資器材の支援要請 
 
３．事前措置に関する事項 
 （１）町長が行う警察官の出動要請 
    町長が基本法第５８条に基づき、警察官（海上保安官）の出動を求める等応急措 
   置の必要な準備をすることを要請し、若しくは求める場合は、江差警察署（江差海 
   上保安署長）を経て、函館方面本部長（第一管区海上保安本部長）に対して行うも 
   のとする。 
 （２）町長の要求により行う事前措置 
    江差警察署長（江差海上保安署長）は、町長からの要求により、基本法第５９条 
   に基づき、事前措置についての指示を行ったときは、直ちに町長に通知するものと 
   する。前項により署長が指示し通知を行ったときは、町長が当該措置の事後処理を 
   行うものとする。 
 （３）町長は応援警察部隊の宿泊施設確保について協力するものとする。 
 
４．災害時における災害情報の収集に関する事項 
 （１）江差警察署長及び江差海上保安署長は必要ある場合は、町長その他関係機関と緊 
   密に連絡して、災害警備活動上必要な災害に関する情報を収集するものとする。 
 （２）江差警察署長及び江差海上保安署長は迅速に災害情報を収集し、上級機関に報告 
   するとともに必要と認められる場合は関係機関に連絡するものとする。 
 
５．避難に関する事項 
 （１）警察官等は基本法第６１条又は警察官職務執行法第４条により、避難の指示又は 
   警告を行うものとし、その避難先等本計画の定めるところにより難い場合は、適当 
   な措置を講ずるものとする。 
 （２）警察官等が避難の指示又は警告を行う場合は状況の許す限り次の事項を明らかに 
   して行うものとする。 
   ア 避難すべき時期 
   イ 避難すべき理由 
   ウ 避難後の財産保護措置 
 （３）避難誘導にあたっては、町災害対策本部、消防機関等と協力し、安全な経路を選 
   定して誘導するとともに、避難した地域に対しては、必要に応じて、警ら、警戒、 
   検問所の設置等を行い、財産の保護、その他犯罪の予防に努めるものとする。 
 
６．救助に関する事項 
 （１）江差警察署長及び江差海上保安署長は知事、町長等災害救助の責任を有する機関 
   と協力して、被災者の救出、負傷者及び疾病者の応急的救護、死体の検分等に当た 
   るものとする。 
 （２）江差警察署長及び江差海上保安署長は災害が発生し、必要があると認められる場 
   合は、災害現場にある消防機関等と協力して、危険箇所の監視及び警らを行い、被 
   災者の発見に努め、これを救出するものとする。 
７．応急措置に関する事項 
 （１）江差警察署長及び江差海上保安署長は、警察官等が基本法第６３条第２項に基づ 
   き、警戒区域の設定を行った場合は直ちに町長に通報するものとする。通報を行 
   った場合の事後処理は町長が行うものとする。 
 （２）江差警察署長及び江差海上保安署長は、警察官等が基本法第６４条第７項及び第 
   ６５条第２項に基づき、応急公用負担（人的、物的公用負担）を行った場合は、直 
   ちに町長に通知するものとする。 
        この場合の損失の補償等の事後処理については町長が行うものとする。 
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 第２５節 自衛隊災害派遣要請計画 
 
 災害時における自衛隊の派遣要請は本計画の定めるところによる。 
 
１．派遣要請の基準 
  自衛隊の派遣は、人命及び財産の保護を目的とする場合に要請することとし、おおむ 
ね次の基準によるものとする。 

 （１）災害の発生したとき、又は災害の発生が予想され緊急措置に応援を要すると 
   き。 
 （２）人命救助のため応援を必要とするとき。 
 （３）救助救援物資の輸送に応援を必要とするとき。 
 （４）主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき。 
 （５）応急措置のための医療・防疫及び給水並びに通信等応援を必要とするとき。 
 
２．派遣要請の要領等 
 （１）町長は、災害派遣の必要があると認められるときは次の事項を明らかにした文書 
   をもって知事（檜山振興局長）に依頼するものとする。ただし、緊急を要するとき 
   は、口頭又は電話により依頼し、事後速やかに別記様式１により文書を提出するも 
   のとする。 
   ア 災害の状況及び派遣を必要とする事由 
   イ 派遣を希望する期間 
   ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 
      エ 派遣部隊が展開できる場所 
   オ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 
 （２）町長は、人命の緊急救助に関し、知事（檜山振興局長）に依頼するいとまがない 
   とき、又は通信の途絶等により知事（檜山振興局長）と指定部隊との連絡が不能で 
   ある場合等については、直接部隊の長に通報することができる。ただし、この場合、 
   知事（檜山振興局長）を通じて要請ができない理由をあわせて通報するものとし、 
   通信の復旧後は、速やかに知事（檜山振興局長）に連絡し、上記１の手続きを行う 
   ものとする。 
  
３．災害派遣部隊の受け入れ体制 
  町長は、知事（檜山振興局長）又は自衛隊から災害派遣の通知を受けたときは、宿泊 
所、車輌、資器材の保管場所の準備、派遣部隊及び檜山振興局との連絡者氏名、又は作 
業計画等について協議調整の上、必要な措置を講ずるものとする。 

  なお、自衛隊の派遣部隊及び他の派遣部隊（緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等）が 
初動時から活動が迅速に行えるよう、部隊の展開場所を次の候補地により調整し、配置 
するものとする。 

 （１）派遣部隊展開場所候補地 
   ア 旧奥尻空港滑走路 
   イ うにまるパーク 
   ウ 賽の河原公園 
   エ 稲穂ふれあい研修センター 
   オ ヘリコプターの離着陸が可能な町有地若しくは民有地 
 
４．派遣部隊の撤収要請 
  町長は災害派遣要請の目的を達したとき、またその必要がなくなったときは、速やか 
に文書をもって、知事（檜山振興局長）に対し、その旨報告し、日時を要するときは口 
頭又は電話等で報告、その後別記様式２で文書を提出するものとする。 

 
５．自衛隊の行動内容 
  災害派遣部隊は主として、次の任務にあたる。 
 （１）人命の救助及び財産の保護 
 （２）消防及び水防 
 （３）救援物資の輸送 
 （４）道路の応急啓開 
 （５）応急医療、重傷者及び要配慮者の移送 
 （６）防疫 
 （７）給水 
 （８）炊き出し 



 - 120 - 

 （９）入浴支援 
 （10）通信支援 
 （11) その他 
 
６．宿泊等 
  宿泊は原則として自衛隊駐とん地又は天幕露営とし、給食設備についても自ら実施す 
る。 

  ただし、関係機関の施設又は民間の提供を受けた場合はこれを利用することができる。 
 
７．経費 
 （１）自衛隊の災害派遣に要する費用は自衛隊が負担する。 
 （２）自衛隊が防災活動に要する費用は本町が負担する。 
   ア 資材費及び機器借上料 
   イ 電話料及びその施設費 
   ウ 電気料 
   エ 水道料 
   オ 汲取料 
 （３）その他必要経費については、自衛隊及び本町において協議の上定める。 
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別記様式１                                                                       
 

 
 

奥    総    情 
令和  年  月  日 

 
 
 
 
 檜 山 振 興 局 長  様 
 
 
 
 
                      奥尻町長 
 
 
 
 
 
            災害派遣の要請について 
 標記のこのことについて、次のとおり           のため緊急措置が 
 
必要なので、自衛隊の災害派遣を要請します。 
 

 
記 
 

                   ア 災害の状況及び派遣を必要とする事由 
 
          イ 派遣を希望する期間 
 
          ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 
 
                   エ 派遣部隊が展開できる場所 
 
                   オ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 
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別記様式２                                                                     
 

 
 

奥    総    情 
令和  年  月  日 

 
 
 
 
 檜 山 振 興 局 長  様 
 
 
 
 
 
                      奥尻町長 
 
 
 
 
 
 

災害派遣撤収要請について 
 令和  年  月  日付け奥総情をもって要請した災害派遣については、   

ので、下記の日時をもって撤収要請します。 
 
記 

 
 

撤収要請日時     令和  年  月  日  時  分 
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 第２６節 職員応援要請計画                                           
                                                                                
 災害に際し、人命又は財産の保護のため必要とされる場合の災害応急対策、又は、災害 
復旧対策のため必要があるとき、他の地方公共団体等への応援要請について、本計画の定 
めるところによる。                                                              
１．他の地方公共団体等への応援要請                                              
  応援要請は、応急対策を実施するにあたり、他の地方公共団体等の応援が必要と認め 
 られるときは、本部長は基本法等の関係法令及び相互応援協定により、協力を求める。 
 （１）応援要請                                                                
   応援要請の種別は、次のとおりである。                                      

要請先 要請の内容 根拠法令等 

指定地方行
政機関の長 
檜山振興局 
 
北海道知事 

当該指定地方行政機関の職員の派遣要請 
(1) 指定地方行政機関の職員の派遣の斡旋 
要請 

(2) 他の地方公共団体の職員の斡旋要請 
(3) 応援要求及び応援措置の実施要請 
(4) 職員の派遣要請 

基本法第 29 条 
基本法第 30 条第 1 項 
基本法第 30 条第 2 項 
基本法第 68 条 
 
地方自治法第 252 条の 17 

他の市町村 
長等 

(1) 応援の要求 
(2) 職員の派遣要請 

基本法第 67 条 
地方自治法第 252 条の 17 
水防法第 23 条 

 （２）要請手続等                                                              
   ア 職員の派遣を要請しようとするときは、町長は次の事項を明らかにした文書を 
    もって行うものとする。                                                  
    ① 派遣を要請する理由                                                  
    ② 派遣を要請する職員の職種別人員数                                    
    ③ 派遣を必要とする期間                                                
    ④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件                                
    ⑤ 前各号に掲げるもののほか職員の派遣について必要な事項                
   イ 職員の派遣のあっせんを求めようとするときは、町長は次の事項を明らかにし 
    た文書をもって行うものとする。なお、国の職員の派遣あっせんのみでなく地方 
    自治法第252条の17に規程する地方公共団体相互間の派遣についても含むもので 
    ある。                                                                  
    ① 派遣のあっせんを求める理由                                          
    ② 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数                            
    ③ 派遣を必要とする期間                                                
    ④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件                                
        ⑤ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについての必要な事項  
 （３）派遣職員の身分取扱                                                      
   ア 派遣職員の身分取扱は、原則として職員派遣側（以下、派遣側という。）及び 
    職員派遣受入側（以下、受入側という。）の双方の身分を有するものとし、した 
    がって双方の法令、条例及び規則（以下、関係規程という。）の適用があるもの 
    とする。ただし、この場合双方の関係規程に矛盾が生じた場合には、双方協議の 
    うえ決定する。                                                          
   イ 派遣職員の給与等の双方の負担区分は、地方行政機関の職員について、基本法 
    第 32条第 2 項及び同法施行令第 18 条の規定により、また地方公共団体の職員に 

ついて地方自治法第 252 条の 17の規定によるものとする。 
   ウ 派遣職員の分限及び懲戒は、派遣側が行うものとする。ただし、地方自治法第 
    252 条の 17 の規定する地方公共団体相互間の派遣については、双方協議のうえ決 
    定するものとする。                                                      
   エ 派遣職員の服務は、派遣受入側の規程を適用するものとする。              
   オ 受入側は、派遣職員に対し災害派遣手当を支給することができる。          
                                                                                
２．関係団体等に対する応援要請 
  本部長は緊急医療の確保、その他の応急措置及び医療救護活動等について必要と認め 
 るときは、日本赤十字社北海道支部、檜山管内の医師会及び建設業者等の関係団体に対 
 し応援要請を行うものとする。 
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３．応援の受け入れ体制 
  本部長は、応援隊及び応援物資の受け入れのため、関係部長に対し次の事項について 
 必要な措置をとるよう指示する。 
 （１）情報の提供と応援手段の協議 
    町内における災害の進捗状況、被害状況、道路交通状況等応援体制上必要な情報 
   を要請先の機関に連絡し、応援ルートの選定及び応援に関する資機材、応援手段に 
   ついて協議する。 
 （２）応援隊の誘導等 
    本部長は、応援隊の町内進入路及び集結地点又は応援物資の受け取り場所等を選 
   定し、応援隊を誘導するものとする。 
 （３）応援隊の活動 
    応援隊は、本部長の指揮下に入って活動するものとする。 
 
 

 第２７節 災害救助法の適用と実施                                   
                                                                                
 災害救助法を適用し、同法に基づき実施する応急救助活動に関する計画は、次のとおり 
である。                                                                        
                                                                                
１．実施責任                                                                    
  町長は、知事が行う応急救助活動を補助するものであるが、災害救助法第３０条に基 
 づき、災害救助法施行細則（昭和３１年１０月１０日北海道規則第１４２号）により、 
 個別の災害ごとに救助に関する事務の一部を委任された場合は、自らの判断と責任にお 
 いて、救助を実施するものとする。                                              
                                                                                
２．災害救助法の適用基準                                                        
  災害救助法による救助は、本町において次に掲げる程度の災害が発生した場合におい 
 て、当該災害にかかり現に救助を必要とするものに対し行うものとする。            

摘  要  基  準 適         用    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

被 
害 
区 
分 

町 
単 
独 
の 
場 
合 

被害が相当
広範囲な場 
合（全道 2,5 
00 世 帯 以
上） 

被害が全道
に わ た り
12,000 世帯
以上の住家
が減失した
場合等 

１．住家被害の判定基準 
 ・減失･･･全壊、全焼、流失 
   住家が全部倒壊、流失、埋没、焼失した 
  もの又は損壊が甚だしく、補修により再使 
  用することが困難で具体的には、損壊、焼 
  失又は流失した部分の床面積が、その住家 
  の延床面積の 70％以上に達したもの、又 
  は、住家の主要な要素の経済的被害を住家 
  全体に占める損害割合で表し、50％以上に 
  達したもの。 
  ・半壊、半焼･･･2 世帯で減失 1 世帯に換算 
     住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元 
  通りに再使用できる程度のもので、具体的 
  には損壊部分の床面積が、その住家の延床 
  面積の 20～70％のもの、又は住家の主要な 
  構成要素の経済的被害を住家全体に占める 
  損害割合で表し、20％以上 50％未満のも 
  の。 
 ・床上浸水･･･3 世帯で減失 1世帯に換算 
   床上浸水、土砂の堆積等により、一時的 
  に居住することができない状態となったも 
  の。 
２．世帯の判定 
（１）生計を一にしている実際の生活単位をい 
  う。 
（２）会社又は学生の寮等は、各々が独立した 
  生計を営んでいると認められる場合、個々 
  の生活実態に即し判断する。 

住 
 
家 
 
減 
 
失 
 
世 
 
帯 
 
数 

30 15 

市町村の被 
害状況が特
に救助を必
要とする状
態にあると
認められた 
とき。 
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３．災害救助法の適用手続き                                                       
 （１）町長は、町における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当 
   する見込みがある場合は、直ちにその旨を檜山振興局長（以下「振興局長」という。） 
   に報告しなければならない。                                                 
 （２）災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待ついとまがない場合は、町長は 
   災害救助法の規定による救助を行い、その状況を直ちに振興局長に報告し、その後 
   の処理について指揮を受けなければならない。                                 
                                                                                 
４．救助の実施と種類                                                             
 （１）救助の実施と種類                                                         
    知事は、救助法適用市町村に対し、同法に基づき次に掲げるもののうち、必要と 
   認める救助を実施するものとする。                                           
    なお、救助の実施にあたっては、町長は、委任を受けた職権について、委任の範 
   囲内に置いて迅速に事務を行うものとする。                                   

救助の種類 実施期間 実施者区分 

 指定避難所の設置 7日以内 市町村 

 応急仮設住宅の供与 

20日以内に着工 
建設工事完了後 3 ヶ月以内 
※特定行政庁の許可を受け 
て 2年以内に延長可能 

対象者、対象箇所の選定～町 
設置～道（ただし、委任したとき
は町） 

 炊き出しその他による食品の供与 7日以内 町 

 飲料水の供給 7日以内 町 
 被服、寝具その他生活必需品 
 の給与又は貸与 7日以内 町 

 医療 14日以内 医療班～道、日赤道支部 
（ただし、委任したときは町） 

 助産 分娩の日から 7日以内 医療班～道、日赤道支部 
（ただし、委任したときは町） 

 災害にかかった者の救出 3日以内 町 

 住宅の応急修理 1ヶ月以内 町 

 学用品の給与 教科書等 1 ヶ月以内 
文房具等 15 日以内 町 

 埋葬 10日以内 町 
 遺体の捜索 10日以内 町 
 遺体の処理 10日以内 町・日赤道支部 
 障害物の除去 10日以内 町 
 生業資金の貸与  現在運用されていない 
（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、厚生労働大臣の承認 
  を得て実施機関を延長することができる。                                       
 （２）救助に必要とする措置                                                     
    知事は、救助を行うため必要とする場合における関係者に対する従事命令、協力、

物資の収容、立入検査等を、その緊急の限度においてそれぞれ救助法及び同施行令、
規則並びに細則の定めにより公用令書その他所定の定めにより実施するものとし、
同法第５条、第６条により行う指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が公用
令書等によって行う職務について相互に協力しなければならない。 

                                                                                 
５．基本法と救助法との関連                                                       
  基本法の定めるところによる災害について、救助法が適用された場合における救助事 
 務の取り扱いについては、救助法の適用時期等によりその責任を明らかにしなければな 
 らない。                                                                       
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 第２８節 電力、ガス、交通、通信施設応急対策計画              
                                                                                 
 電力、ガス、交通、通信施設の災害対策については、それぞれの機関の防災業務計画に 
よるところであるが、災害発生の場合それぞれの機関に協力してその機能の確保を図るも 
のとする。                                                                       
                                                                                 
１．町長は、これらの施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある情報を受けたとき 
 は、直ちにそれぞれの機関に通報する。                                           
 
２．町長は、各機関に応急対策上の応援を求められたときは、応急救助等に支障のない限 
 りにおいて協力するものとする。                                                 
                                                                                 
３．町長は、災害応急対策上の協力の範囲及び方法については、あらかじめ各機関と協議 
 して定めるものとする。                                                         
                                                                                 
４．これらの施設の災害に関わる情報の収集、伝達については、以下に定めるところによ 
 る。                                                                           
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  第２９節 家庭動物等対策計画 
 
 災害時における被災地の家庭動物等の取扱いについては、本計画の定めるところによる 
 
１．実施責任者 
  町長は、逸走犬等の保護・収容をするなど適切な処置を講じるとともに、住民に対し、 
逸走犬の収容について周知を図るものとする。 

  なお、必要に応じて家庭動物救護本部の設置を行い、北海道及び関係団体に協力を要
請する。 

 
２．家庭動物等の取扱い 
 （１）動物の飼い主 
    動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号） 
   及び北海道動物の愛護及び管理に関する条例（平成１３年条例第３号、以下「条例」 
   という。）に基づき災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に扱 
   うものとする。 
 （２）災害発生時における動物の避難 
   ア 指定避難所においては、多数の被災者が共同生活を送ることから、動物の好き

嫌いや動物からの危害の発生を少なくするにも居住スペースとの同伴は、原則、
禁止するが保護・収容のスペースの確保に努めるものとする。 

     ただし、盲導犬は、除くこととし、被災住民の協力を得るため避難所内におい 
    て周知するものとする。 
   イ 仮設住宅においては、仮設住宅の状況（形態・立地場所・地域数）、ペット同 
    行避難者及びペットの種類・数・飼育形態等の状況を考慮して、仮設住宅におけ 
    るペットの飼育方法を決定するものとする。 
 
 

 第３０節 応急土木対策計画 
 
 災害時における公共土木施設及びその他土木施設の災害応急土木対策は、本計画の定め
るところによる。 
 
１．災害の原因及び被害種別 
 （１）災害の原因 
   ア 暴風、竜巻、洪水、高潮、地震その他の異常な自然現象 
   イ 波浪 
   ウ 津波 
   エ 山崩れ 
   オ 地すべり 
   カ 土石流 
   キ がけ崩れ 
   ク 落雷 
 （２）被害種別 
   ア 道路路体の地形地盤の変動及び崩壊 
   イ 盛土及び切土法面の崩壊 
   ウ 道路上の崩土堆積 
   エ トンネル、橋梁及び道路と一体となって効用を全うする付属施設の被害 
   オ 河岸、堤防、護岸、水制、床止め及びその他施設の被害 
   カ 堤防、消波工、離岸堤、突堤及びその他海岸を防護する施設の被害 
   キ 海岸線の浸食 
   ク 砂防、地すべり及び急傾斜地の崩壊を防止する施設の被害 
   ケ ダム、溜池等えん堤の流失及び決壊 
   コ 下水道管渠の蛇行、閉塞、亀裂及び処理場施設の被害 
   サ 岸壁・物揚場決壊 
   シ 航路・泊地の埋没 
 
２．実施責任者 
  災害時における土木施設の応急復旧等は、当該施設の管理者又はその他法令による当 
該施設の管理者以外の者により実施する。 
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３．応急対策及び応急復旧対策 
  災害における被害の発生を防止し、また、被害の拡大を防止するための施設の応急処 
置及び応急復旧対策は、次に定めるところによるものとする。 

 （１）応急処置の準備 
   ア 所管の施設につき、予め防災上必要な調査を実施し、応急処置及び応急復旧を 
    実施するための資機材の備蓄及び調達方法等を定めておくものとする。 
   イ 災害の発生が、予想されるときは、逐次所管の施設を巡回監視し、周囲の状況 
    及び推移等を判断して、応急対策の万全を期するものとする。 
 
 （２）応急措置の実施 
    所管の施設の防護のため、逐次補強等の防護対策を講ずるとともに、状況により 
   自己の能力で応急措置を実施することが困難と認められる場合、また、当該施設が 
   災害を受けることにより、被害が拡大して、他の施設に重大な影響を与え、又は住 
   民の民生の安定に重大な支障を与えることが予想される場合は、応急公用負担等を 
   実施し、又は、防災関係機関に協力を求めるものとする。 
 （３）応急復旧 
    災害が終局したときは、速やかに現地の状況に即した方法により（２）に定める 
   ところに準じ、応急復旧を実施するものとする。 
 
４．関係機関等の協力 
  関係機関等は、法令及び防災業務計画並びに北海道計画に定めることにより、それぞ
れ必要な応急措置を実施するとともに、当該施設の管理者が実施する応急措置等が、的
確円滑に実施されるよう協力するものとする。 

  また、公共土木施設の管理者は、地域の関係団体等と連携を図り、管理者が実施する 
応急措置等が的確円滑に実施されるよう協力体制の確立を図る。 

 
 

 第３１節 電力施設災害応急計画 
 
 本町においては、町内の発電設備により電力供給を行っており、運用・保守業務は、北
海道電力ネットワーク株式会社から奥尻町（発電課）に委託を受け管理を行っている。 
 災害時の電力供給については、本計画に定めるところによる。 
 
１．電力施設の状況 
  奥尻発電所   発電機５～９号機 総出力  ４，０００ｋｗ 
  ホヤ石川発電所 ペルトン水車   許可出力   １７０ｋｗ 
  ＩＰＰ発電所  発電機１号機   出力   １，２１０ｋｗ 
 
２．電力供給区域 
  奥尻町一円 
 
３．応急対策 
  本町における電力供給を確保するため、電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化 
を図るため奥尻町及び北海道電力ネットワーク株式会社は、別に定める防災業務計画に
よって対策を講ずるものとする。 

 （１）活動態勢 
    発令基準に従い準備態勢、警戒態勢及び非常態勢を発令し、体制を整備するもの 
   とする。 
 （２）情報収集・提供 
    所定の系統に従い、内外の情報を収集し、復旧体制を樹立するとともに、停電、 
   復旧見込みなどの状況について、町長に報告するものとする。（速やかに町民に周 
   知するものとする。） 
 （３）要員の確保 
    被害の状況により、要員が不足した場合は、北海道電力ネットワーク株式会社や

関係団体に協力を要請するものとする。 
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 第３２節 応急飼料計画 
 
 災害に際し家畜飼料の応急対策については、本計画に定めるものとする。 
 
１．実施責任者 
  災害時における家畜飼料の応急対策は、町長が実施するものとする。 
 
２．実施の方法 
  町長は、罹災農家の家畜飼料等を確保できないときは、応急飼料、転飼場所及び再播 
用飼料作物種子の斡旋について、次の事項を明らかにし農協を通じ斡旋を要請するもの 
とする。 

  また、町内において処理不可能なときは、文書により檜山振興局長を通じ、北海道農 
政部長に応急飼料の斡旋を要請するものとする。 

 （１）飼料（再播用飼料作物種子を含む。） 
   ア 家畜の種類及び頭羽数 
   イ 飼料の種類及び数量（再播用種子については、種類、品質、数量） 
   ウ 購入予定額 
   エ 農家戸数等の参考となる事項 
 （２）転飼 
   ア 家畜の種類及び頭数 
   イ 転飼希望期間 
   ウ 管理方法（預託、附添等） 
   エ 転飼予算額 
   オ 農家戸数等の参考となる事項 
 
 
 

 第３３節 石油類燃料供給計画 
 

 １．実施責任 
 町は管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。また、
災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設等における石油類燃料
の確保に努めるものとする。 

  （１）町内で調達できる石油類燃料の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくも
のとする。 

  （２）卸売組合、協同組合、主要業者と事前に協定を締結しておく等、石油類燃料を
迅速に調達できる方法を定めることとする。 

  （３）町内において調達が不能になったときは、道に協力を求めることができる。 
 
 ２．石油類燃料の確保 
    町は、石油類燃料の確保を図るものとし、卸売組合、協同組合、主  要業者に

対し協力を要請し、又は斡旋を求めるものとする。 
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第４章 災害復旧・被災者援護計画 
 
 災害が発生した際には、速やかに、被災施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行
うことにより、被災地の復興へとつなげていく必要がある。 
 このため、北海道及び市町村は、防災関係機関との適切な役割分担及び連携の下、被災
地域の特性や被災状況、関係する公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状回復を目
指すか、災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すのか
について早急に検討し、基本となる方向を定め、又はこれに基づき計画を作成することに
より、計画的に災害復旧事業を実施するものとする。 
 併せて、災害に伴い生じた廃棄物については、広域的な処理を含めた計画的な収集・運
搬・処分により、適切かつ速やかに廃棄物処理を行うものとする。 
 

 第１節 災害復旧計画 
 
１．実施責任者 
  指定地方行政機関の長、地方公共団体の長、その他の執行機関、指定公共機関及び指 
定地方公共機関並びにその他法令の規定により、災害復旧の実施について責任を有する 
者が実施するものとする。 

 
２．災害復旧事業計画の種類 
  公共施設の災害復旧事業計画は、おおむね次の計画とする。 
 （１）公共土木施設災害復旧事業計画 
   ア 河川 
   イ 海岸 
   ウ 砂防設備 
   エ 林地荒廃防止施設 
   オ 地すべり防止施設 
   カ 急傾斜地崩壊防止施設 
   キ 道路 
   ク 港湾 
   ケ 漁港 
   コ 下水道 
   サ 公園 
 （２）農林水産業施設災害復旧事業計画 
 （３）都市施設災害復旧事業計画 
 （４）上水道災害復旧事業計画 
 （５）住宅災害復旧事業計画 
 （６）空港施設災害復旧事業計画   
 （７）社会福祉施設災害復旧事業計画 
 （８）公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 
 （９）学校教育施設災害復旧事業計画 
 （10）社会教育施設災害復旧事業計画 
 （11）その他の災害復旧事業計画 
 
３．災害復旧事業費等 
 （１）災害復旧予算措置 
    災害復旧事業、その他災害関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところに 
   より予算の範囲内において、国及び北海道が全部又は一部を負担し、又は補助して 
   行われる。 
 （２）激甚災害に係る財政援助措置 
    著しく激甚である災害が発生した場合には、北海道及び市町村は、被害の状況を

速やかに調査把握し、早期に「激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する
法律（昭和 37 年法律第 150 号）」による指定を受けられるよう措置して、公共施
設の災害復旧事業が円滑に行われるよう努めることとする。 
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 第２節 財政、金融に関する計画 
 
 災害の応急復旧を図り、被災者の生活再建や経営安定等を図るため財政、金融に関する 
計画は、次のとおりである。 
１．実施計画 
 （１）一般住宅復興資金の確保 
    町は、北海道を通じて住宅金融公庫及び地元の金融機関等の協力を求め、生活の

本拠である住家の被害を復旧するための資金の確保を援助し、また、被災市町村と
協調して融資に対する利子補給等の措置を講ずる。 

 （２）中小企業等金融対策 
    町は、北海道を通じて道保証協会、金融機関等と協議して災害融資制度を活用し、

中小企業者等の災害復旧資金を確保する。 
 （３）農林水産等金融対策 
    町は、北海道を通じて天災資金の融資枠を確保し、被災市町村と強調して融資に

対する利子補給措置を講ずるとともに、農林漁業金融公庫に協力を求め、災害資金
の融資枠を確保する。 

 （４）民政関係資金の貸付等 
    町は、北海道を通じて被災市町村と緊密な連絡の元に、災害援護資金貸付金、生

活福祉資金、母子及び寡婦福祉資金の貸付を積極的に実施する。 
 （５）町の制度 
    奥尻町災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年３月１９日条例第１０号）

に基づき災害弔慰金の支給を支給する。 
    また、災害の規模に応じて基金の設置等を検討する。 
 
２．財政対策 
 （１）町は、指定地方行政機関、金融機関等に対して、町が実施する公共施設の復旧並 
   びに一般住宅及び中小企業等復旧対策に要する財政資金の確保に対する積極的な協 
   力を要請するものとする。 
 （２）北海道及び町並びに防災関係機関並びに金融機関等は、協力して災害復旧に関す

る相談窓口を開設し、被災者の生活再建を支援するものとする。 
 
 

 第３節 災害義援金募集配分計画 
 
 災害による被災者を救護するための災害義援金及び配分は、本計画の定めるによる。 
 
１．災害義援金の募集及び配分並びに受付け 
 （１）募集及び救護 
    災害義援金の募集及び配分を必要とするときは、北海道災害義援金募集委員会及 
   び北海道災害義援金配分委員会がこれに当たる。 
 （２）町が直接、受付けた場合 
    一般町民及び他市町村等から拠出された義援金品で、町に寄託されたものについ 
   ては、住民対策部において受け付ける。 
    なお、義援金品を受領したときは、寄託者に受領書を発行する。 
 
２．義援金品の配分 
  寄託された義援金品の被災者に対する配分については、義援金品配分委員会を設置し、 
協議し決定する。 

 
３．関係機関との協力 
  義援金品の配分については、北海道、檜山振興局、日本赤十字北海道支部等と連絡を
取り、相互に協力して行う。 
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 第４節 被災者援護計画 
 
１．罹災証明書の交付 
  町は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的 
確に把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の発行が行 
えるよう関係対策部が連携し、行うものとする。 

  なお、発災時において、人員不足が見込まれる場合は、北海道及び他市町村へ応援を
要請する。 

 
 （１）災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞 
   なく、住家の被害を調査し、罹災証明書を発行する。 
    窓口 住民対策部、支所対策部 
    調査 住民対策部 
 （２）火災に起因する罹災証明書の発行については、檜山広域行政組合奥尻消防署で交 
   付を行うものとする。 
 （３）住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した

住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施
するものとする。 

 
２．被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 
 （１）被災者台帳の作成 
    災害が発生した場合において、当該災害の被災者援護を総合的かつ効率的に実施 
   するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置 
   の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者 
   の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 
 （２）被災者台帳は、別表により記載し、又は記録し、各班で情報共有、漏れがないよ 
   う管理に努めるものとする。 
 （３）町は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被 
   災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため 
   に内部で利用することができる。 
 （４）町は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、北海道や他の市町村等に対して

被災者に関する情報の提供を求めるものとする。 
 
３．台帳情報の利用及び提供 
 （１）町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その保有にあたって特定 
   された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。 
   ア 本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同 
    じ。）の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 
   イ 町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用すると 
    き。 
   ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受け 
    る者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用す 
    るとき。 
 （２）台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申 
   請書を町に提出するものとする。 
   ア  申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名 
    及び主たる事務所の所在地） 
   イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 
   ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 
   エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合に 
    は、その使用目的 
   オ その他台帳情報の提供に関し町が必要と認める事項 
 （３）町は、（２）の申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと 
   認めるとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な 
   目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係 
   る台帳情報を提供することができる。ただし、その場合、提供する台帳情報には、 
   当該被災者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 
   する法律第２条第５項に規定する個人番号を含めないものとする。 
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別添様式                                                                        
                                                                                 
                                   罹災証明願                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                         令和  年  月  日  
                                                                                 
                                                                                 
 奥尻町長        様                                                     
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                    世帯主住所 奥尻郡奥尻町字               
                申請者        電話                
                    世帯主氏名             印   
                                                                                 
                                             住所                 
                代理人        電話                 
                                              氏名                 
                                              申請者との関係            
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 下記の災害により罹災のあったことを証明願います。                               
                                                                                 
                                       記                                        

発生日時 令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分頃 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

発生場所 奥尻郡奥尻町字 

被害物件 □住家 □非住家 □その他 

 

被害内容の概要 
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                                   被災者台帳                                   

世帯主 

住 所  奥尻郡奥尻町字 

氏 名  生年月日  性別 男・女 

連絡先  メールアドレス  

避難先 （指定避難所・親戚宅等） 

住家等の 
被害の状況 

住    家 全壊・大規模半壊・半壊・一部破損・床上（下）浸水 

非 住 家 全壊・大規模半壊・半壊・一部破損・床上（下）浸水 

人的被害 死亡  人、重傷  人、軽傷  人 

世帯の構成 

氏  名 年齢 続柄 性別 職業 
勤務先 

又は学校名 死亡 負傷名 要配慮者 備考 

          
          
          
          
          
          
          
罹災証明書の交付状況 
  □申請済み（申請日 令和  年  月  日) 
  □調査  （調査日 令和  年  月  日） 
  □交付済み（交付日 令和  年  月  日） 
支援の実施状況 
  生活再建支援金 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
   □支給済み（支給日 令和  年  月  日） 
  公費解体 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
  応急修理 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
  応急仮設住宅 
   □入居日（令和  年  月  日） 
   □退去日（令和  年  月  日 
  義援金配分 
   □支給日（令和  年  月  日） 
  復興基金 
   □支給日（令和  年  月  日） 
  国民健康保険減免 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
  介護保険減免 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
  固定資産税減免 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
  保育料減免 
   □申請済み（申請日 令和  年  月  日） 
  奥尻町災害弔慰金 
   □調査日（令和  年  月  日） 
   □支給済み（支給日 令和  年  月  日） 
 町が他に台帳情報を提供する場合における本人同意の状況 
 □全ての事項を同意 
 □一部の事項のみ同意（同意事項：                     ） 
 □全ての事項を拒否 
 その他の事項 
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                       被災者台帳記載内容変更履歴記録簿                         

変更年月日 項目 変更した内容 
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                            被災者台帳情報提供申請書                            

ふりがな  

氏    名  

生年月日  性別 男 ・ 女 

住    所  

情報提供を求め 
る被災者の氏名 

 被災者 
との関係 

 

情報提供を求め 
る台帳情報 

 １．氏名 
 ２．生年月日 
 ３．住所 
 ４．避難先 
 ５．住家等の被害状況 
 ６．援護の実施状況 
 ７．電話番号その他の連絡先 
 ８．世帯の構成 
 ９．罹災証明書の交付状況 

申請者連絡先  

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  メールアドレス  

                                                                                
 町確認欄 ※本人確認の証明書                                                  
マイナンバーカード

又は 
住基カード 

 

運転免許証  

身分証明書  

保険証  

その他  

                                                                                
 


